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Ⅰ 三 重 県 農 林 漁 業 の 位 置 

 １ 県内における位置 

（１）土地利用のなかで 

         注） 県総面積：国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調(Ｒ６年)  

         森林・保安林面積：森林・林業統計書(Ｒ６年)   

農振農用地面積：農業振興地域達成状況調査(Ｒ６年) 

         耕地面積：農林水産省 耕地及び作付面積統計（Ｒ６年） 

                           

（２）産業のなかで 

  ① 就業者数 

                                

 

森林

371,680ha

(64%)

耕地

55,700ha

(10%)

その他

(26%)

三重県の土地利用状況

県総面積 577,448 ha

農振農用地

51,100ha

(25%)

その他

152,991ha

(75%)

県内農業振興地域に占める農用地

の状況

3.7%
32.0%

64.3%

3.2%

31.8%

64.9%

構成比（外円 R2、内円Ｈ27）

第１次

第２次

第３次

312 265 
2,703 2,600 

5,420 5,300 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成27年 令和2年

（百人）

就業者数 第１次 第２次 第３次

244 210

10 
9 

58 45 

0

200

400

600

平成27年 令和2年

（百人）
就業者数 農業 林業 漁業

78.2%

3.2%
18.6%

79.5%

3.4%

17.1%

構成比（外円 R2、内円 Ｈ27）

農業

林業

漁業

保安林

126,610ha

(34%)

その他

245,070ha

(66%)

県内森林に占める保安林面積の状況

（資料：国勢調査） 
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※計算基準の見直しに伴い、過年度に遡って数値が改訂されています。 

        （資料：三重県民経済計算結果） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※計算基準の見直しに伴い、過年度に遡って数値が改訂されています。 

        （資料：三重県民経済計算結果） 

（年度） 

（年度） 

-2-



 

（３）気候変動の状況 

① 気温の変化 

 

津市における年平均気温の変化 

（資料：津地方気象台） 

 

② 海水温の変化 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県沿岸域の水温の変化 

（資料：水産研究所調査） 
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２．全国的な位置  

 

（１）農業 

 

区     分 三 重 県 全  国 
全国

順位 

全 国 

対 比 
摘  要 

農 

 

家 

総農家数 

うち販売農家数 

うち主業農家（経営体）数 

販売農家における主業農家率 

  33,530戸 

   18,062戸 

1,805 経営体 

  10.0％ 

 1,747,079戸 

 1,027,892戸 

  230,855 経営体 

 22.5％ 

25 

27 

36 

42 

 1.9％ 

1.8％ 

 0.8％ 

 

2020年農林業センサス 

農

業

就

業

者 

農家人口（世帯員） 

うち農業従事者(a) 

うち基幹的農業従事者(b) 

同上の割合 (b)/(a) 

60,845人 

43,366人 

18,819人 

43.4 ％ 

3,489,686人 

 2,493,672人 

1,363,038人 

54.7 ％ 

24 

26 

33 

 

1.7％ 

1.7％ 

1.4％ 

 

2020年農林業センサス 

耕

地 

耕地面積 

農家１戸当たり耕地面積 

耕地利用率 

55,700ha 

    166ａ 

    90.4 ％ 

 4,272,000ha 

    245ａ 

     91.4 ％ 

24 

23 

10 

1.3％ 

67.9％ 

 

面積調査(R6) 

（耕地面積／農家数） 
※農家数：2020年農林業センサス 

面積調査(R6) 

販

売

金

額 

1億円以上 

5,000万円以上1億円未満 

1,000万円以上5,000万円未満 

500万円以上1,000万円未満 

300万円以上500万円未満 

300万円未満 

販売なし 

135 経営体 

125 経営体 

802 経営体 

621 経営体 

578 経営体 

10,067 経営体 

1,561 経営体 

8,950 経営体 

14,592 経営体 

101,492 経営体 

77,908 経営体 

69,166 経営体 

500,867 経営体 

55,420 経営体 

19 

28 

35 

37 

36 

21 

12 

1.5％ 

0.9％ 

0.8％ 

0.8％ 

0.8％ 

2.0％ 

2.8％ 

2025年農林業センサス 

（概数値） 

生

産

性 

農業産出額 

生産農業所得 

農家１戸当たり生産農業所得 

耕地10a当たり生産農業所得 

1,218 億円 

384 億円 

1,145 千円 

    68 千円 

95,543 億円 

33,417 億円 

1,913 千円 

      78 千円 

29 

32 

31 

35 

1.2％ 

1.1％ 

59.9％ 

87.5％ 

生産農業所得統計(R5) 
 
※農家数：2020年農林業センサス 

 ※耕地面積：面積調査(R5) 

生

産

量 

  

米（水稲） 

小麦 

トマト 

いちご 

はくさい 

キャベツ 

みかん 

茶（荒茶生産量） 

生乳 

鶏卵 

肉用牛（和牛計）（と畜頭数） 

豚（と畜頭数） 

  120,800ｔ 

 18,800ｔ 

 8,970ｔ 

 1,650ｔ 

 8,230ｔ 

9,290ｔ 

  12,200ｔ 

5,020ｔ 

57,821ｔ 

94,372ｔ 

 8,131頭 

165,483頭 

7,345,000ｔ 

 1,029,000ｔ   

663,600ｔ 

  156,600ｔ 

827,000ｔ 

1,294,000ｔ 

559,600ｔ 

73,900ｔ 

7,357,451ｔ 

2,480,663ｔ 

 542,515頭 

16,259,395頭 

22 

8 

22 

22 

16 

21 

9 

3 

23 

12 

18 

26 

1.6％ 

 1.8％ 

 1.4％ 

1.1％ 

 1.0％ 

  0.7％  

2.2％ 

6.8％ 

0.8％ 

 3.8％ 

1.5％ 

 1.0％ 

作況調査(水陸稲)(R6)  

作況調査(麦類)(R6) 

作況調査(野菜)(R6) 

   〃 

   〃 

   〃 

作況調査(果樹)(R6) 

作況調査(工芸農作物)(R6) 

牛乳乳製品統計調査(R6) 

鶏卵流通統計調査(R6) 

と畜場統計調査(R6) 

    〃 
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（２）林業 

 

区     分 三 重 県 全  国 
全国

順位 

全 国 

対 比 
摘  要 

経

営

体 

林業経営体数 527経営体 34,001経営体      ２４  1.5% 2020年農林業センサス 

森

林 

森林面積 

 うち民有林面積 

民有林率 

371,680ha 

348,212ha 

   93.7％ 

 25,025千ha 

 17,321千ha 

   69.2％ 

２４ 

２０ 

１１ 

 1.5％ 

 2.0％ 

 － 

森林・林業経営課調(R6) 

全国数値、全国順位：林野庁計

画課資料（R4.3） 

労

働

力 

林業就業者数     930人   60,738人 ２７  1.5％ 国勢調査(R2) 

林

道 

民有林林道延長 

林道密度 

   1,927km 

          5.5m/ha 

  94,620km 

          5.5m/ha 

－ 

－ 

  － 

  － 

治山林道課調  

(三重県：R6) 

(全国：R5) 

林    

産

物

生

産

量 

木 材 

 うち ヒノキ 

 うち ス  ギ 

製材用木材 

生しいたけ 

乾しいたけ 

ひらたけ 

なめこ 

たけのこ 

   301 千m3 

   129 千m3 

   162 千m3 

   152 千m3 

   746 ｔ 

    14 ｔ 

    87 ｔ 

  1,048 ｔ 

522 ｔ 

 19,772 千m3 

  3,019 千m3 

 11,728 千m3 

 11,958 千m3 

61,959 t 

  1,574 t 

  4,004 t 

23,874 ｔ 

20,865 ｔ 

２１ 

９ 

１９ 

１８ 

２４ 

１５ 

５ 

７ 

６ 

  

1.5％ 

 4.3％ 

 1.4％ 

 1.3％ 

 1.2％ 

 0.9％ 

 2.2％ 

4.4％ 

2.5％ 

 

木材関係データ： 

木材統計(R6) 

 

きのこ関係データ： 

特用林産物生産統計調査

(R6) 

木

材

産

業 

製材工場数 

製材品出荷量 

152工場 

104 千m3   

 3,547工場 

7,607 千m3 

３ 

２２ 

4.3％ 

1.4％  
木材統計(R6) 

生

産

額 

林業産出額 973 千万円 47,484 千万円 １５ 2.0％ 
農林水産省大臣官房統計部 

資料(R5) 
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（３）漁業

漁業経営体数 2,286 経営体 65,662 経営体 9 3.5%

漁業就業者数 4,220 人 121,389 人 8 3.5%

漁船隻数 5,030 隻 109,283 隻 4 4.6%

　無動力船 109 隻 2,439 隻 5 4.5%

　船外機付船 2,605 隻 47,938 隻 5 5.4%

　動力船(船外機付船を除く) 2,316 隻 58,906 隻 7 3.9%

　動力船トン数 16,949 トン 499,061 トン 8 3.4%

総生産量 77,868  t 3,589,122  t 15 2.2%

　　海面漁業 58,452  t 2,786,195  t 13 2.1%

　　　遠洋かつお一本釣り 9,255  t 56,772  t 2 16.3%

　　　近海かつお一本釣り x  t 22,421  t - -

　　　沿岸かつお一本釣り 1,421  t 16,745  t 2 8.5%

　　　遠洋まぐろはえなわ 2,723  t 61,554  t 9 4.4%

　　　近海まぐろはえなわ x  t 32,213  t - -

　　　沿岸まぐろはえなわ x  t 4,846  t - -

　　　大型定置網 5,269  t 230,294  t 13 2.3%

　　　小型定置網 743  t 66,055  t 14 1.1%

　　　船びき網 10,507  t 101,685  t 4 10.3%

　　海面養殖業 19,416  t 802,927  t 15 2.4%

　　　ぶり養殖業 3,149  t 103,780  t 10 3.0%

　　　まだい養殖業 3,547  t 68,439  t 4 5.2%

　　　くろまぐろ養殖業 1,326  t 18,687  t 5 7.1%

　　　のり類養殖業 8,296  t 195,048  t 6 4.3%

　　　かき養殖業 1,716  t 148,149  t 7 1.2%

　　　真珠養殖業 1,844 kg 12,421 kg 3 14.8%

（参考）内水面漁業 297  t 17,915  t 7 1.7%

（参考）内水面養殖業 243  t 29,131  t 17 0.8%

総産出額 437 億円 15,241 億円 10 2.9%

　海面漁業 228 億円 9,510 億円 12 2.4%

　海面養殖業 209 億円 5,731 億円 11 3.6%

 

産
出
額

摘　　要

生
　
　
産
　
　
量

三 重 県 全　　国

漁
業
経
営
体

全 国
対 比

区　　　　　分
全国
順位

2023年漁業センサス

令和６年漁業・
養殖業生産統計
年報

令和５年漁業産
出額
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Ⅱ 三 重 県 農 業 の 現 状 

 

１ 産出額 

・令和５年の農業産出額は前年度と比較して、米、果実、花き、畜産部門が増加し、

産出額の合計は前年の１，０８９億円から１２９億円（１２％）増加して 

１，２１８億円となった。 

・過去の農業産出額との比較における鶏の伸びは、全国的な高病原性鳥インフルエン

ザの蔓延により鶏卵価格が高騰した影響による。 

 

1,114 1,056 
1,091 1,107 1,122 1,113 1,106 

1,043 1,067 1,089 
1,218 

714

608 623 654 639 649 640 620 597 598 621

363 411 433 417 446 434 442 419 466 474 584

303
216 236 267 275 287 285 270 228 233 252

172 160 153 155 141 137 139 145 150 165 158
0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（億円）

農業産出額の推移

農業産出額

耕種部門

畜産部門

米

野菜

 

 

78

72 74
72

67 69 65
70 69

62

68

38 37
40 40 40 41

52
47

55

45

39

51
52 52 53 54 54

42

31

43

37

36

53 49 48 49 47 48

39
37

33 37

40

30

40

50

60

70

80

90

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（億円）

果実

種苗・苗木

類等

工芸農作物

花き

 

 

127.2

-8

6.3

-1.8 -4 -10.9 -4.5

35.4

10.2 11

100.4

-50

0

50

100

150

産出額 米 野菜 果実 花き 工芸 種苗他 肉用牛 乳用牛 豚 鶏

(億円）

過去10年の平均と令和５年の農業産出額の比較
（平成25年から令和４年までの10年間を基準）

 

 （資料：農林水産省生産農業所得統計） 
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 ２ 農家数 

・令和２年の総農家数は、３３，５３０戸で、５年間で９，３９１戸減少した。 

・主副業別では主業経営体が１，５４９経営体、準主業経営体が１，５１５経営体、副業的

経営体が１０，１１２経営体であり、主業経営体の構成比は全国に比べ低くなっているが、

準主業経営体および副業的経営体の構成比は全国に比べ高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：2020農林業センサス） 

 

 

188,555

23.9%

11.8%

1,549

86,191

10.9%

11.5%

1,515

514,196

65.2%

76.7%

10,112

0% 20% 40% 60% 80% 100%

788,942

全国

13,176

三重県

主副業種別にみた農業所得依存度別経営体数の構成

主業経営体

準主業経営体

副業的経営体

（経営体）

 

 

（資料：2025農林業センサス（概数値）） 
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 ３ 農業労働力 

・基幹的農業従事者は１３，６２２人（概数値）で、５年間で５，１９７人減少した。 

・また、年齢別基幹的農業従事者数については、６５歳以上の人口が１０，４６１人（７７％）

で前回調査よりも約４％少なくなったが、依然として高齢の農業者が多い状況である。 

 

30,652 30,239
36,482 38,849

34,881
27,556

18,819
13,622

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 令和７年

(人）
基幹的農業従事者の推移

 

（資料：2025農林業センサス（概数値）） 

 

 

136 126 222 327 441 476 552 
881 

1,882 

3,038 2,930 

1,680 

931 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

（人）

年齢別基幹的農業従事者数（令和７年）

 
（資料：2025農林業センサス（概数値）） 
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４ 担い手の育成 

・「三重県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」に基づく認定農業者数は、新規認定数

が６４あったものの、高齢等で再認定を受けなかった農業者などもあったことから、令和７

年３月末現在、２８市町で２，０９７経営体となっている。 

   ○目標認定農業者等数 ３，０００経営体（令和１１年度目標） 

・令和６年度の新規就農者数（４５歳未満）は１１４人で、各種雇用対策事業の活用もあり、

法人就業が８１人と約７１％を占める。法人就業以外の３３人を部門別にみると、野菜が 

１６人、果樹が６人、土地利用型が２人、その他が 9 人となっている。 

・平成２４年度に、就農希望者等の栽培技術及び農地・住居の取得や地域における信頼関係の

構築等の取組を支援する「みえの就農サポートリーダー制度」を開始した。令和６年度末値

で就農サポートリーダー登録者数が１４２名、就農サポートを受けた対象者数が累計１４４

名、就農サポート終了後に県内で就農した就農者数が累計８０名となっている。 

・新たな農業の担い手として企業や福祉事業所を位置づけ、農業参入の促進や支援に取り組ん

でおり、令和７年３月末現在、農業参入している企業は７２社（子会社を含む）、農業参入し

た福祉事業所は５１事業所となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※野菜、花き・花木については露地を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

45
25

42
28 15 25 35

16 19 19 12 20 26 31 21
39 37 28 18

33 25 26 22 32 22 22 18

18

22

31

23
28

24 10
18 21 13

12
24 24 21

22
19 16

20
22

17 29 20
11

16
16 13 16

14

22

11
32

24 21 22
32 30

28
26

99

51
61 74

77 82 82 98
95

115
113

114

117

104
86 97

0

25

50

75

100

125

150

175

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(人) 新 規 就 農 者 数 の 推 移（４９歳以下）新規参入者

Ｕターン就農者

新規学卒就農者

1,896

1,963
1,967

2,006
2,032

1,999
2,125

2,170

2,192

2,266
2,202

2,148
2,149

2,170
2,232

2,227

2,165

2,155
2,194

2,190
2,152

2,127
2,141

2,112
2,097

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

（経営体）

認定農業者数の推移

241

228

208

206
165163

124

100

662

市町別認定農業者数（R7.3末）

津市
伊賀市
四日市市
鈴鹿市
松阪市
御浜町
伊勢市
いなべ市
その他

515

286

225158
124

102

687

部門別認定農業者数（R7.3末）

水稲

野菜

果樹

畜産

茶

花き・花木

その他・複合経営
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土地利用型

44

露地野菜

65

施設野菜

75

果樹 47

花き・

花木 6

畜産 6

キノコ 4

その他 19

独立・自営新規就農者の経営作目

（平成２７年度から令和６年度）

土地利用型

露地野菜

施設野菜

果樹

花き・花木

畜産

キノコ

その他

    

  

 

   

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数作物を受け入れるサポートリーダーが存在するため 

登録者数と合計は一致しない。 

 

 

（資料：担い手支援課） 

野菜 16 果樹 6

土地利用型 2

その他 9

法人 81

部門別新規就農者数（人）

（令和６年度）

野菜

果樹

土地利用型

その他

法人

土地利用

型 65

野菜 72

果樹 34

茶 11

花き花木10
畜産 5 種苗 3

営農分類別就農サポートリーダー

登録数（人）（令和６年度末）
土地利用型

野菜

果樹

茶

花き花木

畜産

種苗 12
24

37
46

60 65 67 68
73

83
99

130
144

0 6

21 27
34

45 49 50 52 53 60
70

80

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H24 H25 H26H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

就農サポート対象者と就農サポート後県内

就農者数（令和６年度末累計値）

就農サポート対象者数

就農サポート後県内就農者数

（人）

33
37

40
45 46 46 47 48 48

51 52

0

10

20

30

40

50

（件）

農業参入した福祉事業所数の推移（累計値）

28 30 32 35
40

45
51

57
63 63

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

農業参入している企業数の推移

266人 114人 
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◎ 農業・農村における女性の経営・社会参画の推進 

・県では、農山漁村女性の役割を適正に評価し、経営や地域における方針決定の場への参画を

促進するための環境づくりを進めている。 

・「農村女性アドバイザー」は、農業経営及び農村生活の向上に意欲的に取り組んでいる女性

を、地域女性のリーダーとして知事が認定する制度で、令和６年度は新規認定が６人、退任

等が６人あり、令和７年４月１日現在の認定者は、８８人となった。 

・女性の就業条件の整備を図るとともに、個別経営の改善や意思決定の場への女性の参画を進

めるための「家族経営協定」については、令和６年度に新たに１３戸が締結したが、法人化

や離農等の影響により、令和７年３月末現在の締結数は、３９３戸となった。 

・地域や農業の活性化に向けて女性の視点や発想を方針決定の場に反映させるため、市町農業

委員会への女性の登用を推進しており、令和７年３月末現在の「女性農業委員」は、５０人

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     （資料：担い手支援課） 

各年3月末現在 

各年3月末現在 

各年4月1日現在 
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 ５ 農家経済 

・販売金額規模別経営体数の構成比は、全国と比べて、販売金額１００万円未満で 

１６．０ポイント高く全体の構成比率の５６．２％を占めている。一方で、販売金

額１００万円以上では全国より低い構成比率となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（資料：2025農林業センサス（概数値）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：2020農林業センサス） 

 

6.7%

40.2%

20.3%
17.8%

9.8%

4.3%
1.1%

11.2%

56.2%

16.3%

8.6%
4.5% 2.2% 1.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

農産物販売金額規模別経営体数

（農業経営体）

全国

三重

1.6%

6.9%

12.5%

34.9%

28.8%

12.6%

2.8%
1.6%

8.6%

14.6%

34.1%

25.2%

11.4%

4.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

農産物販売金額規模別経営体数

（認定農業者のいる農業経営体）

全国（認定）

三重（認定）
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 ６ 農家経営規模 

・経営耕地規模別経営体数は、令和２年からの５年間で全国（都府県）では１０ｈａ以上層

で、本県では１００ｈａ以上層で増加、一方１０ｈａ以下層で減少した。 

・農業経営組織別にみた経営体数では、稲作の単一経営が１１，４４１戸で販売のあった経

営体数全体（１６，２１８戸）の７０．５％を占めている。その他、主なものでは、果樹

類が９９８戸で６．２％となっており、稲作の単一経営の構成比の高さが際立っている。 

 

 

-23.2 
-26.4 

-22.7 

-9.6 

2.8 

14.9 

45.8 

-26.1 -28.3 
-26.3 

-7.6 

0.7 

-1.7 

36.8 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

計 1ha未満 1～5ha 5～10ha 10～20ha 20～100ha 100ha以上

（％）
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（資料：2025農林業センサス（概数値）） 

（資料：2025農林業センサス（概数値）） 

（資料：2020農林業センサス） 
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７ 農 用 地 

 （１）耕 地 

・令和７年の耕地面積は、約５５，１００ｈａで前年に比べ約６００ｈａ減少した。 

  田＝約４２，２００ｈａ  

畑＝約１２，９００ｈａ 

・転用等による耕地のかい廃面積は８３１ｈａで、前年より８６ｈａ増加した。 

・耕地利用率は、令和６年は前年より１．２ポイント減の９１．４％となった。 

・令和６年の農振法に基づく農業振興地域は、２０４，０９１ｈａ、農用地区域内農

用地の面積は、５１，２１０ｈａとなっている。 

              注：上記については、端数処理の関係上、合計値と内訳の計は一致しません。 

耕地面積の推移（ha） 

 

かい廃面積の推移（ha） 

 
（資料：農林水産統計年報） 
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農業振興地域面積（ha） 

 

 

 

農業振興地域農用地区域面積（ha） 

 

 

 

（資料：農地調整課） 
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（２）農用地の利用集積 

・育成すべき農業経営体（認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織）への農用地

の利用集積面積は、令和７年３月末現在で、２６，５９１ｈａとなっており、前年

に比べ６３４ｈａ増加した。 

・農用地の利用集積率は、４７．７％で、前年に比べ１．７ポイント増加した。 

（平成 25年から集積面積に基幹作業受託が含まれていない） 

 

 

（資料：担い手支援課） 
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８ 水田における作物作付け状況 

・令和７年産の水田における作物作付面積は、主食用米の作付面積が増加し、主要転換作物であ

る麦類及び新規需要米と加工用米の作付面積が減少した。 

 

 

水田における作物作付面積（主食用米を除く） 

  （単位：ha） 

 

麦類 大豆 そば なたね 
飼料 

作物 

新規 

需要米 

加工用

米 

野菜・ 

果樹等 

地力

増進

作物 

景観形

成作物 

平成 

25 年度 
5,990 4,170 150 54 107 675 438 991 

平成 

26 年度 
6,310 4,260 110 51 107 940 295 757 

平成 

27 年度 
6,670 4,490 122 40 102 1,687 253 726 

平成 

28 年度 
6,820 4,470 107 49 117 2,083 261 732 

平成 

29 年度 
6,750 4,420 119 63 122 2,196 372 763 

平成 

30 年度 
6,590 4,390 143 56 117 2,011 245 500 - 

令和 

元年度 
6,680 4,290 108 50 80 2,024 212 441 - 

令和 

２年度 
6,910 4,350 124 34 85 2,017 181 471 - 

令和 

３年度 
7,140 4,530 79 31 119 2,439 197 482 - 

令和 

４年度 
7,390 4,530 64 41 124 2,909 171 613 - 

令和 

５年度 
7,550 4,680 86 21 169 2,878 168 641 - 

令和 

６年度 
7,647 4,510 50 26 152 2,468 176 539 - 

令和 

７年度 
7,240 3,730 

(速報値) 
59 

(速報値) 
28 178 

(速報値) 
1,296 
(速報値) 

111 
(速報値) 

441 
(速報値) 

- 

出典：農林水産省 「作物統計」「水田における都道府県別の作付状況（令和７年９月 15 日時点）」 

   野菜・果樹等のみ農産園芸課調べ 
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 ９ 農業生産 

  （１）米 

・令和７年産水稲の作付面積（子実用）は、２６，０００ｈａで、前年より１，１００ｈａ

増加した。 

・１０ａ当たりの収穫量は５１０ｋｇで、作況単収指数は１０４となった。 

・収穫量（子実用）は、１３２，６００ｔで、前年産に比べ１１，８００ｔ増加した。 

・うるち米の品種別作付では、コシヒカリが約７０％を占め、集中している。 

・１等米比率（農産物検査令和７年１２月３１日現在速報値）は２３．９％となっている。 

・平成２４年度より県育成の高温耐性品種「三重２３号」の作付が行われており、令和７年

産は約３０９ｈａの作付が行われた。 

 

 

※R７年から、過去 30年の平年収量を基に算出されていた「作況指数」が廃止されることに伴い、「作況単収指数」が公表されます。 

「作況単収指数」は、10a 当たり収量の前年産までの 5 か年中 3 年平均（最高、最低除く）に対する 10a 当たり収量の比率で示され、

H28年分から公表されています。 
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年産別相対取引価格(出荷業者)（速報値）の推移                  （単位：円/60kg） 

 

 

  ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

R3 三重コシ

（一般） 
12,809 - 12,835 13,117 12,891 12,171 12,394 - - 12,075 12,384 - 

R3 三重コシ

（伊賀） 
- 13,143 - 13,465 13,229 13,227 13,315 12,161 12,463 - - - 

R3 

全銘柄平均 
13,255 13,120 13,024 12,973 12,884 12,853 12,777 12,797 12,702 12,618 12,593 12,714 

 

R4 三重コシ

（一般） 
13,257 13,222 13,444 13,618 12,979 - 12,867 12,201 - - - - 

R4 三重コシ

（伊賀） 
13,704 13,565 13,593 13,781 13,791 13,511 13,889 - 13,781 - - - 

R4 

全銘柄平均 
13,961 13,898 13,899 13,920 13,946 13,840 13,877 13,880 13,907 13,865 13,840 13,777 

 

R5 三重コシ

（一般） 
14,974 14,754 14,597 14,676 14,656 14,862 14,640 - - - - - 

R5 三重コシ

（伊賀） 
15,111 15,018 15,073 15,089 15,096 15,082 15,461 15,008 - - - - 

R5 

全銘柄平均 
15,291 15,181 15,240 15,390 15,358 15,303 15,428 15,526 15,597 15,865 15,626 16,133 

 

R6 三重コシ

（一般） 
21,736 22,825 23,889 24,752 26,031 23,795 25,544 24,181 - - - - 

R6 三重コシ

（伊賀） 
22,010 - 24,065 - 24,458 24,722 24,721 - - - - - 

R6 

全銘柄平均 
22,700 23,820 23,961 24,665 25,927 26,485 25,876 27,102 27,649 27,613 26,918 27,179 

 

R7 三重コシ

（一般） 
41,612 37,952 - - -        

R7 三重コシ

（伊賀） 
41,256 38,092 - - -        

R7 

全銘柄平均 
36,895 37,058 36,493 36,075 35,465        

資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」 

注：１）相対取引価格は、①全国出荷団体、②年間の玄米仕入数量が 5,000トン以上の道県出荷団体等、③年間の直接販売数量が 

5,000 トン以上の出荷業者と卸売業者等の主食用の相対取引契約（数量と価格が決定した時点を基準としている。）の１等米の数量 

及び価格（運賃、包装代、消費税相当額を含めた価格。）により加重平均したものである。その際、新潟、長野、静岡以東 

（東日本）の産地品種銘柄については受渡地を東日本としているものを、富山、岐阜、愛知以西（西日本）の産地品種銘柄について 

は受渡地を西日本としているものを加重平均している。 

  ２）また、相対取引価格は、個々の契約数量に応じて設定される大口割引等の割引などが適用された価格であり、実際の引取状況に 

応じて等級及び付加価値等（栽培方法等）の価格調整が行われることがある。 

  ３）産地品種銘柄は、20 年産でコメ価格センターに上場があった産地品種銘柄で、かつ、月 1,000 トン以上の取引があったものである。 

  ４）全銘柄平均価格は、産地銘柄ごとの前年産検査数量ウェイトで加重平均した価格である。 
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〇「結びの神（品種名：三重２３号）」について 

（１）水稲品種「三重２３号」の特徴 

・高温や日照不足による白未熟粒の発生が少ないため、外観品質が優れる。 

・移植時期は４月下旬から５月上旬。 

・稈
かん

長
ちょう

は短く、栽培性に優れる。 

・外観につやがあり、食味は極良。一粒一粒に存在感があり、コシヒカリとはひと味違う 

おいしさがある。 

 

（２）「結びの神」とは 

 「三重２３号」の中で、一定の品質基準（農産物検査１等格付、玄米タンパク質含量６．４％以

下（水分１５％補正）当面６．８％以下（水分１５％補正））に達したものを、商品名称「結び

の神」として販売している。 

 

（３）生産者要件（下記の要件を全て満たす方） 

①生産する販売農家・集落営農組織で「三重２３号」を販売目的で作付する方 

②「三重の新たな米協創振興会議」の趣旨に賛同し、実需者や関係機関と連携できる方 

③「三重の新たな米協創振興会議」で設定した栽培基準（＊）に沿った栽培が可能な方 

 ＊：生産物として「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」の認定を取得 

 

（４）生産方法と募集期間 

①実需者の需要量に応じた生産（基幹流通、全国農業協同組合連合会三重県本部集荷販売） 

②地域での生産（地域流通、生産者自身の販売（JA等の流通業者への販売含む）） 

 （※）①、②とも例年１１月から１２月頃に次年度の生産者の募集を行う。    

 

（５）取組状況 

項目           年度 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

生産者数（人） 75 77 74 76 75 76 75 88 93 

うち地域流通（生産者数）（人） 20 28 26 29 28 30 28 41 49 

栽培面積（ha） 173 190 218 249 253 272 262 291 309 

うち地域流通（栽培面積）（ha） 14 22 40 53 54 62 60 74 108 

総生産量（t） 817 901 1,008 1,041 1,119 1,042 1,165 1,176 1,123 

うち「結びの神」出荷量（t） 720 792 909 949 1,078 949 1,103 1,043 1,008 

1 等米比率（%） 99.7 90.6 95.7 96.1 97.6 96.8 94.8 94.8 91.8 

【参考】県産ｺｼﾋｶﾘの 1 等比率 36.0 24.7 22.6 39.2 45.4 36.6 27.6 19.6 18.5 

（出典：農産園芸課調べ） 

注）令和７年度の「総生産量」及び「うち「結びの神」出荷量」は速報値です。 
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〇「結びの神（品種名：三重２３号）」について 

（１）水稲品種「三重２３号」の特徴 

・高温や日照不足による白未熟粒の発生が少ないため、外観品質が優れる。 

・移植時期は４月下旬から５月上旬。 

・稈
かん

長
ちょう

は短く、栽培性に優れる。 

・外観につやがあり、食味は極良。一粒一粒に存在感があり、コシヒカリとはひと味違う 

おいしさがある。 

 

（２）「結びの神」とは 

 「三重２３号」の中で、一定の品質基準（農産物検査１等格付、玄米タンパク質含量６．４％以

下（水分１５％補正）当面６．８％以下（水分１５％補正））に達したものを、商品名称「結び

の神」として販売している。 

 

（３）生産者要件（下記の要件を全て満たす方） 

①生産する販売農家・集落営農組織で「三重２３号」を販売目的で作付する方 

②「三重の新たな米協創振興会議」の趣旨に賛同し、実需者や関係機関と連携できる方 

③「三重の新たな米協創振興会議」で設定した栽培基準（＊）に沿った栽培が可能な方 

 ＊：生産物として「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」の認定を取得 

 

（４）生産方法と募集期間 

①実需者の需要量に応じた生産（基幹流通、全国農業協同組合連合会三重県本部集荷販売） 

②地域での生産（地域流通、生産者自身の販売） 

 （※）①、②とも例年１１月から１２月頃に次年度の生産者の募集を行う。    

 

（５）取組状況 

項目           年度 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

生産者数（人） 75 77 74 76 75 76 75 88 93 

うち地域流通（生産者数）（人） 20 28 26 29 28 30 28 41 49 

栽培面積（ha） 173 190 218 249 253 272 262 291 309 

うち地域流通（栽培面積）（ha） 14 22 40 53 54 62 60 74 108 

総生産量（t） 817 901 1,008 1,041 1,119 1,042 1,165 1,176 1,123 

うち「結びの神」出荷量（t） 720 792 909 949 1,078 949 1,103 1,043 1,008 

1 等米比率（%） 99.7 90.6 95.7 96.1 97.6 96.8 94.8 94.8 91.8 

【参考】県産ｺｼﾋｶﾘの 1 等比率 36.0 24.7 22.6 39.2 45.4 36.6 27.6 19.6 18.5 

（出典：農産園芸課調べ） 

注）令和７年度の「総生産量」及び「うち「結びの神」出荷量」は速報値です。 
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（２）米の生産調整（需給調整） 

・平成２５年１２月に、国において「農林水産業・地域の活力創造プラン」がとりまとめられ、平

成３０年産から、行政による生産数量配分に頼らずとも、生産者や集荷業者・団体が中心となっ

て円滑に需要に応じた生産が行える状況になるよう、行政・生産者団体・現場が一体となって取

り組むとされた。 

・このことから、本県においては、水田作物の消費動向に応じた安定生産を戦略的に推進するため、

三重県農業再生協議会において、国から提供される「米穀の需給及び価格の安定に関する基本方

針」等の情報をもとに、生産者が消費動向に応じた生産に取り組めるよう「生産量の目安」を設

定し、地域農業再生協議会別に提供している。 

・地域農業再生協議会（市町単位、津市のみ２協議会）単位で作成された「水田収益力強化ビジョ

ン」と連携して、麦・大豆・飼料作物等の生産振興に取り組んでいる。 

米の生産調整の取組結果（県計） 

年度 生産目標数量（ｔ） 農業者の作付確定面積（ha） 配分対象農業者数（人） 

平成 25 148,740 29,750 66,277 

平成 26 146,070 29,210 64,515 

平成 27 143,510 28,700 59,878 

平成 28 141,981 27,000 57,828 

平成 29 140,453 26,800 53,806 

  （出典：農林水産省「都道府県別の生産数量目標、主食用米生産量等の状況」 

三重県農業再生協議会公表 主食用米等の生産量の目安（県計） 

年度 
主食用米 

生産量の目安（ｔ） 

食用米生産 

種子用途（ｔ） 
計（ｔ） 

平成 30 139,985 471 140,456 

令和元 138,272 471 138,743 

令和２ 136,557 475 137,033 

令和３ 132,336 462 132,798 

令和４ 128,691 438 129,129 

令和５ 125,719 403 126,122 

令和６ 128,360 372 128,732 

令和７ 135,946 380 136,326 

令和８ 132,506 346 132,852 
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 （３） 小麦・大豆 

・ 小麦における、令和７年産の作付面積（速報値）は７，１７０ｈａ（前年比－４００ｈａ）と

なった。 

・ 作付品種については、「あやひかり」「タマイズミＲ」「ニシノカオリ」「さとのそら」の作付が

行われている。 

・ 生産から実需までにつながるサプライチェーンが形成され、消費動向に応じた生産が展開され

ており、全国的にも注目されている。 

・ 大豆における、令和６年産の作付面積は４，５１０ｈａ（前年比－１７０ｈａ）となった。 

  

 

 

 

 （資料：農林水産統計年報） 
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 (４)野菜  

・令和５年の作付面積は、生産者の高齢化や担い手不足が進む中、前年と横ばいで 

３，５２１ｈａとなった。 

  主な野菜の作付面積＊  ・キャベツ   ・ねぎ    ・トマト    ・いちご  ・なばな  

         (４１０ｈａ)  (２３７ｈａ)  (１６７ｈａ) (６９ｈａ)  (４９ｈａ)   

・令和５年の産出(粗生産)額は、前年に比べ７億円減少し、１５８億円となった。 

  主な野菜の産出額＊   ・トマト  ・いちご  ・ねぎ    ・キャベツ  ・なばな 

          (２９億円)  (１９億円) (１６億円)  (６億円)   (２億円) 

 

（資料：農林水産省 作物統計、生産農業所得統計、県調べ） 

 ＊作付面積について、平成 27年以前の指標は、平成 28年以降の統計に含まれない野菜の品目の

作付面積が含まれる。 

 

（資料：農林水産省 野菜生産出荷統計） 
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（ha） 県内の主要野菜の作付面積の推移
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                           （資料：農林水産省 食料需給表） 

 

                       

 

（資料：（独）農畜産業振興機構 野菜輸入の動向（原資料「財務省 貿易統計」）） 

  

◎令和７年度の主な取組 

〇野菜自給力強化体制づくり事業を活用し、農作業の省力・軽労型生産体系の構築を支援 

・省力・軽労型生産体系や出荷調製に必要な機械の導入を希望する 7 事業者を支援 

○三重県が育成したいちご新品種「うた乃」の本格出荷にあわせたＰＲ 

・三重テラス（東京・日本橋）においてプロモーションを実施（１月 15 日）。 

 ・三重のいちごフェスタ（松阪農業公園ベルファーム）において「うた乃」をＰＲ（３月７日、 

８日）。 
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全国の野菜の自給率の推移
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 (５) 果樹 

・令和５年の果樹栽培面積は２,３８５ｈａで、かんきつ類が５割以上を占めている。 

・令和５年の果樹産出額は５７億円となっている。 

・高品質果実生産に向けた栽培技術の導入、うんしゅうみかんの県育成品種（みえ紀南１号）や、

中晩柑のせとか・カラ等の優良品種への転換が進んでいる。 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［県内果樹の生産状況］ 

［うめ］ ［ぶどう］ ［なし］ 

［みかん］ 

※ なし・ぶどうについて R３、４、５年度の産出額調査が行われていないため未記載 

（資料：農林水産統計 作物統計調査、農林水産統計 農業産出額及び生産農業所得） 

  

［かき］ 

（億円） （ha） 

（億円） 

（億円） 

（億円） （億円） （億円） 

（ha） 

（ha） 

（ha） （ha） （ha） 
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◎令和７年度の主な取組 

○果樹生産者の技術・経営の向上に向けた取組 

・第５回三重県なし品評会の開催（令和７年８月 津市） 

・ナシ生産者研修会      （令和７年１１月 津市） 

・カンキツ生産者研修会    （令和８年２月 南伊勢町） 

 

〇輸出拡大に向けた取組 

【果樹輸出産地強化支援事業】 

輸出拡大に向けた生産基盤強化の取組を支援するとともに、カンキツ輸出課題の分析に取り

組んだ。 

（生産基盤強化の取組概要） 

・カンキツ日焼け防止ネット資材の導入、６園地を整備 

 

 

【輸出要件への対応支援】 

カンキツについて、国事業を活用してタイ検査官による輸出園地の査察や、輸出前に実施す

る残留農薬検査の費用を支援し、輸出手続きの円滑化を図ることでＪＡ伊勢の輸出拡大につな

げた。 

・令和７年度の輸出実績（ＪＡ伊勢） タイ 12ｔ、香港 7.2ｔ 

 

カンキツの日焼け果実軽減実証園地 

写真 
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（６）花き花木 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・令和５年産の花き花木類の作付面積は４８１ｈａとなった。（花きの作付面積は令和元年産） 

・令和５年産の花き花木類の出荷額は、６９億円となった。 

・令和元年まで、花き花木類の作付面積及び出荷額はほぼ横ばいであったが、令和２年産の花木の

作付面積は、調査方法が変更され、減少して以降、作付面積はほぼ横ばいとなっている。 

・全国での１世帯当たりの切り花の年間支出金額は、平成２６年から減少傾向にある。 

・園芸植物・園芸用品の年間支出金額は、平成３０年から増加傾向にある。 

591 564

552 553
553 553 557 557 568 563

387 301 300 321

172
66 67 68 66 64 66 148 119 135
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42 41 41 39 40 41
40 42 18

21
28 25 25
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ｈａ 花き花木類の年次別作付面積の推移 花木 花き その他

21 20 20 20 19 19 19 19 19 22
45 35 29 29 30

39 50 47 50 52 50 49 50 47 48
27 37

33 38 39

5
4 5 6 6 6 6 6 6

9
0 0

0 0 0

0
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

億円 花き花木類の年次別出荷額の推移 その他 花き 花木

（資料：農林水産省 花木等生産状況調査、作況調査（花き）） 

※平成２９年産から令和元年産の花き作付面積には、切り花類が含まれる。 

※令和２、３、４、５年産の切り花類の作付面積は、上位都道府県を調査対象（全国調査は概ね３年に１回）としていること

から、三重県は調査対象から外れている。そのため、令和２、３、４、５年産の花き及び切り花類の面積は、令和元年産の

値で集計している。 

※令和２年産の花木面積については、より正確な面積を把握するため、前年の統計値を基に卸売業者に前年比増減を聞き取っ

て推計する方法から、現地調査による積み上げ調査等による推計方法に変更した。 

 

鉢もの

20億円

51％

花壇苗

11億円

28％

切り花

8億円

21％

花き39億円

令和５年度品目別出荷額 

（資料：農林水産省 花木等生産状況調査（平成30年まで）、生産農業所得統計（令和元、２、３、４、５年）） 

（資料：農林水産省 花き生産状況（参考）） 

花木 花き その他 
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（資料：総務省統計局「家計調査」） 

◎令和７年度の主な取組 

○花のある生活の普及推進 

 ・花きイベントの開催 

花の国づくり三重県協議会と連携して「みえ花とみどりのふれあいフェスタ」を開催し、県

産花きを使った飾花展示、フラワーアレンジメントや寄せ植えの体験教室等を行った。 

５，４１２名の消費者に対して、県産花きのＰＲや需要喚起を図ることができた。 

また、花き関係者と連携しながら、県内の植木のＰＲイベントとして「三重県植木まつり」

の開催を支援した。 

   

・花育体験の実施 

県内７５の小中学校等の参加する学校花壇コンクールを開催するとともに、子どもやその

保護者等に対し県産花きへの関心を高め、消費拡大につながるよう、花き関係者と連携し、県

内２２の小中高等学校等（９８８名）での花育体験の取組を行った。 

 

・県内商業施設等での飾花展示等の実施 

消費者に多様な県産の花とみどりに触れる機会をつくり、その魅力や生産者の想いなどを

発信しながら、花とみどりへの関心を高めつつ、購買につなげていくため、県内商業施設等で

花とみどりのＰＲ展示や園芸体験教室を実施した。 

9,772 9,733 

8,933 9,071 
9,159 

9,304 
9,100 9,053 
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8,256 

8,401 
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円

全国の１世帯当たりの切り花の年間支出金額の推移
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円
全国の１世帯当たりの園芸植物・園芸用品の

年間支出金額の推移
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  （７）茶  

・ 近年、生産者の高齢化による廃園等により、毎年減少が続いていたものの、令和６年の茶の作

付面積は、前年と同様の２，５９０ｈａとなった。 

・ 令和６年産の荒茶生産量は、５，０２０ｔで、前年比９６％、一番茶価格（煎茶）は、 

１，１０４円/ｋｇで、前年比９４％となった。 

・茶種別の荒茶生産量では、「かぶせ茶」は全国第１位、「煎茶」は第５位の生産量となっている。 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶種別荒茶生産量の概要 

煎茶（令和６年） 

全国計     36,511t  比率 

① 静 岡  15,209t  41.7 

② 鹿児島  14,700t  40.3 

③ 宮 崎   1,838t   5.0 

④ 福 岡  1,141t   3.1 

⑤ 三 重    706t   1.9 
 

かぶせ茶（令和６年） 

全国計      1,928t  比率 

① 三 重   1,138t  59.0 

② 奈 良     230t  11.9 

③ 静 岡     182t   9.4 
 

（資料：全国茶生産団体連合会調査） 

 

（資料：農林水産統計） 
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         栽培面積、荒茶生産量、生葉・荒茶産出額の全国概要 

栽 培 面 積 

（令和６年） 

荒 茶 生 産 量 

（令和６年） 

生葉・荒茶産出額 

（令和５年） 

府  県  名 面積(ha)     比 率 府 県 名 
生産量

(t) 

比率

(%) 
府 県 名 

金額 

(億円) 

比率

(%) 

全  国 35,100 100.0 全  国 73,900 100.0 全  国 730  100.0 

①静 岡 12,800 36.5  ①鹿児島 27,000 36.5 ①静 岡 223 30.5 

②鹿児島 8,150 23.2  ②静 岡 25,800 34.9 ②鹿児島 214 29.3 

③三 重 2,590 7.4 ③三 重 5,020 6.8 ③京 都 76 10.4 

④京 都 1,500 4.3  ④京 都 2,780 3.8 ④三 重 50 6.8 

⑤福 岡 1,480 4.2 ⑤宮 崎 2,640 3.6 ⑤福 岡 35 4.8  

 

 

 

◎令和７年度事業の主な取組 

○ 伊勢茶の知名度向上・消費拡大 

・県内の伊勢茶消費の拡大をめざすため、マイボトルを活用して伊勢茶を楽しむスタイルを提案す

る「伊勢茶マイボトルキャンペーン」を実施した。キャンペーンでは伊勢茶応援団「Ise Cheers

（イセチアーズ）」に参加している５０７団体（令和８年２月末時点）に対しメールマガジンを

配信するなど、キャンペーンの周知と伊勢茶商品のＰＲに取り組んだ。 

 ・伊勢茶の認知度向上を図るため、教育機関と連携し、高校生が考える伊勢茶の楽しみ方のコンテ

スト「第２回Ｉｓｅ Ｃｈａ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ Ａｗａｒｄ」を開催したほか、県内飲食店

１５４店舗で伊勢茶メニューを提供する「飲んで！食べて！もっと、伊勢茶。キャンペーン 2025」

を開催した。 

○ 生産工程の改善に向けた取組 

・伊勢茶産地の活力強化に向けて、産地構造改革プロジェクトの支援を行うとともに、茶生産者と

茶販売事業者が連携して策定する伊勢茶ブランド活力強化プログラムに基づいた煎茶加工ライ

ンの機能改良やかぶせ茶栽培の導入等の取組に対する支援を実施した。 

○ 輸出における販路拡大に向けた取組 

・株式会社エイチ・アイ・エスとの連携により、ドバイにおける現地カウンターパートを中心とし

た伊勢茶の輸出が堅調に推移した。 

・伊勢茶輸出プロジェクトの取組として「ＧＦＰ大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト事業」

を活用し、台湾のバイヤーを伊勢茶産地に招聘して伊勢茶の幅広い魅力をＰＲした。また、効率

的な物流体制の構築に向けた検証を行うとともに、有機栽培茶の産地拡大に向けた現地実証を行

った。 

（資料：農林水産省 ※データの種類によって公表される時期が異なります。） 
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  (8)  畜産  

・ 令和６年の畜産産出額は前年に比べ、乳用牛、肉用牛、豚で増加したものの、鶏で減少したこ

とにより、畜産全体では前年より３９億円少ない５４４億円（農業産出額の４２．０％）とな

った。 

・ 令和６年の畜産物生産者販売単価は前年に比べ、生乳、肉豚において上昇した一方、肉用牛、

鶏卵、肉鶏においては下落した。 

・ 令和７年の一戸あたりの乳用牛・肉用牛の飼養頭数は、前年に比べ増加した。また、県全体の

飼養頭数は、乳用牛で増加したが、肉用牛で減少した。（豚・鶏卵・肉鶏については、2025 年

農林業センサス実施年にあたるため令和７年は調査されていない。） 

 

 

 

 

資料：農林水産省 農林水産統計（農業産出額及び生産農業所得） 

 

 

令和６年価格指数（令和２年＝100） 

( )内は前年の数値 

 

① 鶏卵（Ｍ、１級）――――- 139.2(178.9) 

② 生乳（総合乳価）――――― 117.0(109.9) 

③ 肉用牛（雌肥育和牛）――- 101.9(102.2) 

④ 肉豚（肥育豚） ――――― 118.1(111.2) 

⑤ 肉鶏（ブロイラー）―――- 107.5(109.6) 

資料：農林水産省 農業物価統計（農業物価品目別価格指数） 
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（資料：畜産統計、畜産物流通統計） 
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◎ 令和７年度の主な取組 

 ○ 高品質ブランド和牛生産供給体制の構築 

・松阪牛、伊賀牛などの高品質ブランド和牛の生産供給体制を構築していくため、和

牛受精卵移植技術の活用等により、県内での子牛の安定的な確保に取り組んだ。 

○ 飼料増産と低コスト生産の推進 

・飼料用トウモロコシや飼料用イネの栽培技術の向上に関する調査研究や利用促進を

図るため、有望品種や県奨励品種の選定に取り組んだ。 

・県研究機関において、飼料用トウモロコシの水田での栽培や家畜への給与技術の開

発に取り組むとともに、現地農家における栽培・給与実証を実施した。また、県内

食品事業者や畜産農家へのアンケート結果に基づき、食品製造副産物の飼料利用（エ

コフィード）に向けたマッチングを図り、利活用の拡大や特色ある畜産物の生産を

推進した。 

○ 畜産物価格安定制度の推進 

 ・肉用子牛、肥育牛、肉豚等の各畜種の経営安定対策や配合飼料価格安定対策につい

て、畜産関係団体を通じ周知に取り組み、生産者の制度加入を推進した。 

 ・飼料価格の高止まりが長く続く中、国の配合飼料価格安定制度による補てん金の発

動がないことも踏まえて、県内畜産農家の配合飼料及び粗飼料の購入費に対し、県独

自の補てん金を交付した。 

○ 県産畜産物の海外販路拡大への取組推進 

 ・県産肉牛のさらなる輸出の拡大に向け、フィリピン、オーストラリア、イタリアに

おいて、現地商社や県内で牛肉の輸出に意欲的に取り組む事業者と連携し、高級レ

ストラン等の現地ユーザーに県産ブランド和牛の歴史や他産地の和牛との違いなど

をＰＲする情報発信イベントを開催した。 

○ 資源循環型畜産の推進 

・畜産農家等を対象に、家畜ふん尿の適正処理や堆肥の利用拡大に向けた指導、助言

を行うとともに、悪臭等の苦情に対して、関係機関と連携して対応した。また、堆

肥の利用拡大に向けて必要となる施設整備への支援を行った。 

○ 安全、安心な畜産物の供給 

・農場ＨＡＣＣＰ認証制度等の普及拡大を図り、生産者を支援する人材の育成に取り

組むとともに、先駆的に取り組む生産者へ認証取得に向け支援を行った。 

○ 女性の活躍促進と畜産業への理解醸成 

・畜産現場で活躍する女性グループが行う農業高校での出前授業に参画し、畜産業の

意義や生産者の努力に対する理解醸成を図った。 
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１０ 病害虫防除 

【主要病害虫発生状況及び防除状況等】 

○作物 

・イネでは、５月下旬以降、県南部を中心にいもち病の感染好適条件となる日が複数回確認された

が、水稲巡回ほ場では一部の地域を除いて目立った発生はなかった。 

・予察灯においてアカスジカスミカメ及びアカヒゲホソミドリカスミカメの小型カメムシの誘殺

数が６月中旬以降、平年より多く経過したこと等により、防除所は技術情報第２号(斑点米カメム

シ類)（６月 27日）を発出し、防除対策を呼び掛けた。 

・スクミリンゴガイの発生については地域差が大きく、依然として発生ほ場率の高い地域があり、

直近 10年間では最も高い発生ほ場率となった。技術情報第 16号（12月 24日）を発出し、冬期

の防除対策を呼び掛けた。 

・コムギでは、注意報第１号（４月 22 日）を発出し、生育状況や赤かび病の追加防除について呼

び掛けを行ったところ、２回防除が実施される地域及びほ場が多くなった。収穫直前に一部で発

生が多くなったが、昨年よりは少なく、平年よりやや多い発生に留まった。 

・ダイズでは、チョウ目害虫（ハスモンヨトウ、オオタバコガ等）が昨年に引き続き、７月下旬頃

から増加した。このため、ハスモンヨトウについて、注意報第３号（８月 20日）を発出し、防除

の徹底を呼び掛けた。 

・吸実性カメムシ類については、予察灯において９月中旬からミナミアオカメムシの誘殺数が急増

したため、注意報第５号（９月 22日）を発出し、防除対策を呼び掛けた。 

○果樹 

・かんきつ類では、ミカンハダニの発生量はやや多く推移した。そうか病、かいよう病、黒点病の

発生量は平年並で推移した。 

・カキでは、炭疽病、うどんこ病の発生量は平年並で推移した。 

・ナシでは、黒星病の発生量はやや少なく推移した。 

・ブドウでは、黒とう病、晩腐病の発生量は平年並、べと病は少なく推移した。 

・果樹カメムシ類の発生量は４月以降少なく推移していたが、８月第６半旬以降急増した。そのた

め、技術情報第 10号（９月 10日）、注意報第４号（９月 19日）を発出し、防除対策を呼び掛け

た。また、越冬量が多いため技術情報第 17号（２月６日）を発出し、注意喚起を行った。 

○茶 

・病害は、炭疽病・輪斑病の発生はあったが、平年並かやや少なく推移した。 

・カンザワハダニの発生量は少なく推移した。クワシロカイガラムシの発生量はやや少なく推移し

たが、適期防除を呼び掛けるため、技術情報第３号（７月２日）を発出した。チャノミドリヒメ

ヨコバイの発生量は概ね平年並みで推移した。チャノキイロアザミウマの発生量は９月から 10月

にやや多く推移した。チャノコカクモンハマキ、チャハマキ及びチャノホソガの発生量は、平年

並かやや少なく推移した。 
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○野菜 

・野菜類のチョウ目害虫のフェロモントラップ誘殺数は、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、

オオタバコガのいずれの種も平年より多かった。そのため、ハスモンヨトウについては技術情報

第 12 号（９月 26 日）及び注意報第３号（８月 20 日）を、シロイチモジヨトウについては技術

情報第７号（８月 14 日）及び技術情報第 11 号（９月 12 日）を、オオタバコガについては技術

情報第４号（７月２日）を、前述のチョウ目害虫３種については技術情報第 14号（10月 17日）

を発出し、防除対策を呼び掛けた。 

・トマトでは、年度後半にコナジラミ類の発生量が増え、コナジラミ類が多発したほ場では、黄化

葉巻病及び黄化病の発生が確認された。また、トマトキバガについては、県内各地でフェロモン

トラップの誘殺及びトマトほ場への被害が発生したことから、技術情報第 15号（10月 17日）を

発出し、注意喚起を行った。 

・キャベツでは、生育期にチョウ目害虫の食害が多く発生した。また、はくさいでは、軟腐病が一

部のほ場で確認された。 

・ネギでは、夏期から秋期のシロイチモジヨトウの被害が多く発生した。また、夏期のネギアザミ

ウマの被害が多かったため、技術情報第８号（８月 14日）を発出し、注意喚起を行った。 

・イチゴでは、育苗期の炭疽病が多く発生した。また、定植後は、一部のほ場でハダニ類及びアブ

ラムシ類の発生が多いほ場が確認された。 

○特殊報の発出 

・本県の農地で初めて発生が確認されたクビアカツヤカミキリ、クロテンコナカイガラムシ、キュ

ウリ退緑黄化病について、特殊報第１号（６月 26日）、特殊報第２号（９月 25日）、特殊報第３

号（２月 12日）を発出した。 

◎令和７年度の主な取組 

○植物防疫技術研修会の開催 

令和８年２月５日に「令和７年度植物防疫技術研修会」を開催した。県内の市町やＪＡの担当者、

広域病害虫防除員、農業関連会社の担当者のほか、県職員などが参加した。 

１）「令和７年度に問題となった病害虫雑草」（報告）（病害虫防除所） 

２）「外来生物法について」（講演）（環境省中部地方環境事務所） 

３）「クビアカツヤカミキリの防除」（講演）（一般社団法人 日本樹木医会三重県支部） 

４）「三重県におけるオオバナミズキンバイを中心とした特定外来生物の水田への侵入状況とリ

ンズコア TM による防除の可能性」（講演）（コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社） 
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１１ 生産基盤整備 

県民に安全で安心な食料を安定的に供給できる持続的な農業を実現するとともに、水源のか

ん養などの多面的機能を安定的に発揮させるためには、創意工夫を生かした多様な農業経営の

確立、農地、農業用水などの資源の確保が必要なことから、農業農村整備事業を計画的に推進

する。 

・高度な水利機能の確保 

効率的かつ安定的な農業経営を実現するためには、担い手への農地集積・集約化による生

産コストの削減や高収益作物への転換等を促進する必要があることから、スマート農業を

より一層推進する農地の大区画化や農業用水路のパイプライン化等の生産基盤の整備を

進めている。 

・農業用施設の長寿命化 

食料生産に不可欠なインフラである基幹水利施設については、頭首工、農業用用排水路及

び用排水機場などの整備を実施してきた。これらの施設については、半数以上が標準耐用

年数を経過しており、老朽化により用排水系統の円滑な運用に支障をきたす恐れがあるこ

とから、機能診断に基づく補修、補強及び更新による施設の長寿命化を進めている。 

・安全・安心な農村づくり 

南海トラフ地震や激甚化・頻発化する豪雨などの自然災害に備えて、農村地域の農地・農

業用施設はもとより人命や財産を守るため、農業用ため池については豪雨対策や耐震化な

ど、堤体の老朽度等を踏まえつつ、下流域の住宅や公共施設等の有無などの状況も考慮し、

総合的な判断の上で計画的に改修を進めている。 

排水機場については、機能診断調査・耐震診断調査を順次行い、適切な運転が行えるよう、

老朽化した施設の長寿命化や耐震化を計画的に進めている。 

・維持管理の適正化と多面的機能の維持･発揮（多面的機能支払） 

農業・農村の有する、国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能の維持･

発揮に向け、農地、農業用水路、農道等の地域資源の維持･保全活動や地域環境の保全活動

等の取組を支援する「多面的機能支払」を推進してきたところ、令和７年度末時点の取組

状況は、活動組織数が昨年度より１２増の８０１組織、面積が２５４ｈａ増の３０，８０

７ｈａとなった。引き続き、取組の拡大及び質的向上を図る。 
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◎ 令和７年度事業種別実施状況（地区数） 

    事 業 種 類 新規 継続 完了   計 

高 

度機 

な能 

水の 

利確

保 

高度水利機能確保基盤整備 ２ １１ ０ １３ 

県営かんがい排水 １ ０ ０ １ 

計 ３ １１ ０ １４ 

農  

業 

用 

施長 

設寿 

の命 

 化 

基幹農業水利施設ストックマネジ

メント 
６ １１ １ １８ 

安 

全 

・ 

安 

心 

な 

農 

村 

づ 

く 

り 

農村地域排水対策 ４ ２３ ０ ２７ 

県営ため池等整備 ３ ２７ ３ ３３ 

団体営ため池等整備 ０ ０ ３ ３ 

地すべり対策 ０ １ ０ １ 

海 岸 保 全 ０ ２ ０ ２ 

農業施設アスベスト対策 ０ １ ０ １ 

県単農村地域防災減災 

（海岸保全施設・排水機場） 
２ ３ ２ ７ 

計 ９ ５７ ８ ７４ 

 

◎ 多面的機能支払取組状況（令和７年度末時点） 

 活動組織数 ８０１組織 

16,689 
17,007 

24,355 
26,321

27,177 27,785
28,367 28,880 29,207 29,576 29,999 30,268 30,553 30,807 

315 317

546

627 659
688

711 731 745 755 769 781 789 801

0
100
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400
500
600
700
800
900

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

組織ha

［多面的機能支払(農地･水･環境保全向上対策)］

活動対象面積
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１２ 農産物の流通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記については、実数を使用しているため、下記グラフの値とは異なります。 

 

県内地方卸売市場における青果物・畜産物取扱状況の推移 
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［青果物取扱金額］
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66 64 59 56 50 
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［青果物取扱数量］ 果実

野菜

（資料：農産物安全・流通課） 

 

6,833 7,238 7,509 7,493 7,437 7,852 

4,053 4,313 4,242 4,585 4,627 
5,243 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

［食肉卸売市場

の取引状況］
取扱量(t)

取扱金額(百万円)

 

22.0 22.1 21.9 
23.0 

22.0 22.8 

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

［県内卸売市場における

青果物県内産比率］

・県内地方卸売市場の青果物の令和６年取扱実績は、取扱数量で約６４，０００ｔ、取扱金

額で約１９９億円となった。 

・主な青果物における取扱量の多いものは、以下のとおりとなっている。 

野菜：①キャベツ ②たまねぎ ③だいこん ④はくさい ⑤トマト 

果実：①みかん ②バナナ ③すいか ④りんご ⑤ぶどう 

  「主要青果物における県内産比率」 

野菜：①トマト（７１％）②ねぎ（５８％）③はくさい（４４％）④キャベツ（３２％） 

果実：①いちご（９６％）②かき（６２％）③なし（５４％）④みかん（４３％ ） 

・県内における令和６年度の食肉地方卸売市場取引実績は、前年度より取扱量が５．６％

の増加、取扱金額は１３．３％の増加となった。 

 

408 407 420 
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[円／kg] [％] 
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総合農協数の推移
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農事組合法人数の推移

畜産 果樹 野菜 工芸 普通作 その他 複合

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Ｒ２

Ｒ３

Ｒ４

Ｒ５

Ｒ６

Ｒ７

専門農協数の推移（出資・非出資）

酪農（出） 園芸（出） 開拓（出）

１３ 農業団体 

 （１） 農業団体の動き 

・県内の総合農協では、持続可能な経営基盤の確立・強化に向け、合併などの組織整備が進め

られている。平成２５年に４団体、平成３０年に２団体、平成３１年に３団体、令和３年に

３団体が合併し、令和８年１月末現在７組合となっている。 

・専門農協は、令和３年３月の県酪農協の設立に伴う解散、令和６年１１月の開拓農協の解散

により、令和８年１月末現在５組合となっている。 

・農事組合法人は、新規で 1法人設立されたが、廃業に伴う解散や一般社団法人への組織変更

により、令和８年１月末現在１５１法人（対前年度９法人減）となっている。 

・農業共済事業を行う組合は、平成２９年４月の組織整備により、県内１組合となっている。 
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（２）農業協同組合の主要事業（総合農協） 

・信用事業：令和６年度の貯金残高は、対前年比１００．３％の２兆７，４５７億円となった。

貸出金残高は昨年度に引き続き漸増傾向で、令和６年度は対前年比１０８．０％

の５，７０９億円となった。 

・共済事業：長期共済保有高は、平成１０年度以降一貫して減少しており、令和６年度は対前

年比９６．７％の４兆６，６８０億円となった。 

・購買事業：購買品取扱高は漸減傾向で推移しており、令和６年度は対前年比１０１．４％の

２９８億円となった。 

・販売事業：販売品取扱高は令和３年度以降、増加傾向で推移しており、令和６年度は対前年

比１０２．１％の３４３億円となった。 

・当期利益等：令和６年度は、経常利益は前年に対して約７．５億円減の６６．０億円、税引前

当期利益は前年に対して約２．８億円減の６０．６億円、当期剰余金は前年に対

して約０．３億円減の４６．４億円となった。 

※ 上記については、実数を使用しているため、下記グラフの値とは異なります。 
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（資料：農産物安全・流通課） ※ 上記グラフは買取販売を除いています。 
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兆円 長期共済保有高の推移
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 （３）農業保険（農業共済・収入保険）の主な概要 

     

     

    

（資料：農産物安全・流通課） 
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園芸施設共済事業の推移

支払共済金 金額被害率
%百万円

令和６年度は、農業共済制度（水稲、麦、大豆、果樹、家畜、園芸施設）の支払共済金は、全事業 

合わせて８億２，５９０万円で、前年から８，５０５万円増加した。 

・農 作 物：水稲の支払共済金は、山間部での獣害、８月下旬から９月上旬の大雨による倒伏、それに

伴う穂発芽、腐敗の発生等により、３，１２８万円（金額被害率０．３％）となった。    

また、麦の支払共済金は、出穂期から登熟期の多雨による土壌湿潤害、穂揃期からの長雨

による赤かび病の発生により、１億２，００５万円（金額被害率２４．８％）となった。 

・畑 作 物：大豆の支払共済金は、７月下旬からの干ばつによる干害、８月の台風１０号の接近による

土壌湿潤害や獣害及び虫害が発生し、３，０３７万円（金額被害率４３．３％）となった。 

・果 樹：夏場の猛暑による日焼け果の発生やチャバネアオカメムシの吸汁による腐敗、落果などに

より、支払共済金は１８０万円（金額被害率３．６％）となった。 

・家 畜：家畜共済全体の支払共済金は、６億３，４０４万円（金額被害率２．３%）となった。     

内訳は乳用牛の支払共済金１億９，３７１万円（金額被害率９．１％）、肉用牛の支払共済

金４億４，０２２万円（金額被害率１．７％）、豚の支払共済金１１万円（金額被害率   

０．６％）となっている。 

・園芸施設：８月の台風第１０号並びに低気圧の通過に伴う強風や突風の被害により、支払共済金は  

８３６万円（金額被害率０．１％）となった。  

・収入保険：令和６年度に加入手続きをした加入者は、個人１，２１６経営体及び法人２４４経営体の

合計１，４７０経営体となっている。 
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 １４ 農業制度資金 

・令和６年度の農業経営近代化資金の利子補給承認件数は１２６件、その利子補給承認額は

１３億４，３１４万円で、金額ベースで前年比約６４％と減少した。そのうち、令和６年度

資材価格等高騰対策に係る件数は１２件、利子補給承認額は３億８，９７２万円で、金額べ

ースで全体の約２９％を占めた。 

・日本政策金融公庫資金のうち、農業資金の令和６年度の貸付実績は１０９件、 

３９億３，１００万円で、金額ベースで前年比約１４７％となった。また、このうち農業経

営基盤強化資金（スーパーＬ資金）は５１件、３３億２００万円で、金額ベースで前年比約

１４９％となった。 

 

 

（資料：農産物安全・流通課） 

 

 

 

（資料：農産物安全・流通課） 
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農業資金貸付額 農業資金貸付件数
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(百万円) 
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１５ 技術開発の推進 

○青色防風ネットで樹全体を覆うことで省力的に日焼け被害を低減する技術 

 夏季における気温上昇が極早生ウンシュウミカンに日焼け被害を引き起こし問題となっている。

気温が 35℃以上になると被害発生リスクが高まり、外観だけでなく、果肉にも影響し、商品価値を

大きく低下させる。従来は、対策として果実表面を温度を下げる炭酸カルシウム剤散布が行われて

きたものの、散布作業への負担が大きいことや、果実が汚れるなど問題も多く、省力的に作業でき、

効果が高い対策技術が求められていた。そこで、青色防風ネットで樹全体を覆い、遮光することで

被害を低減する技術を開発した。 

 本技術は、梅雨明けから９月までの期間、樹全体を目合いの大きさ 4mm 目以下の青色防風ネット   

で覆って遮光するもので、遮光しても収量や品質への悪影響は認められなかった。資材費は炭酸カ

ルシウム剤散布と同程度であるが、被害軽減効果は高く、作業も容易であり、生産者も取り組みや

すい。令和７年度からは、農業改良普及センターやＪＡを通じて、本技術の生産者への普及を進め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○プラスチック含有量を最大 40％以上削減したコシヒカリ用基肥一発型肥料 

水稲を省力栽培するのに用いる基肥一発型肥料は、肥料成分がプラスチック被膜殻で覆われてお

り、生育段階ごとに必要な肥料成分を徐々に溶出させることで追肥作業を省力化することができる。

一方、プラスチック被膜殻が河川や海洋に流出することで生態系に影響を及ぼすことが懸念されて

おり、環境負荷を軽減するため、プラスチック量の低減が求められている。そこで、コシヒカリ栽

培に用いることができる、プラスチック量を削減した基肥一発型肥料を肥料メーカーやＪＡと連携

し、開発した。 

開発した基肥一発型肥料はプラスチック量が最大 40％削減されているものの、従来肥料と同様に

肥料成分を溶出させることができ、従来肥料を用いた場合と同程度の米品質、収量を得ることがで

きる。 

開発した肥料は県内ＪＡを通じて販売が開始されており、令和８年産の水稲栽培から使用されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青色防風ネットを用いた被覆 

日焼け被害（極早生ウンシュウミカン） 

 

プラスチック含有量を削減した新規肥料 
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〇糞粒度調査を活用した乳牛栄養状態の把握 

乳牛がどのような栄養状態や飼料摂取状況にあるかを把握するには血液検査やルーメ

ンフィルスコアを測定するなど、高度な技術や手間・コストを必要とし、酪農生産者が実

施するのは難しいため、容易に把握でき飼養管理に活用できる指標が必要とされている。 

糞粒度は、乳牛から採取した糞を専用器具でふるい分け、計量することで容易に算出が

できる指標であり、近年では、飼料消化性を評価するために現場での利用が進んでいる。

そこで、糞粒度と栄養状態との関係性に着目し、飼料摂取量や生乳生産量等の把握に活用

できることを明らかにした。 

令和８年度以降は、本結果を酪農生産者団体へ情報提供するとともに、現地実証を進め、

生産現場での活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 乳牛からの糞採取 糞粒度調査の様子 
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１６ 農村環境の整備 

・農村は食料供給や生活の場であるとともに、農業生産を通じた国土や自然環境の保全等の重要な

機能を担っているが、兼業化、高齢化等が進行する中、生産基盤や生活環境の整備の立ち遅れが

問題となっている。 

・このため、農業の近代化の推進とともに生活関連道路、集落排水施設等の生活環境の整備を図り、

快適な農村づくりに努めている。 

・主な事業は以下のとおり。 

「農道整備事業」 

農村における農道網を整備し、農村住民や農村を訪れる都市住民の利便性を高めるととも

に、地震等災害時の避難路の確保を図り農村での安全対策を強化する。 

 「農業集落排水事業」 

農村地域における資源循環の促進を図りつつ、農業用用排水施設の水質保全及び機能維持、

農村環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水施設を

整備してきた。 

これらの施設については、供用開始後２０年を経過する施設も多く、老朽化により汚水処理

能力の低下など円滑な運用の支障となっていることから、施設の改築や更新整備により施設

の長寿命化を図るとともに、人口減少により施設の適切な運営管理が困難となる状況をふま

え、施設の維持管理の効率化や集約化に向けた再編整備に取り組んでいる。 

 「農村振興総合整備事業」 

農村の総合的な振興を図るため、地域が自ら設定する個性ある農村振興の目標の達成が図ら

れるよう地域住民参加のもと、地域の多様なニーズに応じた生産基盤と農村生活環境の整備

を総合的に実施する。 

 

 

◎事業種別実施地区数                     （令和７年度末見込み） 

事 業 種 別 新 規 継 続 完 了 計 

農 道 整 備 事 業 ０ ２ ０ ２ 

農業集落排水事業 １ ５ ０ ６ 

農村振興総合整備事業 ０ １ ０ １ 

計 １ ８ ０ ９ 
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１７ 中山間地域の活性化 

・本県の中山間地域（農林水産統計の農業地域類型区分の中間及び山間農業地域である市町）は、総面

積で７２％、経営耕地面積で２５％を占めているが、基幹産業である農林業の低迷や魅力ある就業機

会の不足、生活環境整備の立ち遅れ等により、過疎・高齢化が進行している。 

・ このような状況をふまえ、地域の特性に応じた生産基盤及び生活環境を総合的に整備するため「中

山間地域総合整備事業」を実施するとともに、中山間地域の農業が有する多面的機能の確保や、営

農の継続で耕作放棄地の発生を未然に防止する「中山間地域等直接支払事業」、地域の農地等の資源

保全や環境創造を進める「ふるさと水と土保全対策事業」に取り組んでいる。 

・ また、農山漁村地域での就業機会の創出や収入の安定確保のため、地域資源を活用した新しいビジ

ネスの創出など、地域の自立・発展を支援する「地域資源活用型ビジネス展開事業」や、三重なら

ではの地域資源を活用した「食」・「泊」・「体験」を堪能できる「農泊」の推進に取り組んでいる。 

 

 

○ 中山間地域総合整備事業 

地 区 名 令和６年度の主な事業 令和７年度の主な事業 

県 

 

営 

紀宝中部 2期 

(H29～R12) 

農業用用排水１式、集落道整備１式、

測量設計１式 

農業用用排水１式、集落道整備１式

、測量設計１式 

熊野(R1～R9) 
農業用用排水１式、農道整備１式、測

量試験１式 

農業用用排水１式、集落道整備１式

、測量試験１式 

多気・大台 

(H30～R8) 

農業用用排水１式、農道整備１式、 

測量設計 1式 

農業用用排水１式、農道整備１式、

測量設計１式 

紀北 2期 

(R2～R8) 

農業用用排水１式、農道整備１式、測

量設計１式 
農業用用排水１式 

御浜西部 2期 

(R4～R11) 

農業用用排水１式、農業集落排水施設

１式、測量設計１式 

農業用用排水１式、農地造成工1式、

測量設計１式 

御浜(R5～R12) 測量設計１式、農業用用排水１式 農業用用排水１式、測量設計１式 

 

 

○ 中山間地域等直接支払事業 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

協定締結面積 2,093ha 2,161ha 2,190ha 2,192ha 2,079ha 

協定参加集落数 227集落 229集落 234集落 235集落 225集落 

    ※協定とは、中山間地域等直接支払交付金に係る集落協定及び個別協定のこと。 

 

 

○ 地域資源活用型ビジネス展開事業 

＜人材育成事業＞ 

交流アドバイザー派遣、農山漁村起業者養成講座開催 

 

＜情報発信事業＞ 

三重の里いなか旅のススメ２０２５配布、ＷＥＢ版三重の里いなか旅のススメの管理、 

三重の里ファン倶楽部メールマガジン発信、イベント等でのＰＲ出展、等 
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○ 農泊の推進 

「農泊」とは、日本ならではの伝統的な生活体験や農山漁村地域の人々との交流を楽しむ 

農山漁村滞在型旅行のことを言い、令和７年３月末時点で全国６７３地域が指定されている。 

 

県内の農泊採択地域 

 
H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R２ 

年度 

R３ 

年度 

R４ 

年度 

R５ 

年度 

Ｒ６ 

年度 

Ｒ７ 

年度 
合計 

採択 

地域 
４地域 ５地域 ５地域 ２地域 ０地域 ２地域 １地域 １地域 ２地域 22地域 

 

 

 

○ 農林漁業体験民宿の開業促進 

農山漁村に宿泊し、農林漁業を体験できる農林漁業体験民宿は、田舎暮らしに関心の高い層や教

育旅行の受入のほか、近年、訪日外国人旅行者の利用もあり、訪問者と地域住民との交流や、農山

漁村地域全体の経済波及効果が期待される。さらに、平成２８年度からは農林漁業者以外の者も個

人に限り開業が認められる規制緩和が行われたことから、より注目が高まっている。 

県では、農林漁業体験民宿の開業を促進するための開業の手引き（第 10版）を作成し、ホームペ

ージで公開するなど、開業を考えている方や興味のある方へ開業支援を行っている。なお、県内の

農林漁業体験民宿は、９７件（令和８年３月末時点）が営業している。 

 

農林漁業体験民宿の許可件数 

許

可 

年

度 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R1 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 

R7年度 

（R8.3月 

末時点） 

許

可 

件

数 

4件 10件 11件 13 件 12件 5件 6件 4件 2件 ７件 

 

４件 

※H26年度以前：34件、これまでの廃業件数：15件 
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１８ 獣害対策 

 

◎令和６年度農林水産業被害金額                             単位：千円 

獣 種 イノシシ ニホンジカ ニホンザル その他鳥獣類 合 計 

被害金額 78,536 185,827 63,584 76,280 404,227 

 

 ◎令和６年度捕獲頭数                         単位：頭 

獣種 イノシシ ニホンジカ ニホンザル 
合計 

区分 狩猟 被害防止等 計 狩猟 被害防止等 計 被害防止 

捕獲数 1,357 8,567 9,924 3,701 18,411 22,112 1,546 33,582 

 

◎鳥獣被害防止特別措置法に基づく市町被害防止計画の策定状況（令和８年３月時点） 

桑 名 市     いなべ市     四日市市     鈴 鹿 市     亀 山 市     菰 野 町 

津    市   松 阪 市   多 気 町    明 和 町    大 台 町   伊 勢 市 

鳥 羽 市    志 摩 市    玉 城 町    度 会 町     大 紀 町     南伊勢町 

伊 賀 市     名 張 市     尾 鷲 市   紀 北 町   熊 野 市   御 浜 町 

紀 宝 町   以上、25 市町 

 

◎獣害につよい集落づくり事例 

  〇伊勢市横輪町サル対策有志グループ（伊勢市） 

・町内外の多様なメンバーと連携し、人口減少下において獣害対策を継続して実施

できる体制を整え、サルの被害を 1/3以下にまで減少させた。 

・グループの中で狩猟免許を持っていなかった若手らが狩猟免許を取得するなど鳥

獣被害対策活動の担い手の育成が行われている。 

・大型檻による捕獲等に向け、有志グループや県、市などの関係機関が役割分担を

明確化し、必要な対策を実施した。 

 ※令和７年度「獣害につよい集落」等優良活動表彰 知事表彰団体 

 

・令和６年度の本県の野生鳥獣による農林水産業の被害金額は約４億４００万円と、  

ピークであった平成２３年度の約８億２，１００万円に対して約４９％まで減少した。 

・県としては、更なる被害の減少に向けて、市町等と連携し、侵入防止柵の整備や有害

鳥獣の捕獲などの「被害対策」、生息数調査や広域での捕獲などの「生息管理」、獣害

対策を担う人材育成等の「体制づくり」、未利用資源としての活用を進める「獣肉等の

利活用」を４本の柱として総合的に取り組んでいる。 

・「鳥獣被害防止特別措置法」(平成２０年２月施行)に基づき、２５市町で「被害防止計

画」が策定されており、「鳥獣被害防止総合対策事業」（国交付金）を活用した侵入防止

柵の整備、集落ぐるみでの追い払い活動、有害鳥獣の捕獲等の取組が実施されている。 
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１９ ツキノワグマ対策 

・令和７年度の本県のツキノワグマ（以下「クマ」という。）の出没件数は、昨年度に次いで多い

９６件を記録するなど、多くの出没が続いている。（令和８年３月１１日現在） 

・県としては、被害防止に向けた情報発信や三重県ツキノワグマ出没注意報等（クマアラート）の

発表、出没時における緊急銃猟等の対応訓練の実施など、人身被害の防止に向けた対策を進めて

いる。 

 

○三重県におけるツキノワグマ出没件数の推移 

（年度別出没件数）※令和８年３月１１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ツキノワグマ出没情報マップなど、被害防止に向けた情報発信 

・県に寄せられたクマの目撃情報等があった位置などについて、令和６年６月に掲載を開始したツ

キノワグマ出没情報マップ（県ホームページ内の Mie Click Maps）に加えて、出没場所に近づ

いたときに通知を受けることができるスマートフォン向けアプリ「けものおと２」の運用を令和

７年１１月１３日から開始し、情報を随時更新している。 

  ・クマに関する情報を記載したチラシを市町や観光協会、山岳・スポーツクライミング連盟、森林

組合などに配布し、注意を呼び掛けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出没情報マップ）       （けものおと２アプリ）    （注意喚起チラシ） 

アラート通知画面 
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○三重県ツキノワグマ出没注意報等（クマアラート）の発表 

・クマの出没件数の増加や人身被害の発生状況に応じて、県民により注意を促すための「クマアラー

ト」を令和６年８月９日に導入した。 

 ・クマアラートは、注意報と警報の２種類で構成しており、注意報は主に出没件数を、警報は人身被

害の発生を基準として、それぞれ発表する。注意報の発表エリアは、県を７つの区域（農林水産事

務所管内）に分けて、各区域単位で発表し、警報の発表エリアは、市町単位で発表する。 

・注意報発表区域では、ホームページや防災行政無線等での注意喚起の実施、登山道や熊野古道、観

光施設における注意看板の掲示等による情報発信を実施しているほか、新たに登山関係者・ガイド

等を対象に、クマの生態や被害を防ぐための知識等に関する研修会を開催する。 

・警報発表区域では、市町や猟友会と連携し、人身被害の発生場所周辺での重点的なパトロールを実

施するとともに、警告表示を行い十分な安全対策を呼び掛けるほか、ホームページに加えＳＮＳを

活用した注意喚起を実施する。また、出没状況に応じて、クマ専用捕獲檻を市町に貸し出し、被害

防止のための捕獲（駆除）を実施する。 

 

〇鳥獣保護管理員によるパトロール 

・県内で任命している鳥獣保護管理員により、出没地域の重点的な見回りやクマの嫌がる活動（花火

を鳴らす）を定期的に行うなど、パトロールを県内全域において実施している。 

 

○ツキノワグマ出没時の緊急銃猟を想定した対応訓練の実施 

 ・鳥獣保護管理法の一部改正により、令和７年９月から、一定の条件下において市町長の判断で市街

地での銃器による緊急銃猟が可能となったことを踏まえ、７農林（水産）事務所で緊急銃猟を想定

した対応訓練を実施した。 

 

（令和７年度の取組状況） 

 

 

８月 26日 尾鷲管内 ９月 26日 伊勢管内 10月16日 松阪管内 

10月 28日 津管内 11月13日 熊野管内 11月25日 伊賀管内 

11月 27日 四日市管内     
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２０ 家畜伝染病対策 

◎豚熱対策 

平成３０年９月に、国内では２６年ぶりに発生が確認された豚熱は、飼養豚へのワクチン接種を

継続しているものの、ワクチン接種農場でも発生が見られており、令和８年３月６日時点で、飼養

豚での陽性事例は１都２３県１０１事例まで拡大している。また、豚熱感染の拡大に大きな影響を

及ぼす野生いのししの豚熱陽性事例は九州まで拡大し、全国４２都府県まで広がった。 

本県では、令和元年７月にいなべ市の養豚農場において初めて豚熱を確認した後、令和２年１２

月には伊賀市、令和３年４月には津市で、いずれもワクチン接種農場で発生した。また、野生いの

ししの豚熱陽性事例も、令和８年３月４日時点で１，４５９事例となり、県内全ての地域で確認し

ている。 

こうした状況に鑑み、県では、発生とまん延防止に向け、「農場を守る対策」と「野生いのしし

対策」の２本柱で取組を進めている。 

 

（１）農場を守る対策 

   ①飼養豚への継続的な予防的ワクチンの接種 

・飼養豚への予防的ワクチン接種を継続するとともに、ワクチン接種豚の免疫付与状況を確

認するための抗体検査を実施した。検査の結果、免疫付与が十分でない場合は、ワクチン

の追加接種を実施した。 

・なお、令和５年６月から、農場従業員（飼養衛生管理者）によるワクチン接種が開始され

たことから、適切なワクチン接種が継続されるよう、家畜保健衛生所が接種適期などの指

導を行った。 

   ②養豚農場における飼養衛生管理の強化への支援・指導 

    ・豚熱をはじめとする家畜伝染病の発生とまん延防止を図る必要があることから、生産者に 

おける飼養衛生管理基準の遵守・徹底など、防疫対策の強化を支援、指導した。 

   ③豚熱防疫研修会の開催 

    ・豚熱に関して著名な大学教授を本県に招いて、当該疾病に対する知識と予防対策について

養豚農家や関係者を対象とした研修会を開催した。 

   ④豚熱ウイルス侵入防止対策の強化 

    ・現在も継続的に豚熱陽性の野生いのししが捕獲されていることから、農場内や豚舎内への 

     豚熱ウイルスの侵入を防止するため、消毒機器等の感染防止対策への支援事業を展開した。 

   ⑤制度改正の要望 

・国に対して、効果的なワクチン接種体制の確立を求めるとともに、ワクチン接種農場にお

いて、豚熱が発生した際の殺処分のあり方の見直し等、豚熱対策に係る制度改正を要望し

た。 

   

（２）野生いのしし対策 

   ①経口ワクチンの散布 

・昨年度に引き続き、野生いのししへ豚熱に対する抗体を付与し、感染拡大を防ぐため、国

の方針に基づき、県内１７市町において経口ワクチン散布を実施した。 

＊実施時期：令和７年７月、９月、令和８年１月（延べ１，１７３箇所） 

＊実施市町：いなべ市、菰野町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市、 
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津市、松阪市、多気町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、大紀町、 

南伊勢町、御浜町 

②調査捕獲の実施 

・野生いのししの豚熱感染状況を把握するための調査捕獲については、令和３年４月から対

象エリアを県内全域に拡大して継続実施している。 

※令和７年度の検査数３，８９４件（累計２３，９８９件）（令和８年３月４日時点） 

・県全域での調査捕獲により、野生いのししのサーベイランスを実施し、陽性が確認された

際には、周辺の養豚農場へ情報を周知することで、さらなる対策強化につなげている。 

   ③捕獲の強化 

・猟師等に対し感染拡大防止のための防疫対策の周知・徹底を行ったうえで、県内全域にお

いて、通年で調査捕獲を実施し、県主体の指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲を進めるな

ど、県内全域で年間を通じて野生いのししの捕獲強化を図った。 

 

◎高病原性鳥インフルエンザ対策 

高病原性鳥インフルエンザへの備えとして、県関係機関が参加する図上訓練（１１月）や防疫研

修会（７月）において、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の対策に関する情報共有を図るととも

に、初動防疫体制の構築に取り組んだ。また、全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが

高まる中、令和８年１月に県内の養鶏農場において高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された。

本県独自の発生防止対策として、県内養鶏農家に対し令和７年１２月２８日から令和８年３月３１

日まで緊急消毒命令を発出し、県内養鶏農家に対し消石灰の無償配付を行うとともに、県内の養鶏

農場に対する飼養衛生管理基準の遵守徹底に向け各家畜保健衛生所による指導を実施した。 

 

（１）研修会等 

①県内において、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、迅速かつ的確に防疫措置や情報

提供等の対応ができるよう、本庁対策本部各班の対応や作業手順の確認を行うとともに、組

織力の向上を図った。 

  開催日：令和７年１１月１７日 参加人数：５０人 

②豚熱や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病における発生状況等の疾病情報や、万が一

管内農場で発生した場合の防疫措置に係る地域対策本部の対応、作業手順の確認を行う研修

会を県内各地域で実施した。 

  開催回数：２９回 

③高病原性鳥インフルエンザに関して著名な大学教授を本県に招いて、当該疾病に対する知識

や予防対策について、養鶏農家や関係者を対象とした研修会を開催した。 

 

（２）農場指導等 

①各家畜保健衛生所による定期巡回指導時の飼養衛生管理状況調査と改善指導の実施。 

②他県での高病原性鳥インフルエンザ発生時における、農家への情報提供と飼養衛生管理基準

の遵守・徹底、早期発見・早期通報の徹底指導。 

③県内養鶏農家に対して、家畜伝染病予防法第９条に基づく緊急消毒命令の発出。 

期間：令和７年１２月２８日～令和８年３月３１日 

④県内養鶏農家(１１９農場)への消毒資材として消石灰の無償配付。 
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 配付回数：１回（令和８年１月１３日から２９日） 

 

（３）発生農場における防疫措置 

令和８年１月に、県内の養鶏農場において本県で３例目となる高病原性鳥インフルエンザの発

生が確認された。このため、国、地元自治体、関係機関及び協力団体などと連携し、迅速かつ的

確に防疫措置を完了した。 

※令和８年１月に高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された養鶏農場における防疫措置の概要 

防 疫 措 置：令和８年１月１３日～令和８年１月１５日 

殺処分羽数：２３，４８１羽 

延べ作業人員：計８７０名 

 

 

 

 

 

 

◎家畜防疫衛生の推進 

（１）疾病の予察及びまん延防止の対策                                  

 「家畜伝染病予防事業」において、疾病の予察及びまん延防止のため、農家巡回指導や法に基づく

各種検査を実施した。特に、高病原性鳥インフルエンザ対策として、県内の養鶏農場の内、１５農場

における定点調査や、県内１４農場における強化調査（１０～１２月）、鶏１００羽以上を飼育する

全ての農場への立入検査を実施し、早期発見に努めた。 

高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱の発生に備え、令和８年１月２７日時点において、本庁並びに

県内８地区で防疫演習を延べ２９回開催するとともに、高病原性鳥インフルエンザ対策対応マニュア

ル及び豚熱対策対応マニュアルを円滑に機能させるための会議や研修、講演会を開催した。また、万

一の発生に備え、養鶏農家及び養豚農家から防疫に係る情報を収集し、農場カルテを最新情報に更新

するとともに精度向上を図った。 

野生いのししにおけるアフリカ豚熱の万が一の発生に備え、具体的に必要と考えられる防疫措置に

ついて演習を行い、関係機関の担当との意見交換を行った。 

 ＢＳＥ対策として、平成１５年４月１日から２４ヶ月齢以上、平成２７年４月１日から４８ヶ月齢

以上、平成３１年４月１日から９６か月齢以上の死亡牛全頭のＢＳＥ検査を行ってきた。令和６年４

月１日からは、月齢に関係なく、特定症状や起立不能などＢＳＥを疑う症状のあった牛のみについて

検査を実施した。令和７年１２月末までの累計９，０５０頭の結果は、全頭陰性であった。 

項 目 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

（１２月末） 

備 考 

牛の臨床検査数 ４６，２１３頭 ４１,１７５頭 ２３,６６５頭  

豚の臨床検査数 １１２，０８０頭 １３１，４６１頭 ８１,１４９頭  

鶏の臨床検査数 ７９５，９０９羽 ７０８,８６０羽 ５９０,５００羽  

ＢＳＥ検査頭数 ３０頭 ２頭 １頭 全頭陰性 

（資料：家畜防疫対策課） 

（２）協定の締結 

 発生農場において殺処分等の防疫措置を委託できる業者との間で、迅速・確実な業務委託のための

基本協定を締結した。 

獣医師 31 名（県 31 名） 

県職員 484 名 

市職員 24 名、団体職員 12 名、民間業者 319 名 
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２１ 環境に配慮した農業の推進 

 

 三重県では、平成２４年３月に「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画」を策

定し、農業及び農村の活性化に関する施策を総合的かつ計画的に推進している。令和７年 10 月に

「三重県食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する条例」が公布・施行されたことに伴い、計

画期間を令和８年度～令和１７年度とする新たな基本計画を策定し、農産物の生産・流通における

安全・安心の確保に向けて、産地における地力の維持増進やＩＰＭ（総合的病害虫管理）など環境

に配慮した生産方式の導入を促進している。 

 また、平成１４年度に立ち上げた県独自の制度である「人と自然にやさしいみえの安心食材表示

制度」では、県内の生産者が環境に配慮した生産方法や食の安全・安心を確保する生産管理により

生産した農畜林産物について、生産方法や生産履歴を第三者機関が確認し、要件を満たした生産物

の認定を行っている。 

 

◎令和７年度の主な取組 

（１）「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」の推進 

 

①普及啓発活動の実施 

当制度の目的である「生産者と消費者のいい関係をつくる」

一環として、公式ホームページにおいて、生産者のメッセージ

や顔写真とともに、環境に配慮した生産技術や化学農薬の使用

回数などの情報を公開している。 

また、より効率的な情報発信に向け、県内の直売所に「みえの安心食材専用コーナー」を設置

するとともに、公式ホームページへアクセスするための二次元コードを掲載するほか、認定マー

ク改修に向けて検討を実施した。 

 

 ②みえの安心食材プレゼントキャンペーンの実施 

   当制度を消費者に広く知ってもらうため、みえの安心食材プレゼントキャンペーンを実施す

るとともに、県内５か所の量販店や直売所でＰＲ活動を行った。 

     

 ③生産者向け研修会の実施 

当制度の普及啓発に向け、制度の概要や注意事項について説明する研修会と、生産者の販売

技術及び売上の向上に資するため、「生成 AI も活用する！ WEB サイト・SNS 情報発信基本セミ

ナー ～もう情報発信で悩まない！ AI で実現する「時短」＆「売上 UP」～」をテーマとした、

研修会を開催した。 

 

日時：令和８年２月２６日（木） 

場所：三重県津庁舎大会議室及びＺｏｏｍ（オンライン） 

参加者：４０名 
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（２）環境保全型農業の推進 

  国の「環境保全型農業直接支払交付金事業」および「みどりの食料システム戦略推進交付金」等を

活用し、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動（環境保全型農業）を普及・推進し

ている。 

現在、水稲・大豆・果樹・茶・野菜等の作目（令和７年度 取組面積約６０４ｈａ、１４市町）に

おいて、土壌への有機物の供給等を目的とした緑肥（カバークロップ）作付の取組、化学肥料・化学

合成農薬を使用しない有機農業の取組、土壌への有機物の供給等を目的とした堆肥の施用の取組、地

域に合ったＩＰＭ実践指標を用いた総合防除の取組が継続して行われている。 

 

＜環境保全型農業直接支払交付金事業の実施状況の推移（令和８年２月末現在）＞ 

  H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実施件数 81 68 63 94 89 90 83 97 100 92 97 104 107 169 

団体数（件）    21 18 18 17 21 19 19 26 27 30 34 

実施面積（ha） 313 265 248 272 207 222 242 257 207 193 282 349 383 604 

うち緑肥（カバ

ークロップ）

（ha） 

29 18 22 18 22 22 17 28 25 19 17 16 16 17 

うち有機農業

(ha） 
273 239 217 246 177 191 216 218 61 84 99 98 89 97 

うち堆肥の施用 

(ha) 
           100 142 219 

うち不耕起播種 

(ha) 
          24    

うち長期中干し 

(ha) 
          16    

うち秋耕 

(ha) 
          29 39 42  

うち総合防除 

(ha) 
             241 

うち地域特認 

(ha) 
11 8 8 8 8 9 9 11 121 90 97 96 94 28 

 

また、県内 29 市町と共同で策定した「三重県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な

計画」に基づく環境負荷低減に取り組む農業者の認定や有機農業の取組面積の拡大を進めている。 

・環境負荷低減事業活動に取り組む件数（者）：184件（令和８年３月末） 

・有機農業の取組面積：232ha（令和５年３月末） 

さらに、有機農産物に対する消費者ニーズが高まる中、有機ＪＡＳ認証取得に向けた支援体制を強

化するため、有機ＪＡＳ制度についての指導・助言を行える有機農業指導員の育成に取り組んでいる。 
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２２ 地産地消運動の推進 

県では、地域で生産された農林水産物や農林水産業に由来するサービスを地域で消費・享受するこ

とを通じて、地域の住民が自らの生活や地域のあり方等について見つめ直そうとする運動を「地産地

消運動」として展開している。 

平成１２年７月に地産地消の取組を開始して以来、県の関係部局の相互連携と、民間団体等との協

働により、地域における実践活動を支援してきた。 

また、平成１４年からは県民に農林水産物の安全・安心をわかりやすく表示する取組として、県独

自の「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」による認定を行い、平成１５年からは小売・外

食事業者の主体的な取組を通じて県産品の普及を図る「みえ地物一番の日」キャンペーンを展開し、

取組の拡大を図っている。 

食生活を取り巻く問題が顕在化する中、県では「食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって

健全な食生活を実現することにより、国民の心身と健康の増進と豊かな人間形成に資すること」（食

育基本法第２条）及びＳＤＧｓの実現を旨とする、「第４次三重県食育推進計画」を令和３年３月に

策定している。計画に基づき、食育・地産地消推進活動に取り組むとともに、令和８年度からの第５

次食育推進計画を策定し、引き続き、食育や地産地消運動の推進に取り組んでいく。 

 

◎令和７年度の主な取組 

（１）地産地消・食育の推進 

①「みえ地物一番の日」キャンペーンを通じて、民間事業者と連携し、県産農

林水産物の旬のおいしさや調理法、生産現場の情報などを広く県民へ発信し、

地産地消運動を推進した。 

  また、地産地消運動の取組を通じて民間事業者と連携し、県産農林水産物

の県内での消費拡大に取り組んだ。 

（令和８年３月末現在の協賛事業者数：１，００４事業者、店舗数１，５５４店舗）※暫定値 

 

 

②豊かな「生活」「地域」「環境」の３つの観点から食育の取組方針

を整理し、食に関わる多様な関係者との連携・協働を図り、「第４

次三重県食育推進計画」に基づく食育の啓発資料として、県の地産

地消運動や県産食材を紹介した「食育ノート」を配布するとともに、

食育情報雑誌へ地産地消運動を推進する記事の掲載を行うことで、

食育を推進するとともに、広く県民に地産地消運動を周知した。 

また、令和８年３月には「第５次三重県食育推進計画」を策定。

令和８年度から令和 12 年までの５年間を計画期間とし、①ライフ

ステージに合わせた食育の推進、②持続可能な食を支える食育の推

進、③多様な主体との協働による食育の推進を基本方針として掲げ、

取り組んでいく。 

 

（啓発冊子「食育ノート」） 
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③地産地消による地域社会への貢献と企業の健康経営の推進を目的として、県内事業所の社員食

堂等において、県産食材を使用したメニューの提供や従業員の健康づくりに寄与する食育を実

施した。 

 

（２）学校給食への地場産物の活用 

   県教育委員会事務局と連携し、毎月第３日曜をはさむ前後１週間で「みえ地物一番給食の日」

を設定し、各学校で地場産物を使用した給食や食育の実践を呼びかけた。 

また、学校給食への地域食材の導入をさらに進めるため、（公財）三重県学校給食会と協働して 

学校給食用の加工商品の開発を行うとともに、農林水産業への理解を深めるための教材資料「み

えの食材」（はくさい）を作成した。 
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２３ 食の安全・安心の確保 

（１）県の取組経緯 

 県では、「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」（以下「条例」という。）に基づき、「県民の

健康の保護」、「食品関連事業者と県民との間の信頼関係の構築」、「安全でかつその安全性を信頼でき

る食品の供給及び消費の拡大」の３つに寄与することを目的に、県民、食品関連事業者、県等多様な

主体の相互理解、連携及び協働により、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に取り組んでい

る。 

県の施策を調査審議するため、平成２０年度から知事の附属機関として、消費者、食品関連事業者、

学識経験者からなる「三重県食の安全・安心確保のための検討会議」を設置し、毎年、施策について

審議いただき、その内容については翌年度の計画に反映させている。 

平成２５年度に発生した米の産地偽装および食材の不適正表示を受けて、平成２６年３月に、「食

品関連事業者の責務と法令遵守意識の向上」、「食品関連事業者団体の役割」、「食品関連事業者の危害

情報等の申出」等の努力規定を明記した条例改正を行った。 

この条例改正に対応して、基本方針の改正も行い、食品関連事業者にコンプライアンス意識の向上

を求めるとともに、国等との連携強化、食品関連事業者からの情報提供を容易にする環境整備、食品

関連事業者団体の食の安全・安心の確保に向けた取組を支援することなどを新たに追記した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針のイメージ（基本的方向・４つの枠組み） 

食の安全・安心 

Ⅰ 食品等の生産から加

工・調理・販売に至る

までの監視指導体制の

充実 

Ⅱ 食品関連事業者等が

主体的に食の安全・安

心確保に取り組みやす

い環境の整備 

Ⅲ 情報提供や学習機会

の提供により県民の合

理的な選択を促進する

環境の整備 

Ⅳ 多様な主体の相互理

解、連携及び協働によ

る県民運動の展開 

県民、食品関連事業者、ＮＰＯ、地域の団体、

学校などの多様な主体が相互理解を深め、連

携及び協働して食の安全・安心確保に取り組

む県民運動を進めます。 

県民が食の安全・安心に関する知識と理解を深
め判断、選択を行えるよう、県民の立場に立っ
た情報提供を充実させるとともに、学習機会を
提供します。 

生産段階や加工・調理・販売段階での監視、

指導、検査を実施し、これらに関する情報の

公開・提供を迅速に行い、県民の意見を反映

して監視指導体制と取組内容を充実します。 

食品関連事業者等への情報提供の充実や県

民に安全・安心を提供する食品関連事業者

等の主体的な取組に対し支援します。 
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◎令和７年度の主な取組 

（１）条例に基づく取組 

①規制条項に関する指導等 

条例第２３条「出荷の禁止」および第２４条「自主回収の報告」については、該当事例はなか

った（令和７年 12月末現在）。 

なお、生産者以外の食品等事業者については、令和３年６月１日から食品衛生法及び食品表示

法の規定に基づき、国の食品衛生申請等システムにより自主回収の報告及び公表が行われている。 

②年次報告書による報告と公表 

   条例に基づき、「食の安全・安心の確保に関して実施した施策に関する年次報告書（令和６年度

版）」を作成し、令和７年１０月に県議会へ報告して公表した。 

 

（２）基本方針に基づく取組 

①食品等の生産から加工・調理・販売に至るまでの監視指導体制の充実 

・ 食品監視指導計画に基づき、カンピロバクターによる食中毒と県内外からの観光客における

食中毒や冬期に多いノロウイルスによる食中毒発生の防止を重点項目と定め、食品等事業者

団体と連携して、適切な衛生管理について監視指導を行った。 

・ 食品等事業者による適正な食品表示が実施されるよう、監視指導時に「食品表示法」に基づ

き加工食品等における食品表示状況を確認するとともに、食品の製造、加工もしくは輸入業

者又は販売業者における不適正表示に対して、改善指導を実施した。また、「景品表示法」「商

品表示法」違反のあった事業者に対して、法に基づく措置命令等を行った。 

・ 消費者に安全な食品を提供するため、食品監視指導計画に基づき、県内で生産又は流通する

食品について、微生物、残留農薬、食品添加物、残留抗生物質の収去検査を実施した。その

結果、県で定めた食品の衛生管理指標の不適合があり、不適合となった食品を製造・販売す

る事業者に対して、改善指導を実施した。 

 

② 食品関連事業者等が主体的に食の安全・安心確保に取り組みやすい環境の整備 

・ 食品関連事業者における食の安全・安心確保に向けた意識を高めるため、食品関連事業者に

対して「食品添加物の概要および最近の動向」および「原料原産地表示と食品表示法違反事

例」に関するコンプライアンス研修会を開催した。 

・ 国際水準ＧＡＰの取組をさらに推進するため、「三重県における農産物のＧＡＰ推進方針２０

３０」に沿って、ＧＡＰ推進指導員による生産者の認証取得や実践活動を支援した。 

 

③ 情報提供や学習機会の提供により県民の合理的な選択を促進する環境の整備 

・ 人や社会、地域、環境を思いやる視点について消費者の理解を深め行動変容を促すため、「み

え環境フェア２０２５」においてエシカル消費を普及啓発した。 

・ 県民の食育に対する関心を高め、適切な食習慣の定着を図るため、幅広い世代が利用する健

康づくり応援の店や県立図書館等において、野菜摂取をはじめとしたバランスのとれた食生
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活の実践や、栄養成分表示の活用に向けたパンフレットの配布や展示による啓発活動を実施

した。 

・ 「野菜フル３５０であなたの未来に笑顔の花を咲かせる」をテーマに関係団体と連携して「み

えの食フォーラム」を開催し、野菜摂取量の増加等の望ましい食生活の推進についての情報

共有を実施した。 

・ 子どもたちが自らの食生活に関心を持ち、望ましい食習慣を形成できるよう、地場産物を使

った「みえの地物が一番！朝食メニューコンクール」を実施し、優秀作品を表彰するととも

に、コンクール結果を県ホームページで紹介した。 

・ 「みえ地物一番給食の日」の実施や、学校給食物資委員会の開催を通じて地域食材の使用を

推進した。また、地域の農林水産業への関心や理解を深めるため、県産農林水産物の生産の

背景を伝える食育教材「みえの食材」（はくさい）を作成し、県内の栄養教諭等の学校関係者

に提供した。 

 

④ 多様な主体の相互理解、連携及び協働による県民運動の展開 

・ 県民、食品関連事業者等及び県が、食の安全・安心やリスクへの対応に向けた正確な情報の

共有と相互理解を深めるため、対面によるリスクコミュニケーションを実施した。 

・ 食の安全・安心について県民の理解促進と意識向上を図るため、関係団体と連携した「食の

安全・安心研修会」を開催した。 
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（３）農畜水産物の安全・安心の確保 

 

◎令和７年度の主な取組 

○農薬・肥料対策について 

・農薬の適正な流通及び使用を進めるため、農薬販売者への監視指導を実施するとともに、農薬使用者

に対して研修会等の開催による啓発を実施した。 

（農薬販売者監視指導：１５件、農薬使用者への啓発：４５６件（令和８年２月末時点）） 

・肥料の適正な生産・販売を監視するため、肥料生産・販売業者への立入検査及び肥料の品質等の検査

を実施した。 

（肥料生産・販売業者立入検査 １６件（令和８年２月末時点）） 

○流通飼料・動物・水産用医薬品の適正使用 

  飼料及び動物用医薬品の適正使用を図るため、販売業者及び畜産農家への立入検査による帳簿等の

検査を実施した。また、水産用医薬品の適正かつ効果的な使用に向けて、魚類養殖業者への薬品の使

用状況調査や巡回指導を実施した。 

項  目 R５年度 R６年度 R７年度 

（２月末） 

備 考 

流通飼料 

 

販売業者立入検査数 ３３ ３３ ２２  

畜産農家の立入検査数 １０２ １２３ ９２  

動物用医薬品 販売業者立入検査数 ５４ ５２ ４２  

畜産農家の立入検査数 ６７ １１５ ９２  

水産用医薬品 魚類養殖業者への巡回指導数 １４７ ３２３ １１７  

（資料：家畜防疫対策課、水産振興課） 

○家畜防疫衛生の推進（再掲） 

①疾病の予察及びまん延防止の対策  

「家畜伝染病予防事業」において、疾病の予察及びまん延防止のため、農家巡回指導や、法に基づ

く各種検査を実施した。特に、高病原性鳥インフルエンザ対策として、県内の養鶏農場の内、１５

農場における定点調査や、県内１４農場における強化調査（１０～１２月）、鶏１００羽以上を飼育

する全ての農場への立入検査を実施し、早期発見に努めた。 

高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱の発生に備え、令和７年１２月２６日時点において、本庁並

びに県内８地区で防疫演習を延べ２９回開催するとともに、高病原性鳥インフルエンザ対策対応マ

ニュアル及び豚熱対策対応マニュアルを円滑に機能させるための会議や研修、講演会を開催した。

また、万一の発生に備え、養鶏農家及び養豚農家から防疫に係る情報を収集し、農場カルテを最新

情報に更新するとともに精度向上を図った。 

野生いのししにおけるアフリカ豚熱の万が一の発生に備え、具体的に必要と考えられる防疫措置

について演習を行い、関係機関の担当者との意見交換を行った。 

ＢＳＥ対策として、平成１５年４月１日から２４ヶ月齢以上、平成２７年４月１日から４８ヶ月

齢以上、平成３１年４月１日から９６か月齢以上の死亡牛全頭のＢＳＥ検査を行ってきた。令和６

年４月１日からは、月齢に関係なく、特定症状や起立不能などＢＳＥを疑う症状のあった牛のみに

ついて検査を実施した。令和７年１２月末までの累計９，０５０頭の検査を実施したところ、全頭

陰性であった。 
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項 目 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

（12月末） 

備 考 

牛の臨床検査数 ４６，２１３頭 ４１，１７５頭 ２３,６６５頭  

豚の臨床検査数 １１２，０８０頭 １３１，４６１頭 ８１,１４９頭  

鶏の臨床検査数 ７９５，９０９羽 
７０８，８６０羽 

５９０,５００

羽 

 

ＢＳＥ検査頭数 ３０頭 ２頭 １頭 全頭陰

性 

                            （資料：家畜防疫対策課） 

②協定の締結 

 発生農場において殺処分等の防疫措置を委託できる業者との間で、迅速・確実な業務委

託のための基本協定を締結した。 

 

（４）みえフードイノベーション・６次産業化支援 

 ・総合化事業計画認定件数の推移 （令和８年３月末現在） 

  
平成 令和 

23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 
認定 

件数 
（全体） 

19 37 47 50 52 59 65 73 77 81 83 83 82 81 81 

農産物 15 26 32 33 35 41 46 48 50 52 53 53 52 51 51 

畜産物 2 3 3 4 5 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 

林産物 2 6 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 

水産物 0 2 5 6 6 5 6 10 12 13 14 14 14 14 14 

  

・地域支援検証委員会で支援対象者に決定し、３～５年間の経営改善戦略を自ら掲げ、経営改善

に取り組む農林漁業者等の数：５８件（令和８年３月末現在） 

 

・人材育成研修会の開催 

  ６次産業化実践研修会（※参加人数確認中） 

      第１回  一次産業に焦点をあてた 新商品・新サービスのアイデア創出研修交流会 

       １０月１日（水）伊勢庁舎第１０４会議室 

受講者：２５名 

第２回  生成ＡＩを活用した６次産業化実践研修会 

    １２月５日（金）三重県総合文化センター 視聴覚室 

受講者：４６名 ※うち２４名が会場参加、２２名がオンライン参加 

第３回  「津産津消マッチング交流会参加者」向け事前研修会 商談スキルアップ研修会 

    ３月９日（月）津庁舎 

       受講者：１２名 

第４回  「津産津消マッチング交流会 2026」 

    ３月２３日（月）津庁舎 

       受講者：４１名 
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２４ 国際水準ＧＡＰ認証取得等の推進 

 

 国は、令和１２年度までに「ほぼすべての国内の産地で国際水準ＧＡＰを実施」することを新

たな政策目標として掲げて、国際水準ＧＡＰの取組拡大を図るために必要な支援を総合的に講じ

るとしている。 

 このため、県では、これまで取り組んできた「三重県における農産物のＧＡＰ推進方針２０２

０」の成果を踏まえ、ＧＡＰの新たな推進方針として、令和６年度から令和１２年度までの７年

間を期間とする「三重県における農産物のＧＡＰ推進方針２０３０」を策定し、取組を進めてい

る。 

当方針に基づき、ＧＡＰ取得を推進・支援する指導員の育成や「地域ＧＡＰ推進チーム」によ

る農業経営体や産地へのきめ細やかな指導・支援などに取り組んでいる。 

また、農業大学校における国際水準ＧＡＰ認証の取得とＧＡＰに関するカリキュラムにより、

学生が早い時期からＧＡＰを学び、実践できる環境の整備に取り組んでいる。 

※畜産物のＧＡＰ指導員数にはＧＡＰリーダー指導員数を含む 

 

◎令和７年度の主な取組 

（１）指導人材の育成 

農業経営体や産地における国際水準ＧＡＰ認証の取得支援に向け、普及指導員や営農指導

員を対象に指導員研修や団体認証研修等を開催し、ＧＡＰ推進指導員２６８名を確保した。 

 

（２）国際水準ＧＡＰ認証取得等に向けた推進・支援 

① ＧＡＰ関係研修会の開催 

生産者等を対象とした研修会など（２０回、参加者２２８名（令和８年２月末時点））を

開催し、経営管理のツールとしてのＧＡＰ実践の必要性及び有効性などについて共有した。 

  ② 「地域ＧＡＰ推進チーム」等による指導・助言 

   農業経営体や産地、農福連携に取り組む事業者などターゲットを明確にし、それぞれの取

組状況に応じたきめ細かな指導・助言等を行った。 

  ③「三重国際水準ＧＡＰ支援制度」によるＧＡＰ認証取得支援 

   国際水準ＧＡＰの認証取得に向けて、意欲的にＧＡＰの実践に取り組む生産者に対して、

三重国際水準ＧＡＰ支援制度に基づくＧＡＰ認証取得支援を行った(支援対象者数２１名)。 

 

目標項目 
2019(R1) 

年度 

2020(R2) 

年度 

2021(R3) 

年度 

2022(R4) 

年度 

2023(R5) 

年度 

2024(R6) 

年度 

2025(R7) 

年度 
(2 月末時点） 

農
産
物 

GAP推進指導

員数 
184名 151 名 125 名 202名 202名 239名 268名 

GAP取得数 
80件 

(212 農場) 
98件 

(255 農場) 

105件 
(257 農場) 

105件 
(264 農場) 

56件 
(183 農場) 

53件 
(177 農場) 

41件 
(159 農場) 

農大の GAP

取得数 
2件 1件 1件 １件 １件 １件 １件 

畜
産
物 

GAP指導員数 47名 40名 13名 2名 0名 0名 0名 

GAPリーダー

指導員数 
10名 10名 ４名 － － － － 

GAP家畜・畜

産物取得数 

11農場 

(5件) 
6農場 － 1農場 － － － 
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（３）ＧＡＰ認証農産物の販路拡大及び認知度向上の向けたＰＲ活動 

  ＧＡＰ認証農産物の販路拡大を図るため、ＧＡＰ認証取得者と実需者によるマッチングの

機会を創出するとともに、県産ＧＡＰ認証農産物カタログの更新を行った。 

また、消費者のＧＡＰ認証農産物に対する認知度向上に向けて、国際水準ＧＡＰ認証を取

得している県内の農業高校と連携したＧＡＰ認証農産物メニューフェアの開催に取り組んだ。 

 

高校生レストランでＧＡＰメニューフェアを開催 
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２５ みえフードイノベーションの推進 

県では、県内の農林水産資源を活用し、生産者や食品産業事業者だけでなく、ものづくり企業等

の様々な事業者や大学、研究機関、金融機関、市町、県などの産学官の多様な主体の知恵や技術を

結集し、融合することで、新たな商品やサービスを革新的に生み出す仕組みとして、平成２４年度

から「みえフードイノベーション」を推進している。 

 

◎令和７年度の主な取組 

（１）農林水産資源を活用した新たな食品ビジネスの創出支援 

農林漁業と異業種との連携による新たな食品ビジネスの創出に向け、「みえフードイノベー

ション・ネットワーク」をベースに、食品に携わる事業者・農林漁業者が参画する「地域コン

ソーシアム」を設置し、コンソーシアム参画事業者に対して、研修交流会やテーマ別専門部会

を開催した。 

また、令和７年６月 11 日に制定された食料システム法に基づき、令和８年１月に連携支援

事業に関する計画の認定を受け、三重県の試験研究機関及び金融機関との連携により、地域の

農林水産資源を活用した新たな食品ビジネスの創出支援に取り組む体制を整備した。 

 

① 異業種連携による新たな食品ビジネス創出研修会（令和７年９月 10日） 

・参加事業者数（会場３２社・３８名：オンライン８社・９名） 

 

 

② テーマ別専門部会 

・低利用魚類の有効活用部会（令和７年 10月 20日、令和８年３月 17日） 

・新規課題検討部会（令和７年 11月 18日） 

・柑橘類の有効活用部会（令和８年１月６日） 

 

③ 農林漁業と異業種の連携による新たな食品ビジネス成果発表会・研修交流会 

（令和８年２月 24日） 

・第１部 基調講演 講師：神井 弘之氏（日本大学大学院 総合社会情報研究科 教授） 

・第２部 今年度までの成果発表会 

     〇植食性魚類の一次加工の効率化及び学校給食での利活用に向けた加工・供給方法

の実証について（株式会社南勢水産） 

     〇再生した遊休農地で育てた県産小麦をつかったスコーンサンドの商品化（パンタ

ロン株式会社） 

・第３部 交流会 

     〇参加者間の交流を促進し、さらなる異業種連携を創出するための交流会を開催。 
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（２）協定企業等との連携 

   包括連携協定締結企業と連携したＰＲイベントを開催するなど、県内外における県産農林水

産物の認知度向上や各家庭での利用促進に向けた取組を推進した。 

 

① 味の素株式会社と連携したＰＲ 

   「食とスポーツに関する連携協定」（平成 30年７月締結）     

に基づき、県産農林水産物の消費拡大と栄養バランスの取  

れた献立による健康増進を目的に、平成 30年度から「みえ・ 

勝ち飯🄬」プロジェクトを展開してきた。今年度は、マック   

スバリュ四日市泊店において「みえ・勝ち飯 One Day  

School !! in マックスバリュ四日市泊」（令和７年９月 13日） 

を開催し、県産食材（トマト、ミニトマト、ピーマン、牛 

肉）を活用した「勝ち飯メニュー」の提供と合わせ、食の 

魅力と、食事を通じた身体づくり、コンディショニングの 

大切さを発信した。 

 

② セブン-イレブン・ジャパンと連携したＰＲ 

「連携と協力に関する包括協定」（平成２４年６月締結）に基づき、地産地消の推進と生産

者の応援を目的に、三重県産食材を活用した新商品の開発・販売に取り組んでいる。今年度

は、「答志島しらす」や「マイヤーレモン」を用いた商品の開発・販売が行われた。 

【開発・販売商品及び販売期間】 

・「答志島しらす使用醤油まぶしおむすび」 

    （令和７年６月１３日～３０日販売） 

・「三重県産マイヤーレモンのチーズケーキ」、 

「三重県産マイヤーレモンのジュレ＆ムース」、 

「マイヤーレモン香るクリームパスタ」 

     （令和７年７月２３日販売開始） 

 

③ 日本航空株式会社（JAL）と連携したＰＲ 

三重県と日本航空株式会社は、平成 27 年 12 月に「食」と「観光」に関する連携協定を締

結して以来、地域資源を生かした観光振興や情報発信に取り組んできた。 

【令和７年度の取組】 

・JALグループ機内誌 SKYWARD12月号（国内線版）での情報発信 

・「JALふるさとプロジェクト」公式 YouTubeチャンネルでの動画配信 

・「俺のフレンチ グランメゾン TOKYO」において「旅するメーカーズディナー 美し国（う

ましくに）みえ」の開催 

・「俺のフレンチ グランメゾン TOKYO」および「俺の割烹 銀座本店」での三重県フェア

の開催 

 

（３）県内高校生等と連携した低利用食材の有効活用に向けた取組 

   ジビエや藻場を食害する植食性魚類（アイゴ、ブダイ等）などの、環境の変化に伴って増加

する低利用食材の有効活用に向け、県内高校生（鳥羽高校、志摩高校、名張高校）が食関連企
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業等と連携し、商品開発および販売プロモーションを実施した。 

 

① 「三重県×高校生 食べて守ろう！藻場の未来～アイゴ活用試食会」（令和７年 11月 22日） 

鳥羽高校および志摩高校の生徒たちが、鳥羽市答志

島で実際に「磯焼け」により荒れてしまった藻場を見

学し、漁師や事業者と植食性魚類「アイゴ」を使った

新商品開発に取り組んだ。鳥羽マルシェにて、開発し

た新商品の試食イベントを実施し、高校生自ら来場者

に試食提供し、味に対する意見を聞き取り、商品改良

に取り組んだ。 

・鳥羽高校開発商品：アイゴのフレーク甘辛煮おにぎ    

り、アイゴのからあげ 

・志摩高校開発商品：アイゴのてこね寿司 

・食関連事業者：鳥羽磯部漁業協同組合、株式会社丸  

善水産 

 

 

 

 

② 「三重県×高校生 食べて守ろう！里山の未来〜鹿肉

活用試食会〜」（令和７年 12月７日） 

農作物被害や交通事故の原因となるニホンジカなど、

捕獲された野生獣を地域資源と捉え、「いのちの有効活

用」に向け、地域の食関連事業者と鹿肉を使った新商

品開発に取り組んだ。開発した新商品の試食会を名張

市内で開催される「隠 BALIBALI NABARI fes（通称：

ばりフェス）」にて実施し、商品改良に向けて、来場者

から食味やストーリーなどについてフィードバックを

いただいた。 

・名張高校開発商品：鹿肉ヘルシーキーマカレー 

・食関連事業者：ideca（三重伊賀里山整備活用組合） 

  

 

 

③ 「三重県×高校生 サステナフード展示発表会」（令和８年２月 12日） 

三重テラスにおいて、鳥羽高校・志摩高校・名張高

校の生徒たちが食関連事業者と共同して開発した「低

利用食材」の新商品について、首都圏の食品バイヤー

やメーカーに向けて広く発信するとともに、来場事業

者との商談を行うために展示発表会を開催した。 
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２６ みえジビエフードシステムの運用 

 県では、安全で品質の高い獣肉を「みえジビエ」として供給するため、平成２４年３月に「み

えジビエ品質・衛生管理マニュアル」を策定、平成２５年１２月に「みえジビエ登録制度」を創

設した。平成３１年３月には、「みえジビエ」のさらなる安全性や品質の確保を図るため、同マニ

ュアル及び登録制度の内容を見直し、人材登録について全国で初めて制度化した「みえジビエフ

ードシステム」の運用を開始した。 

 

「みえジビエフードシステム」登録制度における人材及び施設登録数 〔令和８年３月〕 

人材 
ハンター 解体処理 マスター 計 

50 20 28 98 

施設 
解体処理施設 食べられるお店 買えるお店 加工品製造施設 計 

9 47 29 4 89 

 

また、「みえジビエ」の販路拡大等に向け、みえジビエ協議会等と連携し、みえジビエを使用し

た商品開発や県内外に向けたＰＲ活動を実施している。 

 

◎令和７年度の主な取組  

（１）みえジビエの安定供給に向けた取組 

安全で高品質なみえジビエの安定供給に向け、ＮＰＯ法人みえジビエ推進協議会と連携し、

みえジビエ解体処理施設への個体搬入を促進するための捕獲支援を実施した。加えて、みえ

ジビエの担い手となる新規人材の確保・育成を図るため、「みえジビエ初級解体処理研修会」

を開催した。 

【内容】 

日時：令和８年２月４日（水）１４時から１６時 

場所：津市中央公民館  

内容：（１）安全・安心に係るコンプライアンス研修 

（２）「初級解体処理研修（座学）」 

講師：株式会社 ARTCUBE 代表取締役 垣内 規誠 氏 

   （国産ジビエ認証 第１号認証事業者） 

 

（２）みえジビエのブランド力向上と消費拡大、販路拡大 

みえジビエの新たな販路拡大をめざし、外食・宿泊・レジャー業界に向けた商談専門展（第

５４回国際ホテル・レストラン・ショー：令和８年２月 17 日から 20 日）に出展し、プロモ

ーションを行った。また、一般消費者への認知度向上および販売促進を目的とし、「みえジ

ビエフェア 2025」（令和７年 12月１日から令和８年１月 31日）やキャンプ場フェア（秋・

冬）の開催、松阪マラソンフィニッシュ会場でのふるまい（令和７年 12 月 21 日）、「見つ

けた三重 in天神橋筋商店街」（大阪市：令和８年１月 23日、24日）への出展を行った。 
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（３）高校生との連携 

獣害の現状、食の循環等を学ぶ伊賀白鳳高等学校の生徒とともに令和６年度から共同開発

に取り組んでいる新商品「「みえジビエ」鹿肉味噌漬け（ロース、バラ、カタの３種）」につい

て、広報・販促活動の一環として、高校生が自ら地元の量販店などで一般消費者向けに試食

販売を行った。 

 

①日時：令和８年１月１７日（土）１０時から１２時 

場補：株式会社サンショク伊賀上野直売所（三重県伊賀市問屋町５９） 

参加者：三重県立伊賀白鳳高等学校 生物資源科 ３年生３名、２年生４名 

 

 ②日時：令和８年１月２０日（火）１６時から１８時 

   場所：マックスバリュ上野店（三重県伊賀市四十九町字堂山１８５０） 

   参加者：三重県立伊賀白鳳高等学校 生物資源科 ３年生３名 

 

  ③日時：令和８年１月２５日（日）１０時から１２時 

   場所：マックスバリュ上野小田店（三重県伊賀市小田町泥畑２８１） 

   参加者：三重県立伊賀白鳳高等学校 生物資源科 ３年生３名 

 

（４）地域の観光事業者と連携した魅力発信 

   令和６年度に、新たに「みえジビエ解体処理施設」が登録された菰野町において、菰野町

産鹿肉の特産品化及びみえジビエを取り扱う飲食店の拡大に向け、地域の観光・飲食事業者

と連携して、菰野町産の鹿肉を使った料理試食研修会を開催した。 

 

   日時：令和７年１０月７日（火）１２時 

   場所：ホテル湯の本（三重県三重郡菰野町大字菰野８４９７番地） 

   参加者：料理研究三重庖友会の料理人 24名 

       菰野町商工会、菰野町観光協会、菰野町猟友会等、菰野町の観光・商工等関係者 

内容：料理研究三重庖友会の料理人が考案したみえジビエ鹿肉料理を試食・審査 
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２７ 「三重ブランド」の推進 

 県では全国に通用する高い商品力のある県産品とその事業者を「三重ブランド」として認定し、

全国に情報発信を行う「三重ブランド」認定制度を平成１４年３月に創設した。 

三重ブランドの情報発信を通じ、三重県のイメージアップや県産品全体の評価の向上、観光誘

客の促進につなげていくため、認定品とともに、ものづくりに対する事業者の取組を広く国内外

に紹介している。 

 三重ブランドは、事業者からの申請を受け、マーケティング、食文化、流通、消費者代表等の

有識者で構成される認定委員会の審査を経て知事が認定を行う。審査は「コンセプト」「独自性・

主体性」「信頼性」「市場性」「将来性」の５つの項目について行われる。三重県のイメージア

ップを目的とする制度であり、認定基準のハードルを高く設定し、ブランドを確立した成功事例

（県産品とその事業者）を認定することとしている。 

 

≪三重ブランドシンボルマーク≫ 

 

◎令和７年度の主な取組 

（１）「三重ブランド」の認定 

 認定事業者の取組状況の調査を行い、１３品目２２事業者の認定更新を行った。 

令和８年１月末現在で、「真珠」、「松阪牛」、「伊勢えび」、「的矢かき」、「あわび」、

「伊勢茶」、「ひじき」、「ひのき」、｢南紀みかん｣、「あのりふぐ」、「伊賀焼」、「伊賀

牛」、「熊野地鶏」、「四日市萬古焼」、「岩がき」、「桑名のはまぐり」、「伊勢たくあん」、       

「青さのり」「綿織物」「伊賀米」「答志島トロさわら」の２１品目延べ４３事業者を認定し

ている。 

 

（２）「三重ブランド」の情報発信 

  三重県のイメージアップや県産品全体の評価向上につなげていくた

め、認定品の品質だけではなく、自然を生かす技術や取組の歴史など、

認定品に込められたストーリーを国内外に発信している。 

令和７年度は、令和８年２月に四日市都ホテルにて開催した「みえ

Food Culture Pitches」にて三重ブランドのブースを設け、情報発信

を行った。また、他部局が主催する三重の魅力発信に関する事業等に

て三重ブランドPRツールを配布した。 

ブランドコアコンセプト＝「自然を生かす技術」※ 

「自然や伝統を守り育む意志や自然との共生、共存を図りながら

自然の力を引き出す知恵」を意味している。 

(全国の消費者に向けて行ったマーケティング調査により、三重

県および県産品を評価するポイント※として明らかになった。) 

三重ブランドＰＲツール 
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２８ 県産農林水産物の販路拡大に向けて 

 大阪・関西万博の開催にあわせて、関西圏をはじめとする大都市圏を訪れる観光客やインバウ

ンド等を対象として、飲食店等での「三重県フェア」を開催するなど本県の観光誘客につながる

取り組みを実施した。 

また、航空事業者等多様な主体との連携により、多くの集客効果が期待される関西圏での大規

模イベントへの出展や、国内線機内誌への情報掲載、首都圏でのディナーイベントやマルシェの

開催などを通じて、三重の食と旅の魅力を発信した。 

  

◎令和７年度の主な取組 

（１）大阪・関西万博を契機とした県産農林水産物の魅力発信事業 

  若者やインバウンドをターゲットに、「みえの食」の認知度向上及び観

光誘客を図るため、大阪・関西万博の開催に伴い、多くの観光客等の利

用が期待できる都市部や空港内の飲食店にて、県産食材を使用したメニ

ューの提供を行う「三重県フェア」を開催し、三重の食を味わう機会を

提供するとともに、美し国みえのＰＲツールを用いて、三重県の魅力を

発信した。 

 

 

開催期間 開催飲食店等 圏域 使用された主な県産農林水産品 

9/1～9/30 

HUB 羽田空港第 2 ターミナル店 

HUB 浜松町店 

HUB 新宿西口大ガード店 

首都圏 
じゃがいも、新姫、唐辛子、伊

勢茶など 
HUB 三条木屋町店 

HUB エキマルシェ大阪ウメスト店 
関西 

 

  また、都市部においてインバウンドを中心に交流人口が増加する中、  

集客力および情報発信力の高い飲食店と連携した「みえの食」プロモ 

ーションを実施することで、県産農林水産物の認知度向上及び活用促 

進に取り組んだ。 

 

 

 

 

（２）関西圏のイベントにおける「みえの食」魅力発信 

  大阪・関西万博の開催をきっかけに、関西圏への注目が高まる中、高い集客力が期待できるメ

ディアが主催する大規模イベントにて、三重県産品の販売等を通じて「みえの食」の魅力発信を

行い、県産食材の認知度向上及び本県への誘客を促した。 

開催期間 開催飲食店等 圏域 使用された主な県産農林水産品 

2/14～2/28 SUD Restaurant TERAKOYA 首都圏 伊勢えび、伊賀牛、伊勢茶など 

2/21～3/8 築地ボン・マルシェ 首都圏 
的矢かき、特産松阪牛、いちご、

鹿肉、ライム、甘夏など 
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イベント名：MBSラジオ秋まつり２０２５ 

開催日：令和７年１１月３日（月・祝） 

場所：長居公園 自由広場 

内容：三重県産品のPR及び販売 

  出展事業者：べんのや酒店、百姓工房伊賀の大地、松阪マルシェ 

 販売商品：海産加工品、地酒、米粉を使用した菓子やパン、和紅茶等 

  

（３）航空事業者との連携による「みえの食と旅」魅力発信 

  三重県と協定を締結している日本航空株式会社及びＡＮＡホールディングス株式会社との連

携により、国内線の全席に配布される機内誌（JAL12月号）への情報掲載や、首都圏（大手町）

のフレンチレストランにおける県産食材を使ったディナーイベントの開催、首都圏の主要駅（大

崎駅）でのマルシェの開催などにより、首都圏の住民をメインターゲットに、三重の食と旅の魅

力を発信した。 

 

イベント名：三重県誕生150周年記念事業 JAL×三重県 旅するメーカーズディナー 

開催日：令和８年２月１日（日） 

場所：俺のフレンチグランメゾンTOKYO 

内容：①知事による三重県の魅力のプレゼンテーション 

②県産食材を用いたフルコースの提供及び映像を用いた食材のストーリーの紹介 

  使用食材：奥伊勢チョウザメ、桑名のはまぐり、答志島トロさわら、伊賀牛、伊勢茶、 

内瀬せとか、三重なばな、クレソン 

 

イベント名：三重マルシェin東京大崎駅 

開催日：令和８年３月６日（金）～７日（土） 

場所：ＪＲ大崎駅南口 

内容：県産農林水産物やその加工品のＰＲ販売 

  出展事業者：８者（甘夏生産者、キウイフルーツ生産者、トマト生産者等） 

 

（４）生産・販売・流通システムの構築 

  ホテルや飲食店等の需要にきめ細かに対応した県産農林水産物の生産・流通・販売ができる

よう、農林漁業者に対して、民間活力を活用した生産・出荷調整等の指導支援を行うとともに、

運送業者等と連携した低コストかつ省力的な流通を推進する生産・販売・流通システムを構築。 

令和７年度は、近鉄電車を活用し、短時間で計画的に効率よく関西圏の駅や飲食店、小売店

等に輸送する新たな流通モデルの構築に向けた試行を実施した。試行においては、県内に設置

した集荷拠点にて生産者から集荷した県産農林水産物を、県内近鉄駅から大阪府内近鉄駅（大

阪上本町駅・久宝寺口駅）まで普通電車・特急電車・観光電車を活用して輸送し、駅構内で開

催されるマルシェに出品・販売を実施した。今年度の試行を踏まえ、将来的に活用していける

流通ルートの確立に向けて取り組んでいく。 

また、新たな流通モデルや生産・販売・流通システム等を活用したサプライチェーンのさら

なる拡大につなげるため、流通モデル等取組事業者および県内農林水産事業者、県内外のシェ

フ・バイヤー等が集まる機会を作り、研修・発表および試食交流会を実施し、県産農林水産物
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の魅力発信を図った。 

 

   イベント名：令和７年度 みえFood Culture Pitches 

   開催日：令和８年２月２５日（水） 

場所：都ホテル四日市４F「伊勢の間」 

内容：（前半）出展企業による自社商材のプレゼンテーション 

     （後半）ビュッフェ形式の実食商談 

参加事業者：19事業者（伊勢茶、ひじき等の生産者および調味料、洋菓子等の食品加工事

業者） 

参加シェフ・バイヤー：55名 
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 ２９ スマート農業の推進 

・農業者の急激な減少や労働力不足をはじめ産地が抱えるさまざまな課題に対応するため、生産性

の向上や規模拡大、作物の品質向上、新規就農者等への技術継承、高度な農業経営などを実現す

るＡＩやＩｏＴ、ロボット、センシング、ドローン等の先端技術を活用した「スマート農業」の

実装が求められている。 

 

（１）スマート農業技術活用促進法に基づく活動計画（※）の策定支援について 

スマート農業技術がさらに現場で実装されるよう、事業者が生産性向上に向けてスマート農業技

術を活用した計画の策定に対する支援に取り組んでいる。令和７年度は７つの計画（栽培管理シス

テム（３か所）、多機能（防除、除草機能等）を備えた自動走行ロボット、自動操舵トラクター、

自動操舵田植機、収量コンバイン（２か所）、農業用ドローン（２か所）、営農支援システム連動

乾燥調製・色彩選別機を活用する６事業者）が県内で認定されている（令和８年１月末時点）。 

※農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律（スマート農業技術

活用促進法）に基づく実施計画で国が認定するもの 

 

（２）スマート農業技術の実証 

○中山間地域におけるスマート農業技術の活用事例 

中山間地域である多気町波多瀬地区では、元丈の里営農組合が農産物の生産を共同化するなど、地区

内の農地を荒らすことなく農地利用に貢献してきたが、組合員の高齢化や減少が進み、組織の人手不足

が危惧されている。そこで、農作業負担の軽減を目的に令和７年度から地区内に家庭用Ｗｉ-Ｆｉを活用

した情報通信基盤を整備し、水稲栽培における自動給水栓を用いた水管理の試験やネットワークカメラ

を用いた加害獣の遠隔監視などに取り組んでいる。 

 

 

  

ネットワークカメラで地区に侵入する鹿を監視   スマートフォンで自動給水栓を遠隔操作 

 

-77-



 

 

Ⅲ 三重県林業の現状 

１ 持続的林業経営の推進 

（１）森林資源の現状 

・森林面積は、３７万２千ｈａで県土の６４％を占める。     

・森林資源（民有林蓄積）は、７，９０７万ｍ３となっている。 

・人工林率は６２．５％と、全国的にも高い水準である｡  

 

○ 令和７年３月末現在、本県の森林面積は３７万２千ｈａ、民有林蓄積は７，９０７万ｍ３

となっている。 

○ 民有林人工林は、面積２１万８千ｈａ、蓄積６，４９５万ｍ３､ｈａ当たり蓄積が２９８ｍ３

となっている。 

○ 民有林資源内容と全国順位※(令和７年３月末現在) 

区        分 三 重 県 全    国 全国順位 

人  工  林  面  積  ２１万８千ｈａ ７８３万４千ｈａ   第１２位  

人   工   林    率   ６２．５％   ４５．２％  第 ５ 位 

ヒノキ面積（人工林）   １０万３千ｈａ ２１９万ｈａ   第 ７ 位 

８齢級以上の人工林(利用可能) ２０万９千ｈａ ６９０万５千ｈａ   第 １０位  

  ※全国及び全国順位については、林野庁計画課資料（R4.3）による  

  

○ 森林資源(令和７年３月末現在) 

区 分 面 積(ｈａ) 蓄 積(千ｍ３) 

  総            数 ３７１,６８０ ８３，９２５ 

  国     有     林 ２３,４６８  ４，８５３ 

  民     有     林 ３４８,２１２ ７９，０７２ 

  うち  人 工 林 ２１７,７３１ ６４，９５４ 

  うち  天 然 林 １２２,８９７ １４，１１９ 

 

（資料：森林・林業経営課） 

（令和７年３月末現在) 

-78-



 

 

（2）森林の公益的機能の増進 

①公益的機能増進森林整備面積 

 

・公益的機能増進森林整備面積は１，９６９ｈａ（令和６年度末） 

 

 

○ 森林は、県土の保全や水源のかん養、自然環境の保全等の公益的機能を有している。森林

に求められる機能の持続的な発揮をめざすため、「森林環境創造事業」や「治山事業」、「造

林事業」、みえ森と緑の県民税、森林環境譲与税を活用した事業などにより、公益的機能の

増進を目的とした森林整備を実施している。 

 

公益的機能増進森林整備面積の推移 

                                  （単位：ha） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

公益的機能増進森林 

整備面積 
1,552 1,699 2,007 2,260 2,229 1,969 

 

 

（資料：森林・林業経営課） 
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森林環境創造事業

【令和６年度】

公益的機能増進森林整備面積(ha)
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木材生産量の推移

その他 10千m3

スギ 162千m3

ヒノキ 129千m3

（千m3）

 （３）林業生産の増進 

  ①  木材生産 

ア  林業産出額 

・林業産出額は９７億３０００万円（対前年比８．１％減、全国第１５位）で、木材

生産が全体の４４．６％を占める。（令和５年） 

 

○ 林業産出額は、昭和５０年以降減少傾向にあったが、ウッドショックや大型きのこ生

産工場の稼働により、令和３、４年は増加傾向となったものの、木材生産量が減った

ことなどから、令和５年は前年より８億６０００万円の減少となった。 

○ 林業産出額のうち木材生産が４３億４０００万円、きのこ類生産が５２億８０００万

円となっており、前年より木材生産額は９億５０００万円の減少、きのこ類生産額は

１億円の増加となった。 

 

 

 

 

 

 

 

    （資料：令和５年林業産出額－農林水産省大臣官房統計部資料） 

イ  木材生産量  

・令和６年の木材生産量は３０１千ｍ3で前年に比べ９．３％減少した。 

  このうち、ヒノキは１２９千ｍ3、スギは１６２千ｍ3を占めている。 

 

○ 木材生産量は、昭和６３年以降減少し、平成１９年からは３００千ｍ3を下回っていた

が、ウッドショックの影響によって県産材需要が増大した令和４年以降３００千ｍ3を

上回っているものの、令和６年は前年比９．３％（３万１千ｍ3）減の３０１千ｍ3とな

った。 

○ 木材生産量全国第２１位に位置し、樹種別の生産量では、ヒノキ１２９千ｍ3（全国  

第９位）、スギ１６２千ｍ3（全国第１９位）である。 

    また、全木材生産量に対するスギ、ヒノキの占める割合は、全国平均が７４．６％で

あるのに対し、三重県は９６．７％と極めて高いのが特徴である。 

 

  

  

  

  

  

 

 

 （資料：農林水産省「木材統計」） 

林業産出額の推移

0
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Ｓ50 Ｓ55 Ｓ60 H2 H7 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（千万円）

林野副産物　5千万円

薪炭生産　　7千万円

きのこ類　528千万円

木材生産　434千万円

R5年 計 973 千万円 

R6年 計 301千 m3 
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 ② 造林・間伐 

・人工造林面積は、１１１ｈａ（前年比 ８７％） 

・間伐面積は、３，３５８ｈａ（前年比 ８６％） 

 

 ○ 人工造林面積は、昭和２９年度（１０，３１３ｈａ）をピークに減少を続け、近年は１００

ｈａ前後で推移しており、令和６年度は前年度より１６ｈａ減少し、１１１ｈａとなった。 

○ 間伐面積は、平成２年度以降７，０００ｈａ前後で推移していたものの、三重の森林づくり

条例の制定や森林吸収源対策の実施等により、大きく面積が増加し、平成１９年度には  

９，０００ｈａを超える面積となった。しかし、森林の成熟化に伴って間伐方法が切捨間伐

から搬出間伐へとシフトしたことによる影響で、平成２４年度には大きく減少し、近年は 

４，０００ｈａ前後で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：森林・林業経営課） 
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 ③ 造林用苗木 

・造林用苗木生産量は約８０万本（令和６年）。 

 

○ 造林用苗木生産量は、昭和５５年をピークに減少し続け、平成２９年は５５万本まで減少したが、

平成３０年以降は８０万本から１００万本程度で推移しており、令和６年は前年より４万本減少

したものの約８０万本（うちスギ約３３万本、ヒノキ約４４万本、マツ他約３万本）となった。 

○ 生産量のうちスギ約２４万本、ヒノキ約５万本が、花粉の少ない苗木となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）Ｒ６実績は、令和６年秋から令和７年春にかけての山行き苗木の生産量（Ｒ７調査結果） 

 

                                （資料：森林・林業経営課） 
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 ④ 特用林産物 

・特用林産物のうち、きのこ類の総生産量は８，１３７ｔ（令和６年） 

 

○ きのこ類の総生産量は、前年比１％増の８，１３７ｔとなった。 

○  令和６年のきのこ類の生産量を品目別にみると、生椎茸７４６ｔ（前年比１０％

減）、乾椎茸１４ｔ（前年比８％増）、ヒラタケ８７ｔ（前年同）、 

ナメコ１，０４８ｔ（前年比０．１％増）、エリンギ２８０ｔ（前年比４％増）

であった。 

○ その他の林産物については、しきみ５ｔ（前年比５８％減）であった。 

 

主 な 特 用 林 産 物 の 生 産 量 の 推 移 

年  次 

 

きのこ

類総計 

t 

生椎茸 

ｔ 

乾椎茸 

ｔ 

ﾋﾗﾀｹ 

ｔ 

ﾅﾒｺ 

ｔ 

ﾌﾞﾅｼﾒｼﾞ 

ｔ 

ﾏｲﾀｹ 

ｔ 
ｴﾘﾝｷﾞ 

ｔ 

しきみ 

ｔ 

Ｈ２３ 2,813 843 10 121 804 204 0 536 26 

Ｈ２４ 2,912 895 22 105 816 205 1 487 21 

Ｈ２５ 3,012 910 22 69 800 304 1 423 18 

Ｈ２６ 3,006 867 21 58 802 370 - 445 17 

Ｈ２７ 2,917 710 20 46 847 505 - 454 13 

Ｈ２８ 2,556 676 19 68 823 323 - 380 17 

Ｈ２９ 2,682 733 16 125 828 340 - 358 12 

Ｈ３０ 2,499 731 15 162 835 × - 326 10 

Ｒ １ 2,094 652 15 134 843 × - 321 14 

Ｒ ２ 2,376 669 17 91 863 × - 313 11 

Ｒ ３ 2,830 787 18 98 863 × × 318 12 

Ｒ ４ 8,724 894 16 102 926 × × 282 13 

Ｒ ５ 8,043 830 13 87 1,047 × × 269 12 

Ｒ ６ 8,137 746 14 87 1,048 × 2,925 280 5 

注）「×」：国が統計数値を公表していないもの 

  （資料：森林・林業経営課） 
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（４）林業経営体の育成 

 ① 林業経営体 

・林業経営体※数は３５２経営体（令和７年） 

・保有山林面積１０ｈａ未満が３９％を占める。 

 

○ 林業経営体数は、３５２経営体であり、その形態は個人（林家）や会社経営、共同、地方公共団

体等多岐にわたっている。  

○ ３５２経営体のうち、保有山林面積規模１０ｈａ未満が３９％を占め、１００ｈａ以上を保有す

る経営体は１７％にすぎず、零細な所有形態となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：２０２５年農林業センサス（概数値） ） 

※林業経営体：次のいずれかに該当する事業を行う者をいう。 

・権原に基づいて育林又は伐採（立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。）を行うこと

ができる山林の面積が３ｈａ以上の規模の林業（調査実施年を計画期間に含む「森林

経営計画」を策定している者又は調査期日前５年間に継続して林業を行い、育林若し

くは伐採を実施した者に限る。） 

・委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業（た

だし、素材生産については、調査期日前１年間に２００ｍ３以上の素材を生産した者に

限る。） 

 

 

0～3ha

4%
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17%
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39%

50～100ha

5%

100ha～

17%

保有山林面積規模別経営対数（352経営体）
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 ② 林業・木材産業の構造改革と入会林野等の解消 

・林産物等の安定的な供給・利用の確保を図るため、木材加工流通施設、高性能林業機械及び木

造公共建築物等の整備を進めている。 

・県内８２地区８，４９５ｈａの入会林野等を解消した（令和６年度末時点）が、今なお 

１６，５１３ｈａの入会林野等が存在する。 

 

○ 「林業・木材産業構造改革事業」及び「原木安定供給促進事業」により、木材加工流通施設、木造

公共建築物及び高性能林業機械の整備に対して支援した。 

 

令和６年度における施設整備実績 

事業名 事業種目 事業量 

林業・木材産業構造改革事業 木材加工流通施設整備 1 施設 

原木安定供給促進事業 高性能林業機械等の整備 ２台 

※令和６年度実績には、令和５年度繰越事業を含む。 

 

 

○ 入会林野近代化法に基づく権利関係の近代化と整備後の土地における農林業上の利用を促進して

いる。 

       入会林野等整備事業による整備実績               

区 分  

年 度 

整備手続中 整備完了 

箇所数 面  積 地区数 面  積 

Ｓ４３～Ｒ６ ５７ ４，８０９ha ８２ ８，４９５ha 

 

（資料：森林・林業経営課） 
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 ③ 県行造林 

・経営面積は３，４０９ｈａで、県内１４市町、３３箇所に設置している。（令和７年度末） 

・第１２次三重県県行造林経営計画（令和５～令和９年度）において「木材生産と環境保全

の調和した森林の形成」を基本理念として経営を行っている。 

 

○ 県行造林地は、県内の１４市町に３３箇所設置しており、その経営面積は、令和７年度末時

点で３，４０９ｈａとなっている。このうち、スギとヒノキの人工林の面積は、２，６２４

ｈａ（７７％）となっている。 

○ スギとヒノキの人工林の資源構成は、間伐や除伐など保育を必要とする林分はわずかとなっ

ており、利用が可能な林分が７９％を占めている。 

○ 木材価格の長期低迷等から、立木の販売による収入は見込めない状況となっている。 

○ 現在は、令和５年度から令和９年度までを計画期間とする、第１２次三重県県行造林経営計

画により維持管理を行っている。 

県 行 造 林 地 の 設 置 状 況     （令和７年度末） 

県 行 造 林 の 種 類 契 約 件 数 面積(ha) 契 約 期 間 分 収 率 備 考 

模 範 林 １２ １，０１５ Ｍ39～Ｒ45 

県：土地 

９ ： １ 

５ ： ５ 

６ ： ４ 

 

初代木 

二代木 

三代木 

大 礼 記 念 林 ５ ４８２ Ｓ５～Ｒ42 
５ ： ５ 

６ ： ４ 

初代木 

二代木 

紀 元 ２ ６ ０ ０ 年 記 念 林 １０ ６２３ Ｓ25～Ｒ55 ５ ： ５  

講 和 記 念 林 ８ ４２６ Ｓ28～Ｒ28 ５ ： ５  

皇太子殿下御成婚記念林 ５ １８０ Ｓ37～Ｒ28 ６ ： ４  

県 庁 舎 落 成 記 念 林 ７ ３４０ Ｓ41～Ｒ37 ６ ： ４  

県 政 １ ０ ０ 年 記 念 林 ３ ３４３ Ｓ52～Ｒ42 ６ ： ４  

計 ５０ ３，４０９    

                                                                          （資料：治山林道課） 

県 行 造 林 事 業 の 実 績【面積(ha)】 

区     分 主 伐 
単       層       林 複    層    林 

造  林 下  刈 除 間 伐 枝  打 造成 樹下植栽 下  刈 

第 6 次経営実績 

(H5～H9) 
38.36 － 83.05 1,679.55 261.20 － 3.00 34.20 

第 7 次経営実績 

(H10～H14) 
－ － 7.54 915.75 158.99 － － － 

第 8 次経営実績 

(H15～H19) 
－ － － 517.02 59.56 － － － 

第 9 次経営実績 

(H20～H24) 
－ － － 1,106.98 － － － － 

第 10 次経営実績 

(H25～H29) 
－ － － 60.89 － － － － 

第 11 次経営実績 

(H30～R4) 
－ － － 46.66 － － － － 

第 12 次経営実績 

(R5～R9) 
   39.56     

（資料：治山林道課） 
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④ 林業金融  

・日本政策金融公庫資金の貸付実績は６件、約２億１,２００万円。（令和６年度）  

・林業・木材産業改善資金の貸付実績はなかった。（令和６年度）  

・木材産業等高度化推進資金の貸付実績は１３件、約３億８,４００万円（令和６年度） 

 

○ 令和６年度の日本政策金融公庫の貸付金額は、前年より大きく増加し、約２億１,２００

万円であった。（貸付主体：日本政策金融公庫）  

○ 令和６年度の林業・木材産業改善資金の貸付実績はなく、令和６年度末現在の貸付残高

は、３,８２３万円となった。（貸付主体：三重県）  

なお、当資金は、林業・木材産業経営の改善を目的として新たな取組みを行うに当たっ

て必要な中・短期の資金を無利子で貸し付けるものである。  

○ 令和６年度の木材産業等高度化推進資金の貸付枠は約６億２,０００万円で、貸付実績は

約３億８，４００万円であった。当資金の貸付は全て短期資金で、木材の生産事業者及

び流通事業者の運転資金に利用されている。  

                （貸付主体：民間金融機関（三重県との協調融資））  

 

林 業 関  係 資 金  貸 付 実 績  の 推 移  

（１）日本政策金融公庫資金                単位：件、百万円                               
 

 

 

（２）林業・木材産業改善資金                          単位：件、百万円  

 

 

（３）木材産業等高度化推進資金              単位：件、百万円  

 

（資料：森林・林業経営課） 

年度 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 

件数 2 2 11 6 13 7 6 4 6 

金額 4 12 751 128 341 95 36 25 212 

年度 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 

件数 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

金額 0 22 80 0 0 0 0 0 0 

年度 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 

件数 20 19 17 11 13 10 15 15 13 

金額 408 384 409 221 357 315 478 578 384 
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（５）企業の森 

・令和６年度に県がマッチングを行った「企業の森」は２箇所である。 

 

○ 県では、企業やボランティア等さまざまな主体による森林整備を進めており、令和

６年度は、新たに２箇所の「企業の森」が誕生した。 

○ これまでにマッチングした「企業の森」は６５箇所となり、そのうち３２箇所が活動中

である。 

【企業の森一覧】                          令和７年３月末 

開始年度 企業名（活動地） 面積(ha) 

平成18年 シャープ㈱三重工場(多気町) 2.17 

平成19年 損害保険ジャパン日本興亜㈱(津市) 0.41 

平成20年 ㈱百五銀行(津市) 0.54 

平成21年 エレコム㈱（尾鷲市）、三菱重工サーマルシステムズ㈱(紀北町) 18.70 

平成22年 
住友理工㈱(松阪市)、清水建設㈱(松阪市)、ＮＴＮ㈱桑名製作所(桑名市) 

ＮＴＴ西日本㈱三重支店(津市) 
14.29 

平成23年 エレコム㈱(志摩市) 8.15 

平成26年 味の素ＡＧＦ㈱(亀山市)、TOYO TIRE㈱桑名工場(東員町) 21.65 

平成28年 東邦ガス㈱(大台町) 0.62 

平成29年 
トヨタ車体㈱(いなべ市)、㈱コメダ(菰野町)、井村屋グループ㈱(津市) 

㈱ホンダロジスティクス(菰野町) 
46.60 

平成30年 ㈱百五銀行(多気町)、㈱エイチワン(亀山市)、㈱ＮＴＴドコモ東海支社(菰野町) 7.11 

令和元年 ㈱宇城組(御浜町)、北越コーポレーション㈱紀州工場(紀宝町) 13.64 

令和２年 横浜ゴム㈱三重工場（度会町） 2.66 

令和３年 ㈱鈴鹿（菰野町） 4.50 

令和４年 ㈱ダイダン（菰野町）、（公財）ニッセイ緑の財団（津市） 6.96 

令和５年 
本田技研工業㈱（菰野町）、テイ・エス・テック㈱鈴鹿工場(菰野町) 
読売リサイクルネットワーク（多気町）、オムロン ヘルスケア㈱（松阪市） 

8.86 

令和６年 ㈱トーエネック（津市）、住鉱潤滑剤㈱（いなべ市） 148.72 

計 32箇所 305.58 

活動終了 

㈱百五銀行(津市)、トヨタ車体㈱(いなべ市)、プリマハム㈱(伊賀市) 、全労済三重県本部(津市)、ネッツ

トヨタ三重㈱(松阪市)、シャープ㈱亀山工場ほか(亀山市)、㈱ＬＩＸＩＬ(伊賀市)、 三重中央開発㈱(伊賀

市)、北越紀州製紙㈱紀州工場(熊野市)、四日市西ライオンズクラブ(菰野町)、住宅情報館㈱(松阪市)、

ＪＡバンク三重(津市、名張市)、 中部電力＆ＮＰＯ中部リサイクル運動市民の会(菰野町)、津商工会議

所(津市)、㈱百五銀行(津市)、横浜ゴム㈱三重工場(大紀町)、㈱第三銀行(松阪市)、㈱東芝(四日市

市)、テイ・エス・テック㈱鈴鹿工場(桑名市)、トヨタ車体㈱(いなべ市)、㈱百五銀行(伊勢市)、生活協同組

合コープみえ(津市) 、ＪＡバンク三重(津市)、 (一財)セブン-イレブン記念財団(津市)、㈱エイチワン(亀

山市)、北越紀州製紙㈱紀州工場(紀宝町)、楽天㈱(菰野町)、ＪＡバンク三重(大台町)、本田技研工業㈱

(亀山市)、ＪＡバンク三重(菰野町)、(公財)イオン環境財団(松阪市)、ＪＡバンク三重(大紀町) 

33 箇所 

   （資料：みどり共生推進課） 
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（６）担い手の確保・育成 

① 認定林業事業体 

 

・認定林業事業体は４９事業体（令和６年度末） 

 

 

○ 林業就業者を雇用する事業体のなかでも、平成８年の「林業労働力の確保の促進に関 

する法律」に基づいた事業体改善計画を設けて、募集方法の改善、労働環境の改善、 

高性能林業機械等による作業の効率化を進めている事業体を認定林業事業体として 

位置づけている。 

○ 令和６年度に３事業体が認定（うち更新２）されたこと及び２事業体が認定を取り下  

げたことから、令和６年度末には４９事業体となっている。 

 

② 林業就業者 

・令和６年度の新規就業者は２２人で、すべて若年層※１となっている。 

・林業新規就業者の３年後定着率※２は５７％となっている。（令和４年度就業者） 

・令和２年の林業就業者数は ９３０人となっている。（令和２年国勢調査） 

  ※１）若年層とは、４０歳未満の就業者数 

  ※２）３年後定着率とは、令和４年度就業者のうち令和７年４月１日現在定着している者の割合 

 

○ 国勢調査によると、三重県の林業就業者数は昭和５５年には３，９１２人であったが、 

平成２年に２，７１８人、平成１２年に１，６７２人、平成１７年は１，０４７人と 

年々減少し、平成２２年の調査で１，２５５人と増加に転じたが、令和２年の調査 

では、９３０人と再び減少した。 

○ 林業新規就業者は、ここ数年３０人程度で推移していたが、令和６年度は２２人と減  

 少した。また、新規就業者の３年後定着率は、令和２年度就業者の６８％から令和３ 

年度就業者の８１％へと上昇していたが、令和４年度就業者は５７％へと減少した。 

○ 平成３１年４月に開講した「みえ森林・林業アカデミー」において、新たな視点や多

様な経営感覚を持った林業人材の育成等に取り組んでいる。 

 ○ 首都圏等での就業相談会やセミナー、高校生を対象とした職場体験研修や就業相談会

などを開催し、林業への新規就業者の確保に取り組んでいる。 

○ 林業分野における福祉事業所との連携を進め、障がい者就労などを促進することで、

新たな担い手の確保や障がい者の活躍の場の創出に取り組んでいる。 

 

           林 業 新 規 就 業 者 の 年 次 別 推 移              (人) 

年    度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

新規学卒就業 12 6 4 5 4 4 6 7 4 11 7 6 5 9 6 

U ターン就業 11 0 5 1 8 1 6 9 16 16 13 18 6 18 2 

新 規 参 入 34 35 33 35 28 36 37 20 18 10 11 12 17 7 14 

合計 57 41 42 41 40 41 49 36 38 37 31 36 28 34 22 
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③ 林業労働災害 

・令和７年の林業労働による死亡災害は０人、休業４日以上の災害は２９人であった。 

・令和７年度は２８１人が特殊健康診断を受診した。そのうち区分Ｃ判定は１人であった。 

・林業作業現場延べ７０箇所の巡回指導を実施した。 

 

○ 林業労働災害の発生状況は長期的には減少傾向であるが、令和７年において、休業４日以

上の災害は２９人と令和６年と同数であった。 

○ チェンソー等の振動機器の使用による振動障害予防のため、特殊健康診断の受診促進に努

めており、令和７年度における受診結果としては、受診者２８１人のうち、Ａ判定（異常

なし）が２００人、Ｂ判定（要経過観察）が８０人、Ｃ判定（療養の必要あり）は１人で

あった。 

○ 令和７年度における特殊健康診断の受診者数は２８１人となっており、林業就業者数９３

０人（令和２年国勢調査）の３０．２％にあたる。 

○ 令和７年度には、安全衛生指導員の新規養成研修を実施するとともに、造林１４、素材生

産２２、製材３４の作業現場計７０箇所の巡回指導を行い、作業の安全指導を行った。 

 

 

労  働  災  害  発  生  件  数     ( 三重労働局資料 )        (人) 

林業労働災害発生状況 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

休業 4 日以上の災害 47 44 36 54 36 35 26 41 35 27 25 29 29 

死    亡    災    害 2 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

    ※R7 の労働災害発生件数は速報値による 

 

           特殊健康診断の受診者数と受診結果の推移                  (人) 

年            度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

特殊健康診断受診者数 317 317 300 316 330 338 332 340 325 313 306 317 281 

 内、A 判定 292 305 287 308 326 335 321 251 222 224 239 211 200 

 内、B 判定 25 12 13 8 4 3 10 88 103 89 65 106 80 

 内、C 判定 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 

   注意）A 判定：異常なし   B 判定：要経過観察   C 判定：療養必要 

      調査対象は、一般労働者が対象。ただし、一人親方を除く。 

 
（資料：森林・林業経営課） 
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④ 林業従事者対策基金事業 

・林業従事者の確保・育成を図ることを目的に、平成６年３月に創設された。 

・基金造成額は約１２．４億円（令和７年３月末現在） 

 

○ 林業従事者の就業条件を整備し、若年林業従事者の安定的な確保育成を図ることにより、森

林の有する公益的機能の維持・増進を推進し、林業の発展に資することを目的として（財）

三重県林業従事者対策基金が平成６年３月に設立された。その後の組織統合により、平成 

１３年４月から（公財）三重県農林水産支援センターで業務を実施してきたが、令和４年４

月に、（公社）みえ林業総合支援機構に基金及び業務が移管された。 

○ 令和６年度には、新規参入者への定着奨励金の支給、林業従事者の就労条件整備・充実のた

めの経費助成、安全衛生用具等の購入助成、高性能林業機械等の導入・リース・レンタル助

成などを行った。 

 

                      林 業 従 事 者 対 策 基 金 事 業 の 実 績        (千円) 

区              分 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

森林・林業普及啓発事業 1,000 1,109 1,114 1,104 786 2,111 2,111 1,716 2,116 2,092 

雇用安定確保事業 4,514 3,372 3,207 2,795 3,487 2,460 2,307 2,377 2,140 1,710 

福利厚生充実事業 10,020 10,500 11,340 10,540 11,320 10,820 10,460 10,360 10,240 9,700 

労働安全衛生確保事業 23,288 22,311 26,909 29,642 28,945 34,767 37,440 29,771 25,021 27,151 

林業就業者育成研修事業 192 124 272 140 600 80 100 24 136 24 

合   計 39,014 37,416 42,842 44,221 45,138 50,238 52,418 44,248 39,653 40,677 

 

                           （資料：森林・林業経営課） 
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（７）林道・森林作業道の整備 

・令和６年度末の林道整備水準は、民有林林道整備計画（令和３年度～令和７年度）におけ

る開設目標の５０．３％となっている。 

 

○ 林道開設延長は、令和６年度は２．５ｋｍとなり、総延長１，９２７ｋｍ（自動車道： 

１，６９５．０ｋｍ、軽車道：２３２．１ｋｍ）、林道密度５．５ｍ／ｈａ（自動車道： 

４．９ｍ／ｈａ）となった。 

 ○ 林道舗装延長は、令和６年度は２．８ｋｍとなり、総延長８８２．５ｋｍ、舗装率 

４５．８％となった。 

 ○ 森林作業道開設延長は、令和６年度は６９．５ｋｍとなり、総延長１，６４９．８ｋｍ、

作業道密度４．７ｍ／ｈａとなった。 

  

                林道の整備目標に対する整備実績 

 区       分 
整  備  目  標                     

（令和３～７年度） 

 令 和 ６ 年 度 末 

整備済延長 達 成 率 

 林道開設延長  １３，２５１ ｍ ６，６６７ ｍ ５０．３％ 

       （資料：治山林道課） 

 

※ 令和６年度の林道開設及び総延長については、令和７年３月３１日時点で「林道台帳」に

登載されている自動車道および軽車道の延長を表している。 

（林道の中には、市町道に昇格する路線もあり、この場合、林道台帳から削除しているため、

過去の実績値から減少することがある。） 
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（８）機械化の推進 

 

・タワーヤーダ、スイングヤーダ、フォワーダ、プロセッサなど高性能林業機械は県内

に２０６台導入されている。（令和６年度末現在） 

 

 

○ 素材生産における高い生産性と低廉な生産費を実現するため、スイングヤーダや  

フォワーダ、プロセッサなどの高性能林業機械の普及・定着を促進している。  

○ 県内では、タワーヤーダ１４台、スイングヤーダ２３台、スキッダ６台、ハーべスタ 

１８台、プロセッサ２７台、フォワーダ５５台、その他の高性能林業機械６３台が保有

されている。 

 

 

林 業 機 械 の 保 有 台 数 の 推 移           （単位：台） 

機械名 H27 H28 H29 H30 R1 R2   R3 R4 R5 R6 

集  材  機 369 350 347 304 278 105 105 105 92 100 

タワーヤーダ 11 10 10 11 12 13 12 13 14 14 

スイングヤーダ 19 21 22 23 23 23 24 21 24 23 

スキッダ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

ハーべスタ 8 7 9 13 15 15 15 15 15 18 

プロセッサ 18 17 18 21 21 20 20 20 21 27 

フォワーダ 37 39 43 43 47 46 48 48 49 55 

その他の高性

能林業機械 
3 3 5 5 6 9 14 20 32 63 

                                                  

（資料：普及・森林教育課）  
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（９）森林組合活動の推進 

①  主要事業の状況 

 

・ 県内森林組合（１０組合）の剰余金は３３億２，７４６万円、前年度比８．２％の増

加となっている。（令和６年度） 

                                 

 

〇 令和６年度末の森林組合数は１０組合で、役員数は１組合平均１４人である。 

〇 １組合平均の払込済出資金は８，１６３万円（全国平均９，０３３万円、令和５年度末）

となっている。 

〇 組合員所有森林面積は民有林総面積の４９％を占めている。 

〇 新植事業は５７ｈａ、保育事業は２，５５７ｈａを実施しており、林産事業の生産販売

及び受託生産量は４７，８２２ｍ3 となっている。 

 

            森  林  組  合  の  概  要      （令和６年度末） 

区  分 

設 立 

組合数 

組 合 

員 数 

 

（人） 

役員数 

 

（人） 

払込済 

出資金 

 

（千円） 

組 合 員 

所有森林 

面   積 

(ha) 

 

剰余金 

 

（千円） 

木 材 

取 扱 

数 量 

（ｍ3） 

雇 用 

労 働 

者 数 

（人） 

県 全 体 10 19,313 138 816,275 172,137 3,327,464 17,991 245 

１組合当たり －  1,931 14 81,628 17,214 332,746 1,799 25  

          （資料：森林・林業経営課） 

 

森 林 組 合 の 事 業 

 区    分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

販売事業 
販売金額 千円 225,357 294,087 357,393 323,364 263,286 

木材・立木取扱量 ｍ3 31,620 21,667 21,320 18,147 17,991 

林産事業 
生産・受託金額 千円 782,901 420,842 644,569 566,655 476,413 

販売・受託生産量 ｍ3 59,823 46,316 53,585 50,527 47,822 

加工事業 
加工・受託金額 千円 781,645 941,059 905,084 928,324 882,085 

製材品取扱量 ｍ3 8,066 9,563 6,421 4,581 5,739 

購買事業 

販売金額 千円 145,715 160,185 123,121 147,146 117,580 

販売 
山行苗木 千本 100 98 76 48 45 

肥料 ｋｇ 994 955 1,737 1,970 1,440 

森 林 造 

成 事 業 

取扱高 千円 2,055,790 2,380,064 2,288,856 2,525,392 2,444,760 

面積 
新植 ｈａ 68 51 57 72 57 

保育 ｈａ 2,605 2,954 2,782 3,073 2,557 

利用・福利厚生事業 千円 428,968 447,019 471,940 593,279 583,084 

金融事業 

期末貸付残高 千円 38,304 37,344 31,873 29,022 13,465 

資金 
中金資金 千円 1,787 1,576 0 1,144 992 

公庫資金 千円 528 235 1,362 0 0 

                                 （資料：森林・林業経営課） 
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 ② 広域合併の推進 

 

・平成２年度以降、市町村の区域を超える広域合併を推進してきた結果、令和６年度末に

おける県内の森林組合数は１０で、うち６の広域森林組合が設立されている。 

・未合併の地域は、北勢第一地域のみである。 

                                  

 

            森  林  組  合  数  の 推 移      （令和６年度末時点） 

年      度 S62 H4 H9 H14 H19 H24 H29 R3 R4 R5 R6 

森林組合数 43 28 13 11 11 10 10 10 10 10 10 

うち広域組合 1 4 9 9 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

            広 域 森 林 組 合 の 推 進 状 況    （令和７年３月現在） 

区分名称 森林組合名 被合併森林組合名 
広域合併

年月日 
包 括 市 町  

北勢第一   石 榑 － － いなべ市（一部） １ 

北勢第二 ◎鈴 鹿 関町、亀山 H4.2.1 亀山市、鈴鹿市  ２ 

中 勢 中 勢 

美里村、一志町 

白山町、嬉野町 

美杉村、榊原 

S47.6.30 津市       １ 

櫛田川 松阪飯南 松阪市、みえ中央 H13.4.2 松阪市      １ 

宮川第一 ◎宮 川 
宮川村、大台町 

勢和村 
H4.4.1 大台町、多気町、明和町 ３ 

宮川第二 大 紀 
大宮町、紀勢町 

大内山村 
H3.3.29 大紀町      １ 

伊勢志摩 ◎いせしま 

伊勢市、わたらい 

磯部町、南島町 

南勢町 

H6.4.1 

伊勢市、鳥羽市、志摩市、 

南伊勢町、度会町、玉城町 

   ６ 

伊 賀 ◎伊 賀 

上野市、名張市 

伊賀町、青山町 
大山田村、島ヶ原村  

H8.4.1 伊賀市、名張市  ２ 

尾 鷲 ◎おわせ 
尾鷲、南尾鷲 

紀北、海山町 
H8.4.1 尾鷲市、紀北町  ２ 

熊 野  ◎三重くまの 熊野市、紀南 H24.4.2 熊野市、御浜町、紀宝町 ３ 

計 １０組合   ２２市町 

  注）◎印：広域森林組合（複数の市町を区域とする組合） 

 

 

（資料：森林・林業経営課） 
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２  県産材産地化体制の推進 

（１）県産材の需要拡大 

   ①  木 材 需 給 

・外材を含む木材の需要量は３３３千ｍ3 

・木材の供給量に占める県産材の割合（自給率）は５９．２％ 

・新設住宅着工戸数は７，７５１戸、うち木造住宅は５，７９３戸(木造率７４．７％) 

 

○ 木材の需要量は令和元年から減少傾向にあり、令和６年は前年比３．５％減の３３３

千ｍ3となった。 

〇 木材供給量（３３３千ｍ3）の内訳は、県産材１９７千ｍ3、県外材８３千ｍ3、外材５

３千ｍ3であり、自給率は５９．２％であった。 

○ 新設住宅着工戸数は、平成２１年に大きく減少し、以降１万戸前後で推移していたが、 

令和６年は前年比１６％減の７，７５１戸となった。木造住宅着工戸数は前年比４．

７％減の、５，７９３戸であった。 
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（木造率％）

（年）

（千戸数） 新設住宅着工戸数の推移
非木造 1,958戸

木造 5,793戸

木造率 74.7％

R6 年 計 333 千 m3 

(資料：農林水産省「木材統計」、国土交通省「建築着工統計調査報告」) 

R6 年 計 7,751 戸 
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三重県木造設計セミナーの様子 

みえの木製品コンテスト２０２５ 

デイリーユース部門 最優秀賞： 

木製システム家具 イキクッカヒノキ 

②  木材の利用推進 

県では、品質や性能の明確な製材品の生産拡大、大消費地等での販路開拓や公共建築物

等への利用拡大による県産材の需要拡大に取り組んでおり、令和６年度の県内の製材・合

板需要に占める県産材の割合は５４．６％となった。 

令和３年度には「三重の木づかい条例」及び「みえ木材利用方針」が施行され、公共建

築物等における木材利用の推進だけでなく、県民の日常生活や事業活動においても積極的

に木材利用に取り組んでいくこととしている。 

 

◎ 令和７年度の主な取組 

（１）建築物における取組 

・中大規模建築物や非住宅等の木造設計を行える人材 

（建築士等）の育成を図るため、県内の建築士や建築 

関係事業者等、公共建築物の整備に関わる県・市町の 

職員を対象に「三重県木造建築設計セミナー」を開催 

した。 

・優良な県産材のＰＲと利用拡大を図るため、県産材を 

目に見える形で活用した魅力的な建築物の建築主、設 

計者及び施工者を表彰する「みえの木建築コンクール」 

を開催した。 

・県内の非住宅建築物における木材の需要拡大を目指し 

て、木造非住宅建築物の建築主に対し、設計費の一部 

を支援する「木造非住宅設計支援事業」を実施すると 

ともに、構造材に県産材を利用する際の購入経費を支 

援する「みえの木づかい×ゼロカーボン推進事業」を 

創設した。 

・住宅等における県産材の利用拡大を図るため、工務店、 

建築設計士等と連携し、消費者に県産無垢材等の良さ 

をＰＲするイベントを開催した。 

・県内の公共建築物等の木造・木質化を推進するため、公共建築物等の計画、設計等

に係る市町や事業者向けの相談窓口を設置し、県内の公共建築物等における県産材

の利用拡大に向けたアドバイスを行った。 

・「令和７年度公共建築物等への県産材利用事例集」を作成し、県・各市町の営繕担当、

教育委員会等に配布した。 

・森林環境譲与税の導入等により都市部において見込まれる木材需要を獲得するため、

建築、建材関係の展示会に出展し、県産材製品のＰＲを行った。 

 

（２）日常生活や事業活動における取組 

・民間の事業活動の中での「木づかい」の意識の広まり 

を受けて、民間事業者の自発的な「木づかい」の取組 

を促進する仕組みである「三重県『木づかい宣言』事 

業者登録制度」を推進し、令和８年１月までに６１事 

業者を登録した。 

・木づかいの気運の醸成に向けて、日常生活や事業活動 

における木材利用を推進するため、魅力的な木製品を 

表彰し、広く県民にＰＲする「みえの木製品コンテス 

ト」を開催した。 

 

第４回みえの木建築コンクール 

非住宅部門 知事賞： 

第２名古屋三交ビル 
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（２）木材の加工・流通 

 

・製材工場数は１５２工場で全国第３位 

・製材品の出荷量は前年比１１．１％減の１０４千ｍ３ 

 

 

○ 製材工場数は年々減少しており、令和６年は前年比５．０％減の１５２工場となった。

そのうち出力階層が７５ｋｗ未満の小規模な工場は１０２工場と、全工場の６７％を

占める。 

○ 令和６年の製材用素材の入荷量は、１７７千ｍ３で前年に比べ６．０％増加し、製材品

出荷量は、１０４千ｍ３で前年に比べ１１．１％減少した。  

○ 全国でも有数の国産材集散地である松阪地域において、木材流通・加工の総合的な拠

点となっている松阪木材コンビナートでは、市場、製材工場、内装材加工工場、プレ

カット加工工場、需要拡大施設、チップ工場、販売施設等の各施設が稼働している。 
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（３）木質バイオマスの利用促進 

・「再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度」（ＦＩＴ制度）による木質バイオマス発電所 

は県内で７箇所稼働している。 

 

平成２６年１１月に県内初となる木質バイオマス発電所が稼働し、以降、平成２８年に２箇

所、平成３０年、令和２年、令和４年にそれぞれ１箇所、さらに令和６年１０月に１箇所が稼

働し、現在７箇所の間伐材等を燃料とする木質バイオマス発電所が稼働している。 

 

県内の木質バイオマス発電所 

事業者 市町 
発電出力 

(稼働年月） 
主要燃料 計画量(t/年) 備考 

三重エネウッド株式会社 松阪市 
5,800kW 

（H26.11） 
間伐材等 
一般木材 

73,000 
 

株式会社 
中部プラントサービス 

多気町 
6,750kW 
(H28.6) 

間伐材等 
一般木材 

85,520 
 

多気町 
1,990kW 
(R4.10) 

間伐材等 
一般木材 

28,400 
 

株式会社 
グリーンエナジー津 

津市 
20,100kW 
(H28.7) 

間伐材等 
一般木材 

PKS 

 
142,650 

 

PKSは輸
入材 

バイオマスパワーテクノ
ロジーズ株式会社 

松阪市 
1,990kW 
(H30.1) 

間伐材等 
一般木材 
建築廃材 

 
30,000 

 
 

中部電力（株） 
四日市バイオマス発電所 

四日市市 
49,000kW 
(R2.5) 

木質ﾍﾟﾚｯﾄ 
PKS 

220,000 
全て 
輸入材 

鈴鹿バイオマス発電所 鈴鹿市 
1,990kW 
(R6.10) 

一般木材   

（資料：森林・林業経営課） 

（４）日本農業遺産の認定 

・平成２９年３月、国が創設した「日本農業遺産」に、尾鷲市・紀北町を対象地域とする

「急峻な地形と日本有数の多雨が生み出す尾鷲ヒノキ林業」の取組が認定された。 

・日本農業遺産を保全するために策定した計画に基づいて、認定地域の関係団体が連携して

システムの保全のための取組やＰＲ活動を進めている。 

 

◯認定された取組の概要 

名 称：急峻な地形と日本有数の多雨が生み出す尾鷲ヒノキ林業 

地域名：尾鷲市、紀北町地域 

主体名：尾鷲林政推進協議会 

組織構成：尾鷲市、紀北町、三重県、森林組合おわせ、尾鷲木材協同組合、海山木材協同組合、

尾鷲ひのきプレカット協同組合、尾鷲ヒノキ内装材加工協同組合 

取組概要：急傾斜地かつ多雨という地理的条件の中で、ヒノキの密植と適切な密度管理により、

強度が高く木目が美しい高品質なヒノキを持続的に生産する独自の伝統技術が発達

し、継承されている。 
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３ 技術開発の推進 

○食塩を用いたシカ誘引手法の開発 

三重県ではシカによる農林業被害が長らく問題となっており、捕獲の効率化が求められている。従

来の誘引餌には、非対象動物の誘引、腐敗による管理負担、資材費の問題、雌雄を選別できないとい

った課題がある。その中、近年、他県において食塩によりメスジカを選択的に誘引できたとの報告が

見られたことから、林業研究所において、三重県内における食塩の誘引効果について検証を行った。 

令和７年６～７月における調査結果では、食塩と土を混ぜた容器を土壌に埋設する方法（写真-1）

の場合、シカの誘引効果が高く、設置後、早期にシカに採食されることが確認された（写真-2）。今後

は設置方法の改良や長期調査を通じ、誘引効果や季節性、選択性について検討する予定である。 

 

〇ウスヒラタケの効率的生産技術の開発 

林業研究所では、市場流通量は少ないが味が良く、他の栽培きのこ類と比較して、高温でも子実体

を形成するきのこ栽培品種としてウスヒラタケを対象とし、効率的な栽培技術の開発や、生産現場で

の栽培実証試験（写真-3）を行っている。 

令和７年度は、従来の発生処理方法（以下、対照区）と比較して、３種類の省スペースで栽培可能

な発生処理方法（以下、試験区）を検討した（写真-4）。その結果、90日間の子実体発生量は、いず

れの試験区においても対照区と同程度の発生量が得られることが分かり、省スペースでの栽培の可能

性が示された。今後は、同様な試験を繰り返し行い、子実体発生量を再度確認するとともに、発生処

理方法による子実体の大きさや厚さ、発生間隔等の違いを明らかにする予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1．食塩入りの土の設置状況 写真-2．シカの誘引状況 

写真-3．生産現場での栽培実証試験状況 写真-4．林業研究所での栽培試験状況 
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４ 県民に期待される森林づくりの推進 

（１）森林の適正な保全 ～ 保安林 

 

・保安林指定面積は、１２６，６１０ｈａで県内森林の３４．０％を占める。 

 

○ 森林の中で公益的機能を十分に発揮させる森林として、保安林の指定を行っており、保安林指

定面積は年々増加している。 

○ 保安林の指定面積は、令和６年度末現在１２６，６１０ｈａとなっている。 

 

         保  安  林  の  指  定  状  況    （単位：ｈａ） 

区       分 昭 和 ５ ０ 年 度 平 成 ７ 年 度 令 和 ６ 年 度 

 総      数 ６６，７８０ ９８，２６６ １２６，６１０ 

 

水 源 か ん 養         ４５，７８６ ６０，７４８ ８０，９３８ 

土 砂 流 出 防 備         １９，７３３ ３４，８１６ ４３，１２９ 

土 砂 崩 壊 防 備         １０８ １３８ １７９ 

防 風         １８８ １７７ １７２ 

水 害 防 備         ３ － － 

潮 害 防 備         ８ ８ ６ 

干 害 防 備         ２０ ２０ ２０ 

落 石 防 止         １２ ２５ ２５ 

防 火         １３ １３ １３ 

魚 つ き         ６４０ ６３７ ６３６ 

航 行 目 標         ６ ６ ６ 

保      健 
(８４) 

－ 

(９，６９６) 

１，５９９ 

(１０，５２５) 

１，４０６ 

風 致         ２６３ ７９ ７９ 

                           （ ）書きは兼種保安林で外数 

（資料：治山林道課） 

 

（２）森林の総合利用 

・平成２０年度から「三重県民の森」及び「三重県上野森林公園」の管理運営について 

指定管理者制度を導入している。 

 

○ 「三重県民の森」は県民が広く気軽に利用できる施設として定着しており、令和６年度の利用

者は約１６万５千人であった。 

○ 「三重県上野森林公園」は平成１１年度に全面開園し、令和６年度の利用者は約１２万２千人

であった。 
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  「 三 重 県 民 の 森 」利 用 状 況                                （単位：人） 

年  次 Ｓ55～Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 累     計 

利用者数 4,951,850 182,833 183,139 159,503 164,547 5,641,872 

                                 

  「 三 重 県 上 野 森 林 公 園 」利 用 状 況                          （単位：人） 

年  次 Ｈ10～Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 累     計 

利用者数 1,577,727 113,493 116,026 119,276 121,980 2,048,502 

                                 （資料：みどり共生推進課） 

 

              主 な 森 林 総 合 利 用 施 設 の 設 置 状 況 

施   設   名 市町 施 設 の 内 容 ・ 特 徴 導 入 事 業 等 

 三 重 県 民 の 森 

 三重県上野森林公園 

 観  音  山  公  園 

思   惟   の   森 

 つつじの里 ･ 荒滝 

 三郷山生活環境保全林 

 創 造 の 森 横 山 

 東山生活環境保全林 

 八鬼山健康とゆとりの森 

 湯の口生活環境保全林 

 矢淵生活環境保全林 

 赤木城跡森林公園 

 奥伊勢フォレストピア 

 キャンプ inn海山 

 石山多目的保安林 

 三多気多目的保安林 

 音無山多目的保安林 

北打山生活環境保全林 

大峯生活環境保全林 

浅里生活環境保全林 

菰野町 

伊賀市 

亀山市 

松阪市 

松阪市 

伊勢市 

志摩市 

名張市 

尾鷲市 

熊野市 

紀宝町 

熊野市 

大台町 

紀北町 

津 市 

津 市 

伊勢市 

伊賀市 

熊野市 

紀宝町 

展望台広場、遊歩道、生産の森等 

自然学習展示施設、散策路、芝生広場等 

自然林造成、改良、遊歩道 

郷土の森、野鳥の森、体験の森、遊歩道 

遊歩道、自然林改良、渓間工 

学校の森、野鳥の森、いこいの広場、遊歩道 

四季の森、ショウブ園、花の広場、遊歩道 

自然林造成等、芝生広場、遊歩道 

さくらの森､郷土の森､ドングリの森､展望の丘､遊歩道 

自然林造成、自然林改良、遊歩道 

自然林造成、自然林改良、遊歩道 

森林公園 

林間広場、遊歩道 

バンガロー 

自然林造成、改良 

自然林造成、改良 

自然林造成、改良、作業車道 

森林造成、林相改良、遊歩道 

自然林改良、遊歩道、管理車道 

自然林改良、林相改良、遊歩道、管理車道 

県単、治山(生環林) 

県単 

治山(生環林) 

造林 

治山(生環林) 

治山(生環林) 

造林、治山(生環林) 

治山(生環林) 

造林 

治山(生環林) 

治山(生環林) 

林道(林地総) 

林道(林地総) 

林道(林地総、林構) 

治山(多目的) 

治山(多目的) 

治山(多目的) 

治山(生環林) 

治山(生環林) 

治山(生環林) 

     注） 導入事業名         生環林：生活環境保全林事業、     林地総：林業地域総合整備事業 

                        多目的：多目的保安林総合整備事業  林構：林業構造改善事業 

 

                        （資料：治山林道課、みどり共生推進課） 
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 ５ 緑化の推進  

  （１）緑化運動 

・ 緑の募金は、２０，４６１千円（令和６年）となり、前年と比べて 9.3%減少している。 

 

○ 緑化に対する県民意識は、年々高まってきており、県民の積極的な参加による「緑を守り、増や

し、育てる運動」が県内各地で展開されている。 

 ○ 緑の募金は、令和６年度の募金額が２０，４６１千円となり、前年より減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  三重県における「緑の募金」実績 (公社)三重県緑化推進協会 

 

 （みどり共生推進課） 
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緑の募金の推移
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６ みえ森と緑の県民税 

 

「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるため、平成２６年 

４月からみえ森と緑の県民税を導入し、県と市町がこの税を活用した新たな森林づくりに取り組んで

いる。 

 

◎令和６年度の主な取組 

（１） 県の取組 

  ① 災害に強い森林づくり推進事業 

・流木となる恐れのある危険木の除去を行うとともに、土砂や流木の流出を防止するために緩

衝効果のある森林の整備等を行った。（災害緩衝林整備事業、１１市町２８箇所） 

  ② 森林情報基盤整備事業 

   ・早急な整備が必要な森林の抽出等を行うため、森林資源解析（４２，６３０ｈａ）を実施し

た。 

③ 森を育む人づくりサポート体制整備事業 

   ・みえ森林教育ビジョンを実現するため、森林教育イベントや講座の開催、みえ森林ワークブ

ックの作成等に取り組んだ。（みえ森林教育ビジョン推進事業） 

 ・森林教育や森づくり活動にかかる総合窓口となる「みえ森づくりサポートセンター」を運営

し、森林教育指導者の育成や森づくり活動者への支援など、広域的・総合的なサポートを行

うとともに、県内各地で開催されるイベント等に出展して森林教育を実施した。（みえ森づ

くりサポートセンター運営事業） 

   ・「三重県民の森みえ森林教育ステーション」を運営するとともに、新たな森林教育ステーシ

ョンの認定や活用に向けた支援を実施した。（みえ森林教育ステーション整備事業） 

  ④ みんなで取り組む三重の森づくり推進事業 

・児童・生徒を対象とした「みえの森づくりポスターコンクール」のほか、森林関連イベント

「森林フェスタ」を開催するなど、県民が森を育む意識を醸成した。 

・企業・ＮＰＯ・教育機関・行政などで構成する「三重の森づくりネットワーク」を新たに構

築し、各主体の交流を通じて「三重の森づくり運動」を展開し、全国植樹祭の令和１３年招

致に向けた気運を醸成した。 

⑤ 生物多様性推進事業 

・生物多様性の推進に必要な基礎的な情報収集のほか、「三重県レッドデータブック２０１５」

の改訂に向けて、生息状況調査やレッドリストの作成に取り組むとともに、自然観察会や調

査体験会等を通じて生物多様性の重要性について普及啓発した。また、専門家派遣により自

然環境保全活動を支援した。 

  ⑥ 森林とふれあう自然公園環境整備事業 

・自然公園の園地や自然歩道等において、自然観察ツアーを開催するとともに、ツアー参加者

による歩道整備やベンチ等の修繕を実施した。また、生活環境保全林を森林教育のフィール

ドとして活用するため、施設の再整備を行った。  
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⑦ みえ森と緑の県民税制度運営事業 

・令和５年度事業の成果について、成果発表会や成果報告書により、県民の皆さんに積極的に

周知したほか、テレビ、ラジオ、インターネットなど、さまざまな媒体を活用した普及啓発

活動に取り組んだ。また、第三者から構成される「みえ森と緑の県民税評価委員会」を運営

した。 

 

（２）市町の取組 

① みえ森と緑の県民税市町交付金（基本枠、加算枠）事業 

 ・全ての市町において、みえ森と緑の県民税の２つの基本方針と５つの対策に沿って、地域の

実情に応じ、創意工夫した１１２の事業に取り組んだ。 

基本 

方針 
対策区分 内容 市町数 事業数 

事業費 

（千円） 

災
害
に
強
い 

 
 
  

森
林
づ
く
り 

土砂や流木による被害
を出さない森林づくり 

・渓流沿いの森林整備、流倒木の伐採・撤去 3 3 32,696 

暮らしに身近な 
森林づくり 

・里山や竹林の整備 
・人家裏や道路沿いの危険木の除去 
・病虫被害木の伐倒駆除や防除 など 

21 31 112,528 

県
民
全
体
で
森
林
を 

 
 
 
 

支
え
る
社
会
づ
く
り 

森を育む人づくり 
・学校等における森林環境教育 
・森林教育に関する体験イベントや講習会開催 
・森づくりに関する啓発イベントの開催 など 

19 31 29,983 

森と人をつなぐ 
学びの場づくり 

・学校等の教育施設への木製備品の導入 
・幼稚園や保育園への木製遊具の導入 
・学校等の教育施設の木質化 など 

17 28 75,315 

地域の身近な水や 
緑の環境づくり 

・市町による森林公園等の整備 
・公園等への東屋や木製ベンチの設置 
・森林公園等の整備を行う住民活動への支援 など 

13 19 110,504 

 合 計  - 112 361,026 

 

  ② みえ森と緑の県民税市町交付金（連携枠）事業 

    ・「災害緩衝林整備事業」の整備範囲の森林と一体的に整備することで防災機能をより強化で

きる森林等を対象に、森林整備を実施した。(流域防災機能強化対策事業、１２市町約２５４

ｈａ） 

    ・台風等の倒木被害によりライフラインを寸断する恐れのある樹木の事前伐採を実施した。 

（災害からライフラインを守る事前伐採事業、１０市町３，９５１本） 

    ・県民が森林や木に親しみ、森づくり活動に関心や理解を深めてもらうことを目的に、植樹活

動を実施した。（県民参加の植樹祭事業） 
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７ 伊勢志摩国立公園指定８０周年に向けて 

・令和８年１１月に迎える伊勢志摩国立公園指定８０周年に向け、同国立公園が持つ美しい自

然景観や歴史・文化、自然公園施設等を活かした取組を推進している。 

 

○ 伊勢志摩国立公園指定８０周年に向けた令和７年度の取組 

令和８年１１月に迎える伊勢志摩国立公園指定８０周年に向け、同国立公園が持つ美しい自然景

観や歴史・文化、自然公園施設等を活かした取組を進めるとともに、「伊勢志摩国立公園ステップ

アッププログラム２０２５」を推進するための取組を行った。 

 

① 伊勢志摩国立公園指定８０周年に向けた気運醸成 

令和７年５月２３日には関係行政機関・観光団体等からなる伊勢志摩国立公園指定８０周年

記念事業実行委員会が設立された。また、地域の方々が伊勢志摩国立公園の自然や文化を再認

識していただけるよう、令和７年１１月２０日には第８回目となる「石原円吉賞」※の表彰を行

い、講演会を開催するとともに８０周年記念広報媒体（ポスター、ロゴマーク、PR大使イラス

ト）の制作発表を行った。 

※石原円吉賞：伊勢志摩国立公園の保全や活用に継続して取り組んでいる個人・団体を表彰するもので、平成 30年度に一般                              

       一般財団法人伊勢志摩国立公園協会が創設 

      

記念広報媒体制作発表         ロゴマーク        PR大使ラッコのメイちゃん 

 

② エコツーリズムの推進 

  自然体験事業者や観光関係団体、農林漁業者等を構成員とする伊勢志摩国立公園エコツーリズ

ム推進協議会が、伊勢志摩国立公園アクセシブルアドベンチャーツアー展開事業（環境省補助）

を実施し、ツアー商品の開発や提供する仕組みづくり行うとともに、アクセシビリティ―向上に

むけた人材育成のための研修会を行った。また、８０周年に向けたプレイベントとして令和８年

３月１４日に地域の子供たちを対象にした里海里山体験フェスタを実施した。 

 

③ 快適な利用環境の整備 

ビューポイントとして選定した桐垣展望台（志摩市）の転落防止柵改修、浅間山展望台（志摩

市）の四阿改修を行った。また、近畿自然歩道（伊勢市）において立水栓の設置を行った。 

              

○ 今後の対応 

伊勢志摩国立公園指定８０周年記念事業の実施及び新たに策定される「伊勢志摩国立公園ステッ

プアッププログラム２０３０」の推進に向けて国内外からの誘客拡大を図るため、関係団体・関係

行政機関等と連携しながら自然体験コンテンツのブラッシュアップやイベントの実施、情報発信の

実施に取り組むとともに、来訪者が安心・安全に利用し、当該国立公園がナショナルパークとして

親しみや魅力を実感してもらうため自然公園施設の整備等に取り組んでいく。 
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８ スマート林業の実現 

・林業は、急峻かつ広大な森林を対象とし、造林から育成まで長い年月がかかり、重量がある立木

を収穫するという特徴を有している。林業労働力の不足が懸念される中、クラウド技術による情

報共有や、ドローンを含むロボット技術、ＡＩ・ＩＣＴ等の先端技術を活用し、１人当たりの生

産性を向上させるとともに、労働安全の確保、雇用形態の安定化などによる担い手の確保・育成

が重要となっている。 

 

（１）航空レーザ測量の実施 

 【目的】 

航空レーザ測量により得られる森林資源情報を用いて、効率的な森林管理を促進するとともに、災

害発生の危険性の高い地域等を客観的に把握し、災害に強い森林づくりを効果的に進める。 

  また、得られた森林資源情報を市町と共有することで、市町による森林の適正な管理を促進する。 

 【令和７年度の取組概要】 

 ・航空レーザ計測（レーザ照射点密度４点／ｍ２)  

  三次元計測データ、グリッドデータ、写真地図データ、等高線データ等を作成 

・森林資源解析 

  林相区分データ作成、単木解析、林分解析（平均胸高直径、平均樹高、平均形状比、立木本数密度、

収量比数等）データ作成 

【実績（令和６年度末時点）】 

・航空レーザ計測 ２，１９５ｋｍ２ 

 （桑名市、四日市市、いなべ市、菰野町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、大台町、度会

町、南伊勢町、大紀町、伊賀市、名張市、紀北町、尾鷲市、御浜町、紀宝町） 

・森林資源解析 ３，２９１ｋｍ２ 

 

（２）コア技能者の育成等による林業の安全性・生産性向上の取組 

【目的】 

スマート林業の現場実装をより一層加速化するため、各地域の林業事業体において、ＩＣＴ等の技

術の精通者となるコア技能者を育成し、ＩＣＴ等の技術を活用した省力化、生産性、安全性及び快適

性の向上を図るとともに、スマート林業の導入に取り組む事業者を支援する。 

【令和７年度の取組概要】 

各地域から選定された林業事業体６名を対象にＩＣＴ等の技術の向上に向けた研修会を開催する

とともに、令和４年度に設置した「みえスマート林業推進協議会」において、先進的な知識を県内の

林業関係者間で共有し普及を図った。 

      

 

 
みえスマート林業推進協議会の開催 コア技能者向け研修会の開催 
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Ⅳ 三 重 県 漁 業 の 現 状 

１ 三重県における漁業の現状 

（１）三重県漁業の概要 

 

 ◎ 漁業の基本構造（資料:2023年漁業センサス） 

 

   沿岸漁業層    2,165経営体 

  個人経営体数 2,197経営体     （動力10 t未満、定置、地びき、養殖ほか） 

 漁業経営体数 2,286経営体    

 

 中小漁業層       119経営体 

  団体経営体数    89経営体    （動力10以上1,000 t未満） 

  大規模漁業層  2経営体 

                                                          （動力 1,000 t以上） 

 

 ◎ 漁業総生産の概要（資料:令和６年漁業・養殖業生産統計年報、令和５年漁業産出額） 

 

  

 漁業 

 

  58,452ｔ 

 

22,816百万円 

 

 

 

  

  

 

 

 総生産量 

 

 総生産額 

78,408ｔ 

 

  公表なし 

  

 海  面 

 

77,868ｔ  

 

 

 

 

 

  43,675百万円 

 

 

 

  

 養殖業 

 

  19,416ｔ 

 

  20,859百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 内水面 

 

    540ｔ   

 漁業 

 

     297ｔ 

 

  公表なし 

 

 

 

  

  公表なし 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 養殖業 

 

     243ｔ 

 

  公表なし 
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（２）漁業経営体数 

・２０２３年漁業センサスによると、令和５年における三重県の漁業経営体数は２，２８６経営体で、

前回（平成３０年）調査に比べて、８９２経営体（２８．１％）減少した。 

・このうち、海面漁業の経営体数は１，５３６経営体で、前回調査に比べて６５０経営体（２９．７％）、

海面養殖業の経営体数は７５０経営体で、前回調査に比べて２４２経営体（２４．４％）減少した。 

・漁業経営体数の減少率の動向をみると、昭和６３年は比較的緩やかな減少傾向であったが、平成５

年以降は１０％台、平成２０年以降は２０％台の減少となっている。 

 

 

 

漁業経営体数の減少率の動向（％） 

年 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30 R5 

減少率 △ 6.8 △ 10.2 △ 12.8 △ 11.0 △ 20.8 △ 20.1 △ 22.8 △ 28.1 

 

（資料：漁業センサス） 
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（３）使用漁船動向 

・２０２３年漁業センサスによると、令和５年の三重県における使用漁船隻数は５，０３０隻で、前

回（平成３０年）調査に比べて、１，５５２隻（２３．６％）減少した。 

・種類別にみると、無動力漁船隻数は１０９隻、船外機付き漁船隻数は２，６０５隻、動力漁船隻数   

２，３１６隻で、前回調査に比べて、無動力漁船については２２隻（２５．３％）増加、その他に

ついてはそれぞれ、８４３隻（２４．４％）、７３１隻（２４．０％）減少した。 

・動力船漁船の１隻あたり平均トン数は、７．３トンで、前回調査に比べて、０．７トン増加した。 

 

 

 

 

（資料：2023年漁業センサス） 
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（４）漁業生産 

① 漁業総生産 

・令和６年の海面漁業・養殖業総生産量及び対前年増減率は７７，８６８ｔ（＋９．１％）で、全国総

生産量に占める割合は２．２％で全国第１５位であった。このうち、海面漁業は５８，４５２ｔ（＋

１１．８％）、海面養殖業は１９，４１６ｔ（＋１．６％）となっている。 

・令和５年の漁業産出額及び対前年増減率は４３６億７，５００万円（＋１５．０％）で、全国総産出

額に占める本県の割合は２．９％で全国第１０位あった。このうち、海面漁業は２２８億１，６００

万円（＋１２．２％）、海面養殖業は２０８億５，９００万円（＋１８．２％）となっている。 

 

 

 

 

 

（資料：漁業・養殖業生産統計年報） 

（資料：漁業産出額） 
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② 海面漁業 

ア）漁業種類別漁獲量 

・令和６年の海面漁業漁獲量及び対前年度増減率について、主な漁業種類別でみると、遠洋・近海・

沿岸かつお一本釣りは１０，６７６ｔ（＋７．７％）、中・小型まき網は１３，８９１ｔ（＋２８．

０％）、大型・小型定置網は６，０１２ｔ（▲９．２％）、船びき網は１０，５０７ｔ（＋１７．

４％）であった。 

 

 

海面漁業の漁業種類別漁獲量の推移 

 

（資料：漁業・養殖業生産統計年報） 
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イ）魚種別漁獲量 

・令和６年の海面漁業漁獲量について、主な魚種別漁獲量でみると、まぐろ類が５，１９３ｔ 

（▲３４．３％）、かつおが１４，１８１ｔ（＋１８．６％）、いわし類が１９，３９５ｔ 

（＋３３．２％）、あじ類が４，２００ｔ（＋３１．３％）、さば類が３，９１０ｔ（▲３．２％）

であった。 

 

海面漁業の魚種別漁獲量の推移 

 

（資料：漁業・養殖業生産統計年報） 
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③ 海面養殖業  

・令和６年の海面養殖業の収獲量及び対前年増減率について、主な種類別にみると、 

くろまぐろ養殖が１，３２６ｔ（▲１２．２％）、まだい養殖が３，５４７ｔ（▲２．６％）、 

ぶり養殖が３，１４９ｔ（＋４９．２％）、かき養殖が１，７１６ｔ（▲９．８％）、 

のり養殖が８，２９６ｔ（▲４．３％）、真珠養殖が１，８４４ｋｇ（▲８．４％）であった。 

・令和５年の海面養殖業の産出額及び対前年増減率について、主な種類別にみると、 

くろまぐろ養殖が５１億７，８００万円（＋１８，１％）、まだい養殖が３４億２，６００万円

（＋１２．８％）、ぶり養殖が２４億３，５００万円（▲２１．８％）、かき養殖が 

６億７，６００万円（▲８．６％）、のり養殖が４２億９，６００万円（＋７４．６％）、 

真珠養殖が３７億１，８００万円（＋２８，４％）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：漁業・養殖業生産統計年報、漁業産出額） 

 

 

 

 

 

 

海面養殖業の収獲量の推移 海面養殖業の産出額の推移 
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④ 内水面漁業・養殖業 

・令和６年の内水面漁業の漁獲量及び対前年増減率は２９７ｔ（＋６０．５％）で、主な魚種別にみ

ると、しじみが２９４ｔ（＋６２．４％）、あゆが３ｔ（０％）であった。 

・令和６年の内水面養殖業の収獲量及び対前年増減率は２４３ｔ（▲６．２％）で、養殖生産量の大

部分を占めるうなぎは２３０ｔ（▲６．５％）であった。 

 

内水面漁業の漁獲量の推移 

 

 

内水面養殖業の収穫量の推移 

  

（資料：漁業養殖業生産統計年報） 
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２ 水産資源の持続的利用と安全・安心の確保 

（１）資源管理型漁業の推進 

・令和２年１０月に策定した「三重県水産業及び漁村の振興に関する基本計画（令和６年３月変更）」

の基本的な方針として、水産資源の維持及び増大に取り組むこととしている。 

・漁業法の改正（令和２年１２月施行）にあわせて、国は資源管理に関する基本的な事項や資源管理

の目標等を掲げる「資源管理基本方針」を策定し、本県においても国の「資源管理基本方針」に即

した「三重県資源管理方針」を令和２年１２月（令和７年９月変更）に策定した。 

○水産資源の資源評価・管理の取組 

国がＴＡＣ対象魚種として定める広域回遊資源（本県ではまいわし太平洋系群、まさば及びごまさば

太平洋系群、まあじ、さんま、するめいか、くろまぐろ（小型魚・大型魚）、かたくちいわし太平洋系

群、ぶりの８魚種）については、国から割り当てられた漁獲配分量内で、適切な資源管理が行われてい

る。 

かたくちいわし太平洋系群及びぶりに関しては、それぞれ令和７年１月及び令和７年７月から、ステ

ップアップ方式によるＴＡＣ管理が開始されており、国への漁獲量の報告体制の確立及び漁獲配分量の

割り当ての試行が開始されている。また、国は全漁獲量に占めるＴＡＣ対象魚種を８割まで高めるとし、

ＴＡＣ対象魚種の拡大を進めている。本県が関係する新たなＴＡＣ対象魚種として、ウルメイワシ太平

洋系群、トラフグ伊勢・三河湾系群については、今後、漁業者、漁協等の利害関係者が意見を述べるス

テークホルダー会合が開催される予定になっている。 

本県の沿岸資源（マダイ、ヒラメ、イセエビなど）については、県において、科学的知見に基づく資

源評価を行うとともに、その結果を漁業者にフィードバックすることで、適切な資源管理を促進してい

る。令和７年度は、令和４年度に資源評価した１０種の再評価に取り組んでおり、結果の公表を令和８

年度に予定している。現在、令和元年度からの資源評価魚種は合計２８種となっている。 

  

○資源管理協定の取組                       

 改正漁業法では、自主的な資源管理を行う漁業者は資源管理目標を定め、資源管理の定期的な効果検

証と検証結果の公表を行う「資源管理協定」を作成し、県の認定を受けることになっている。効果の検

証については、協定の有効期間の中間と終了時に行うことになっているため、令和８年度中に漁業者等

が自ら中間検証を行う予定になっている。 

三重県における資源管理協定（令和８年２末現在） 

対象魚種・漁法等 協定数 資源管理措置 

機船船びき網漁業（いかなご） １ 操業規制 

刺し網漁業（いせえび） １６ 定期休漁・漁獲物規制 

海女漁業（あわび） ７ 定期休漁 

一本釣漁業 ３ 定期休漁 

定置網漁業 １０ 定期休漁 

まき網漁業 １ 定期休漁 

さんま棒受網漁業 １ 定期休漁 

小型底びき網漁業 ２ 定期休漁・操業規制 

はえ縄漁業 １ 定期休漁・漁獲物規制 

採介藻 １ 定期休漁 

漁協 ４ 定期休漁 

合計 ４７  
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（２）沿岸漁業を活性化する栽培漁業の推進 

・県では、種苗の生産・放流を通じて、県民への水産物の安定供給と沿岸漁業者の経営安定による水

産業の健全な発展を図るため、沿岸漁場整備開発法第７条の２の規定に基づき、「三重県栽培漁業

基本計画」を策定している。 

・「三重県栽培漁業基本計画」では、対象とする水産動物の種類、生産数、放流数、技術開発段階の

目標等を定めており、水産動物の種苗生産を着実に推進し、資源の増大を図っていくこととしてい

る。 

 

○栽培漁業関連事業 

事 業 名 実施期間 事 業 内 容 

種苗生産推進事業 平成８年度～ 三重県栽培漁業センターにおいて、放流用種苗の安

定生産・供給を行う 

 

○栽培漁業センター（浜島・尾鷲）における種苗生産数量の推移 

 

○沿岸漁業の活性化に向けた栽培漁業の推進 

昭和５６年度から志摩市にある三重県栽培漁業センター（浜島）においてアワビ、クルマエビなど

の種苗生産を開始した。その後、栽培漁業センターの施設の増強を行い、昭和６２年度からヒラメ、

トラフグなどの魚類の種苗生産を行っている。 

また、平成８年度から尾鷲市に整備した三重県尾鷲栽培漁業センターにおいてマダイ、トラフグ、

カサゴなどの種苗生産を行っている。なお、トラフグについては、より効率的な資源の造成を図るた

め、関係県である神奈川県、静岡県、愛知県と連携した放流、調査等に取り組んでいる。 

令和４年１２月に、「第８次三重県栽培漁業基本計画」（令和４年～令和８年）を策定し、対象種

をマダイ、ヒラメ、トラフグ、カサゴ、アワビ、クルマエビの６魚種とするとともに、対象種６種と

ハマグリ、アサリ、イセエビ、ガザミについて技術開発段階の目標を定めた。 

令和７年度は、マダイ６１万尾、ヒラメ１７万尾、トラフグ２３万尾、カサゴ９万尾、アワビワビ

５６万個、クルマエビ２６０万尾の生産を行った。 
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（３）海女漁業の振興 

・海女は、地域ごとに定められた厳しい資源管理ルールを守った操業や効果的な種苗放流、藻場保

全の取組など、資源や漁場を大切にしながら、本県を代表する水産物であるアワビ、サザエ等を

漁獲している。 

・平成２９年３月には、鳥羽・志摩地域の「鳥羽・志摩の海女漁業と真珠養殖業 -持続的漁業を実

現する里海システム-」が「日本農業遺産」に認定された。 

・しかしながら、高齢化や後継者不足により従事者が減少するとともに、代表的な漁獲物であるア

ワビの漁獲量も減少しており、取り巻く環境は厳しさを増している。 

 

○海女漁業の就業者数 

海女は三重県、石川県、福井県など、全国２２県におり、その４７％が三重県鳥羽市及び志摩市で操

業している（平成３０年）。三重県の海女の人数は、令和４年には、５１４名（鳥羽市立海の博物館調

査）となり、平成元年の１，９３７人から１，４２３人減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               （資料：水産資源管理課） 

○海女漁業の対象資源の動向 

 

                            （資料：漁業・養殖業生産統計年報） 

◎令和７年度の取組内容 

「海女振興協議会」（平成２４年発足）において、海女、鳥羽市、志摩市、大学、観光協会等と連携 

て、海女漁業や海女文化の魅力を発信し、鳥羽・志摩地域への集客・交流につなげた。  

三重県における海女の人数の推移 全国における海女の人数 
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（４）競争力のある養殖業の構築 

・本県沿岸では海洋環境の変化が急速に進んでおり、養殖水産物のへい死や生育不良による生産量

の減少が深刻化している。海洋環境情報の迅速な提供に取り組むとともに、海洋環境の変化に対

応した養殖技術や品種の開発・普及等を総合的に進め、生産量の回復・安定化を図る必要がある。 

・本県養殖業の経営規模は大半が零細であり、大規模生産県と比べてコスト面での競争力が不利な

状況にある。また、飼料費や人件費等の高騰により、養殖経営は厳しさを増していることから、

海洋環境の変化への適応を進めるとともに、生産コストの削減にも取り組む必要がある。 

 

◎令和７年度の主な取組 

気候変動に伴う高水温化に対応するため、高水温に強い品種や高水温に適応した管理技術の開発等に

取り組んでいる。 

事 業 名 区分 事 業 内 容 

遺伝情報を活用した育種に

よる養殖の成長産業化事業 

新規 高水温化等により生産量の減少が問題となっている真珠、青

さのりおよびマハタ養殖において成長産業化を実現するため、

遺伝情報を活用した育種に取り組む。 

新たなマガキ養殖による浜

の活力再生事業 

新規 養殖マガキの大量へい死対策のため、三倍体種苗の最適な養

殖方法や種苗生産技術の開発、餌の豊富な伊勢湾での中間育成

の実証に取り組む。 

無給餌飼育による魚類養殖

の効率化事業 

新規 高水温環境における魚病被害の抑制および飼料コストの削

減を図るため、養殖魚の生理状態と飼育環境に応じて適切な

「無給餌期」を設ける、新たな養殖方法の確立に取り組む。 

高水温化等に伴う養殖新魚

種導入事業 

一部新 出荷までの養殖期間が短く、生食が可能で付加価値の高い

「マサバ」の養殖技術の開発に取り組む。また、高水温に強い

新たな魚種導入の検討を進める。 

「シン層飼育」による持続

可能な魚類養殖の実証事業 

継続 気候変動に伴う高水温化により増加している魚病被害の軽

減等を図るため、水温が低い、深い水深での魚類養殖技術の

確立に取り組む。 

漁場生産力向上対策事業 継続 伊勢湾における漁場生産力の強化に向けて、流域下水処理場

の栄養塩管理運転の効果検証を実施するとともに、持続的な生

物生産に必要な対応策を明確にし、施策の実施につなげる。 

黒ノリの色落ち緊急対策事

業 

継続 深刻な色落ち被害により危機的な状況にある黒ノリ養殖業

において、施肥による色調改善や生育促進に取り組む。 

真珠産業における生産から

販売までオール三重体制事

業 

継続 アコヤガイのへい死リスク分散のため、水温が下がる秋季の

稚貝供給を行うとともに、県内外で開催されるイベントを通じ

て、サスティナブルな本県の真珠養殖の魅力発信に取り組む。 

消費者に安心される養殖水

産物の生産体制整備事業 

継続 三重県の水産物を消費者に、安全・安心な衛生管理体制で供

給していくため、生産者の衛生管理体制を推進し、消費者ニー

ズに対応した水産物を安定的に供給できる体制の構築を図る。 
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（５）漁村地域活性化への取組 

・漁業所得の向上を通じた漁村地域の活性化をめざす「浜の活力再生プラン（浜プラン）」や、

浜プランに取り組む広域な漁村地域が連携して浜の機能再編や中核的担い手の育成を推進す

る「浜の活力再生広域プラン（広域浜プラン）」を策定した地域は、国の補助事業が優先的に

採択される等のメリットがあることから、策定を積極的に支援し、地域の活性化を図ってい

く必要がある。 

 

令和８年３月末現在、県内で１６の「浜プラン」が、６つの「広域浜プラン」が策定されてい

る。なお、第２期浜プランが終期を迎える地域では、第３期浜プランの策定が進められている。 
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（６）内水面域の振興 

・水産動物の採捕の機会やレクリエーションの場となっている内水面域の活性化及び内水面の生態

系保全や河川環境の維持が課題となっている。 

・「三重県水産業及び漁村の振興に関する基本計画」における内水面漁業に関する事項については、

「内水面漁業の振興に関する法律」（平成２６年法律第１０３号）に基づく、県計画に位置付け

ている。 

 

遊漁者にとって魅力的な川づくりのため、稚アユの放流や遊漁者確保の取組を支援するとともに、カ

ワウやブラックバス等による被害の軽減対策に努めている。 

 

○内水面漁業振興のための取組状況 

項   目 概   要 

内水面水産資源の回復促進 ・遊漁者にとって魅力的な川づくりのために、県内各河川において漁

協等が行う稚アユの放流事業に対して助成を行うほか、遊漁券のオ

ンライン販売や集客イベント等、積極的な遊漁者確保のための取組

を支援する。 

・カワウやブラックバス等による被害の防止及び軽減を図るため、漁

協等が行う駆除及び追払い等の対策事業に対して助成を行うととも

に、効果的な対策等に関する情報提供や指導を行う。 

内水面漁場環境調査 ・アユ漁場における餌料環境の調査、冷水病等の魚病やカワウに

よる被害軽減対策の普及等に取り組み、アユ資源の維持・増大

を図る。 

水産多面的機能発揮対策 ・県内６市町の６活動組織が行う、ヨシ帯の保全、生態系の維持・

保全・改善にかかる河川清掃などの活動に対し、支援を行う。 

 

○種苗放流実施状況 

単位：キログラム 

魚 種 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

あ ゆ 20,135 22,772 21,905 15,477 15,271 14,258 15,454 

あまご 3,424 3,495 2,830 3,225 2,727 2,780 2,613 

にじます 800 800 800 770 760 770 770 

おいかわ 6か所 6か所 6か所 7か所 9か所 8か所 8か所 

こ い 0 0 0 0 0 0 0 

※おいかわの「か所」については、産卵場造成又は保全の数。    （資料:三重県内水面漁場管理委員会） 

 ※「こい」については、三重県内水面漁場管理委員会指示により放流等を制限。 
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（７）漁業と海洋性レクリエーションとの調整 

・遊漁をはじめとする海洋レクリエーションを通じた都市と漁村の交流が進む一方、漁業との海面

の利用に関する調整を図っていくことが課題となっている。 

 

○漁業と海洋性レクリエーションとの共存および調和ある発展に向けて 

本県では、県内全域を対象とした三重県海面利用協議会を設置し、適正かつ秩序ある海面利用を図

るためのルールの整備及び周知方法等について検討を行っている。 

 

海面利用協議会の概要 

協議会名 構成員 検討内容 

三重県海面利用協議会 

（設置：平成６年度） 

学識経験者：２名 

漁業関係者：３名 

遊漁関係者：３名 

海洋性レクリエーシ

ョン関係者：１名 

・ 遊漁の集魚灯利用に関する現状について 

・ 遊漁者に向けた海面利用ルールの周知につ

いて 

 

○遊漁船業者の登録 

  遊漁船利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係を確保するため、「遊漁

船業の適正化に関する法律」に基づき、遊漁船業者の登録に関する事務を行うとともに、安全で適正

な運営に関する指導及び啓発を行っている。本県における遊漁船業者の登録業者数は５２０件、登録

隻数は６６８隻であり、市町別では南伊勢町、志摩市の順に多い。 

 

営業所所在地 業者数 隻 数 

津管内（木曽岬町～明和町） ９１ １０８ 

伊勢管内（玉城町～大紀町） ３１４ ４０８ 

尾鷲管内（紀北町～御浜町） １１５ １５２ 

計 ５２０ ６６８ 

                             （令和７年１１月末時点） 
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（８）漁業取締業務の状況 

・漁業法の規定により漁業監督吏員を任命し、海上における漁業関係法令の励行に努めるため、漁

業取締船３隻（はやたか、神島、伊勢）を県内３箇所（津、鳥羽、尾鷲）に配置している。 

・県内の漁業関係法令違反に係る注意・指導件数は、年間１００件前後で推移しており、令和６年

度は前年度より２４件増加し、９４件となった。また、令和６年度の検挙による処分案件は 

２件となった。 

・全国調査では、非漁業者による漁業関係法令違反は年々増加し、平成１６年には、非漁業者件数

（６３４件）が漁業者件数（６２０件）を上回った。令和５年は非漁業者件数が１，４９１件、漁

業者件数１２５件となっている。 

・県内においては、いせえび等の磯根資源の密漁や、遊漁者等が「じょれん」を使用してはまぐり

やあさり等を採捕する漁業関係法令違反が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近５年間の漁業取締状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           年 度  

項 目          
R2 R3 R4 R5 R6 

延べ取締日数 440 428 429 447 535 

検挙件数 
県内漁業者等   11   7 1 0 2 

県外漁業者等   0   0 1 2 0 

注意・指導件数 
県内漁業者等  90 91 109 38 52 

県外漁業者等  17 27 38 32 42 

鳥羽港 ● 

尾鷲港 

 ● 

津港 ● 

〇活動実績（最近５カ年の漁業取締における検挙・指導等件数） 

漁業取締船「神島」 

附属艇「はやせ」 

Ｒ６年度  

延べ取締日数 249日、検挙件

数 1件、注意・指導件数 69件 

（資料：水産資源管理課） 

漁業取締船「はやたか」 

附属艇「はやぶさ」 

Ｒ６年度  

延べ取締日数 185日、検挙件数 

1件、注意・指導件数 4件 

 

 

 

漁業取締船「伊勢」 

Ｒ６年度 

延べ取締日数 101日、検挙件数  

０件、注意・指導件数 21件 

伊
勢
湾
口
海
域 

伊
勢
湾
海
域 

熊
野
灘 

海
域 
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（９）県産水産物の国内販路の拡大 

・本県における、漁獲量、漁業産出額についてはともに減少傾向にあることに加えて、県

産水産物の知名度が低い状況にあることから、漁業者の所得向上のためには、ブランド

力の強化等による消費及び販路の拡大が課題となっている。 

・水産資源の持続的利用への関心の高まりから、資源管理や環境配慮への取組を証明する

水産エコラベル認証の取得がスタンダード化しているが、認証取得済みの県産水産物が

依然少ない状況にあることから、認証取得を促進する必要がある。 

・食品衛生法の改正に伴い、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が必要となったため、水産物の

加工・流通の現場における衛生管理の高度化が求められている。 

 

◎令和７年度の主な取組 

①国内における販路拡大に向けた取組 

大都市圏での県産水産物の需要を喚起し、恒常的な販路の確保を図るため、量販店等に

おいて、県産水産物フェアを開催し、消費者に県産水産物の魅力を発信した。 

また、県産水産物への理解の深化を図るため、量販店等のバイヤーを県内産地に招聘し

た。 

県内事業者に対して、生産現場の課題解決に向けたコンサルティング支援を実施した。 

     

②水産エコラベル認証取得や衛生管理の向上に向けた取組 

水産エコラベル認証について、制度の普及・啓発を図るとともに、水産加工業者等に対

して、ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理の取組手法等についての説明を行い、意

識の向上を図った。 

 

水産エコラベル認証取得件数（累計） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ＭＳＣ 

（海洋管理協議会） 
１件 １件 １件 １件 １件 

ＭＥＬ 

（マリン・エコラベル・

ジャパン協議会） 

５件 ５件 ６件 ６件 ６件 

ＡＥＬ 

（日本食育者協会) 
１件 １件 １件 １件 １件 

 

③魚食普及に向けた取組 

消費者に広く県産水産物を知ってもらうために、フリーペーパー等に情報を提供し、認

知度向上を図った。 
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（１０）県産水産物の輸出の推進 

・政府の目標である２０３０年に５兆円の輸出額を達成するため、「農林水産物・食品の

輸出拡大実行戦略」に基づき、選定されたぶり、まだいをはじめとする県産水産物のマ

ーケットイン輸出の実現に向けて、輸出産地の形成や供給体制の強化に取り組む必要が

ある。 

・水産物の輸出にあたっては、生産及び加工施設におけるＨＡＣＣＰによる衛生管理が世

界の潮流となっており、輸出対象国から衛生管理への的確な対応が求められている。 

・本県水産物の輸出の拡大を図るためには、販路の開拓や各国の輸出障壁への対応など、

輸出に意欲のある事業者を支援することが必要である。 

・ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に伴い、中国政府が日本産の水産物や水産加工品に対する輸

入停止措置をとった影響が、周辺国や地域にも及んでいることから、新たな輸出販路を

獲得する必要がある。 

 

◎令和７年度の主な取組 

①県産水産物の輸出拡大に係る動き 

三重県農林水産物・食品輸出促進協議会水産部会員によるさらなる県産水産物の輸出拡

大のために、マレーシアやベトナムを対象に、県産水産物の輸出拡大の取組を実施した。 

この結果、ベトナムに向けた新たな輸出が開始された。 

 

②輸出促進法に基づく適合施設の認定及び輸出証明書の発行に係る動き 

ＥＵ向けに認定されている遠洋カツオ・マグロ漁船及びクロマグロ養殖場に対する定期

的な監視を実施するとともに、輸出水産食品の適合施設の認定を行った。 

 

輸出水産食品の認定適合施設（令和８年１月現在） 

登録施設名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ＥＵ向け 

養殖場 

冷凍船 

生産漁船 

 

１件 

 １０件 

０件 

 

１件 

 １０件 

  ０件 

 

１件 

 １０件 

  ０件 

 

１件 

１０件 

０件 

 

１件 

 １１件 

１件 

ベトナム向け 

加工施設 

  

２２件 

  

２４件 

  

２４件 

  

２４件 

 

２４件 

（資料：水産振興課） 
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（１１）気候変動等による養殖水産物のへい死などへの対策 

・近年、気候変動に伴う海水温上昇、海域の貧栄養化など漁場環境が変化し、特に本県漁

業産出額の４割を占める海面養殖業において、アコヤガイ、マガキ、マハタ等のへい死

や、黒のり等の生育不良が発生。高水温化の一因であった黒潮大蛇行が令和７年４月（７

年９か月ぶり）に終息したが、気候変動に伴う夏季の高水温は継続しているため、漁場

環境の変化に適応する取組を進める必要がある。 

  

◎令和７年度の主な取組 

①真珠養殖 

・ＩＣＴブイによる海水温等のリアルタイム配信、

ＳＮＳ等を活用した漁場環境や有害赤潮等の情報

提供、海水温に基づくステージ毎の対策を定めた

「アコヤタイムライン」の運用、マニュアルによる

適正な養殖管理の徹底を図った。 

・生残率の向上が期待できる秋季の稚貝供給（24.9

万個）を実施するとともに、産官連携による「アコ

ヤシードバンク」において、優良な真珠の安定生産

に向けた次代の親貝候補となるアコヤガイの保存、

選抜育種による試作貝の作出と漁場での特性評価を

実施している。 

②かき養殖 

・適正な養殖管理に向けて、水温、塩分、餌となるプ

ランクトン量等の情報提供に取り組んだ。 

・本県よりも海水温の高い海域で養殖されている西日

本産種苗や性成熟しにくくへい死の少ない三倍体種

苗の導入に向けた飼育試験、餌となる植物プランクトンの多い伊勢湾での養殖試験を進め

ている。 

③魚類養殖 

・魚病の発生状況やその対策に関する講習会を開催するとともに、巡回指導、魚病診断、ワ

クチン指導を実施し、魚病の予防や水産用医薬品の適正使用を指導した。 

・一定期間餌を与えない無給餌飼育の技術開発、高水温耐性種苗の開発、浮沈式いけすを用

いた水温の低い深い水深における魚類養殖の実証に取り組んでいる。 

④藻類養殖 

・ＩＣＴブイによる海水温、クロロフィル量等のリアルタイム配信、ＳＮＳ等を活用した栄

養塩類情報の提供、色落ちの可能性を３段階で示し生産者に収獲を促す「色落ちアラート」

の発出等により、黒のりの適正な養殖管理を促進した。 

・県３部（環境生活部、県土整備部、農林水産部）が連携し、流域下水処理場（６箇所）の栄

養塩類管理運転による水質や生物生産に及ぼす影響の評価や効果検証に取り組んでいる。

また、国や愛知県等と連携して栄養塩類の供給源調査や管理方策の検討を進めている。 

高水温化の一因であった 
黒潮大蛇行がＲ７年４月に終息 

関東・東海海況速報（202５年 4月 30日） 
発行：東京、千葉、神奈川、静岡、和歌山、三重県 

漁業情報サービスセンター 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

   

本県沿岸の海水温は 

Ｒ７年７月に過去最高を記録 
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３ 水産経営基盤の確保充実 

（１）漁協組織の再編 

・本県の沿海漁協数は、漁協合併の進展等により、平成１０年度末の１０８漁協から、令和６年度

末には１１漁協となっている。沿海漁協の令和６事業年度の事業利益は、７漁協で赤字であり、

事業利益の合計も１４百万円の赤字となっていることから、引き続き事業収支を改善する必要が

ある。 

○漁協組織再編の経緯 

漁連等の漁協系統団体は、平成２２年１０月に開催された第８回三重県漁協大会において「三重県１

漁協の実現」を大会決議し、平成２４年５月には三重県漁協合併推進協議会が設立されるなど、県１漁

協合併に向けた作業がスタートしたが、漁協間の規模格差が大きいことや合併後のサービス低下への懸

念などから、合併協議に時間を要していた。 

こうした中、平成２９年５月の組合長会議において、県１漁協の前段階となる県３漁協（伊勢湾、鳥

羽磯部、外海）の構築に向け、伊勢湾地区と外海地区で、合併協議会を立ち上げることが了承された。 

（伊勢湾地区） 

平成２９年１２月に「伊勢湾地区漁協合併推進協議会」が設立され、協議の結果、調整が整った地区

から先行合併を進めていくこととなった。これを受け、令和４年４月には松阪漁協が香良洲漁協を吸収

合併した。 

（外海地区） 

平成２９年７月に「外海地区漁協合併推進協議会」が設立され、平成３０年９月には三重外湾漁協が

海野、尾鷲、大曽根漁協を吸収合併した。 

 
年  度 合 併 等 の 経 緯 漁協数（年度末） 

平成 10年度 津市漁協が町屋漁協を吸収合併（H11年２月） 108 

平成 11年度  108 

平成 12年度 
くまの灘漁協設立（６月、16漁協合併）、下之郷漁協解散（H13年

２月） 
92 

平成 13年度 熊野漁協設立（４月、６漁協合併） 87 

平成 14年度 
松阪漁協設立（６月、４漁協合併）、志摩の国漁協設立（７月、 18

漁協合併）、鳥羽磯部漁協設立（10月、22漁協合併） 
46 

平成 15～17年度  46 

平成 18年度 伊勢湾漁協設立（４月、５漁協合併）、米津浦漁協解散（10月） 41 

平成 19年度  41 

平成 20年度 道瀬漁協解散（６月）、大島漁協、伊倉津漁協解散（H21年３月） 38 

平成 21年度 
川越漁協解散（４月）、古江漁協解散（６月）、三重外湾漁協設立

（H22年２月、12漁協合併）、越賀漁協解散（H22年３月） 
24 

平成 22年度  24 

平成 23年度 
尾鷲漁協設立（７月、３漁協合併）、海野漁協設立（H24年１月、

２漁協合併） 
21 

平成 24年度 楠町漁協解散（６月） 20 

平成 25年度  20 

平成 26年度 津市漁協解散（H27年３月） 19 

平成 27年度  19 

平成 28年度 三重外湾漁協が古和浦漁協を吸収合併（５月） 18 

平成 29年度 白塚漁協が河芸町漁協を吸収合併（７月） 17 

平成 30年度 三重外湾漁協が海野、尾鷲、大曽根漁協を吸収合併（９月） 14 

令和元年度  14 

令和２年度 城南漁協解散（R２年８月） 13 

令和３年度  13 

令和４年度 松阪漁協が香良洲漁協を吸収合併（４月)、木曽岬漁協解散（９月） 11 

令和５～６年度  11 
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（２）漁家経営の安定化 

・漁家経営は、魚価の低迷及び資材価格の上昇等により非常に厳しい状況にある。 

・操業の効率化、収益性の向上につながる漁船の導入や省力・省コスト化に資する漁業用機器の導

入等により経営の合理化を図るとともに、漁業共済制度を活用し、経営の安定化を進める必要が

ある。 

 

○水産制度資金の活用 

資    金    名 
承認・貸付金額及び件数 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

漁業近代化資金（利子補給） 

 一般資金  個人施設資金 

       共同利用施設資金 

 特定資金  災害資金 

百万円 

369 

536 

8 

件 

68 

18 

2 

百万円 

557 

701 

67 

件 

60 

35 

18 

百万円 

586 

641 

0 

件 

62 

19 

0 

百万円 

613 

719 

5 

件 

77 

 28 

1 

百万円 

858 

323 

0 

件 

76 

19 

0 

漁業経営維持安定資金（利子補給） 87 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

沿岸漁業改善資金（貸付） 

経営等改善資金 

生活改善資金 

青年漁業者等養成確保資金 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

 0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

日本政策金融公庫資金 

 農林水産事業 漁業分野 
4,238 155 926 68 2,233 19 498 8 7,061 240 

（資料：水産振興課、日本政策金融公庫 業務統計年報） 

 

○漁業共済制度の活用 

（漁業共済制度加入実績） 

年度別加入実績（引受共済金額） 令和６年度加入実績（引受共済金額） 

令和元年度     ２４，０８９百万円 

令和２年度    ２６，８１５百万円 

令和３年度     ２５，９５０百万円 

令和４年度    ２４，７３４百万円 

令和５年度    ２５，４８０百万円 

令和６年度    ２７，７１３百万円 

漁獲共済    ７，４８１百万円 

養殖共済   １６，４３３百万円 

特定養殖共済  ２，０６０百万円 

施設共済    １，７３９百万円 

地域共済        ０百万円 

合  計   ２７，７１３百万円 

（資料：水産振興課） 

 

○漁業経営安定対策事業（通称：積立ぷらす） 

（引受実績） 

事業種類 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

漁獲共済 

養殖共済 

特定養殖共済 

２８１件 

２０６件 

３２４件 

２９７件 

１９９件 

３６７件 

３１３件 

１７７件 

３５７件 

３０９件 

１６９件 

３５２件 

３１９件 

１２１件 

３３４件 

（資料：水産振興課） 
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（３）担い手の確保・育成 

・漁村地域の多くは、高齢化や後継者不足等から漁業就業者が減少し、特に、若者等の新規就業率

が低いため、漁村の活力低下が懸念されることから、担い手の確保・育成が重要となっている。 

 

○新規就業者の年次別推移 [単位：人] 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

新規学卒就業者 １０（ ８） ２（ ２） ６（ ５） １５（１３） ９（ ７） 

Ｕターン就業者 ６（ ２） ３（ ２） ６（ １） ２（ ０） ５（ ２） 

新規参入者 ２８（１６） ４６（３０） ３７（２０） ２１（１３） ４１（２２） 

 合  計 ４４（２６） ５１（３４） ４９（２６） ３８（２６） ５５（３１） 

うち45歳未満 ３５（２２） ４０（２８） ３６（２０） ３０（２３） ４４（３０） 

  （ ）内の数値は法人等への就業者数で内数  

・新規就業者の確保・育成に向けて、令和７年度は、南伊勢漁師塾の短期研修を支援（計２名参加）

した。 

・漁業就業希望者や若手・中堅漁業者が時間や場所にとらわれず気軽に座学講座を受講できるオンラ

イン漁師育成機関「みえ漁師Ｓｅｅｄｓ」による情報発信を行った。 

・「三重県漁業担い手対策協議会」において、担い手確保に向けた情報共有を図るとともに、漁業就

業フェアでの情報発信や県立水産高等学校を対象とした市場見学を実施した。 

・多様な担い手の確保に向け、漁協等が行う新規就業者等の受入体制の整備や、漁業現場の労働環境

を改善するための機械・設備の導入を支援した。 

 

○漁協青壮年部活動組織数、三重県漁業士及び三重県漁村女性アドバイザー数の推移 

漁業士や青壮年・女性漁業者の育成を通じて、地域のリーダーかつ漁業生産の中心となる優れた担い

手の確保に取り組んでいる。 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

青壮年部 
１２組織 １２組織 １２組織 １１組織 １１組織 

３５０人 ３３９人 ３０７人 ３００人 ２９３人 

漁業士 ８９人 ８９人 ８６人 ８７人 ８８人 

漁村女性アドバイザー １１人 １２人 １２人 １５人 １５人 

※令和６年度は、青年漁業士２名、漁村女性アドバイザー１名を認定 

 

○水福連携 

多様な担い手が地域の水産業を支える取組の一つとして、水産業と福祉分野の連携（水福連携）を推

進している。 

令和７年度は、漁業者と福祉事業所等とのマッチングを担う「水福連携コーディネーター」３名の活

動支援に取り組んだ結果、９件の新たな水福連携が創出された。 

年度 新規の取組 

R３ ６件（カキ養殖用ロープ釘抜き作業、あおさ袋詰め作業 他） 

R４ ６件（小魚加工作業、乾燥ワカメ加工作業 他） 

R５ ５件（カキ養殖用ロープ釘抜き作業、乾燥ワカメ加工作業 他） 

R６ ８件（カキ養殖用ロープ釘抜き作業、シジミ加工作業 他） 

R７ ９件（カキ養殖用ロープ釘抜き作業、カキ掃除 他） 
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○普及指導 

水産技術に対する漁業者のニーズは高度化、多様化し、経営改善・地域振興策・食育への対応など、

広範囲な普及指導が求められており、令和７年度は、主に以下の活動に取り組んだ。 

＜令和７年度の主な取組＞ 

漁業者による水産体験学習等支援、二枚貝類の資源調査、真珠養殖振興対策、のり養殖食害・色落ち

対策、魚類養殖振興対策、養殖試験（ワカメ、マガキ、真珠母貝等）、スマート化支援、労働環境改

善支援、消費拡大支援、法人化支援、新規就業者の確保・定着に向けた支援 

 

○令和７年度三重県青年・女性漁業者交流大会発表状況 

発  表  題  名 発表者・発表団体名 

持続可能なふぐ延縄漁業を目指して 

－トラフグの操業管理と種苗放流の取組－ 

片山 勇也 

伊勢湾口地区ふぐ延縄協議会 

３代目島勝漁師のチャレンジ 

－目指せ！藻場の復活－ 

三宅 大晴 

島勝海老網組合 

ばっち漁師の魚食普及 

－白塚のイワシをみんなに食べてもらいたい－ 

伊藤 彰啓 

白塚漁業協同組合青壮年部 

 

○全国青年・女性漁業者交流大会の発表・参加状況 

年度 発  表  題  名 発表団体名 備    考 

Ｒ５ 

沖底「甚昇丸」親子三代、深海魚をめしあが

れ 
株式会社甚昇・第十八甚昇丸 農林水産大臣賞 

未来に続く島をめざして 

子ども・孫へ海を繋ぐ漁師の取組 
菅島の未来を考える会 水産庁長官賞 

Ｒ６ 

漁業「海女」はどうなってしまうのか 

－令和の海女たちできること－ 
大野 愛子 水産庁長官賞 

若手自ら考え担う、定置漁業の未来 ver.2 

－就業から定着への工夫－ 
株式会社早田大敷 水産庁長官賞 

Ｒ７ 
持続可能なふぐ延縄漁業を目指して 

－トラフグの操業管理と種苗放流の取組－ 

伊勢湾口地区ふぐ延縄協議

会 
農林水産大臣賞 
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４ 水産生産基盤の整備 

 （１）漁港の整備 

・災害に強く生産性が高い水産業及び安心で快適な漁村が構築されるよう、漁村地域の防災・減災

対策や水産業の持続的な発展に資する基盤整備を進めている。 

 

◎令和７年度の主な取組 

○水産業の基盤の整備に向けて、漁港施設の耐震・耐津波対策や長寿命化対策を進めている。令和７

年度においては錦漁港（大紀町）及び波切漁港（志摩市）、答志漁港（鳥羽市）、奈屋浦漁港（南

伊勢町）において、防波堤の整備を進めるとともに、神島漁港（鳥羽市）ほか３漁港で防波堤等の

機能保全工事を進めている。 

 

 

波切漁港における防波堤の整備 

（資料：水産基盤整備課） 
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(２) 漁場の整備・漁場の保全 

・水産資源の生息環境を保全・創造していくため、干潟・浅場・藻場の造成及び再生などの漁場保

全を進めている。 

・水産資源を持続的に利用し、安定的に提供するため、魚礁などの漁場整備を進めている。 

 

◎令和７年度の主な取組 

○伊勢湾において、アサリなどの生息環境を改善するため、松阪市の地先において、強い波による稚

貝の流出を防ぐ効果がある砕石を用いた干潟・浅場造成を進めた。 

○熊野灘沿岸において、アワビやイセエビなどの生息環境を改善するため、鳥羽市、志摩市、紀北町、

熊野市の地先において、アラメ・カジメなどの藻場造成を進めた。 

○熊野灘沿岸において、カツオ等の水産物を安定的に供給するため、志摩市沖において浮魚礁を設置

し、運用を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：水産基盤整備課） 
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（３）漁業関連施設等の整備 

・持続的漁業生産体制を構築するために必要な漁業生産基盤や水産物供給基盤としての共同利用施

設等を整備している。 

 

◎令和７年度の主な取組 

○安全・安心な水産物の提供、漁業資源の維持・増大、担い手の育成などを図るため、市町、漁業

協同組合等が実施する大型自動乾燥機、つきいそ等の整備を支援している。 

○鳥羽磯部漁協が次年度に整備予定の魚介類加工施設について、実施設計に関する指導や調整を行

った。 
 

強い水産業づくり施設整備事業の実施状況 

年度 事業名 場  所 事業主体 施設名 規   模 
事業費 

（千円） 

H30 強い水産業

づくり施設

整備事業 

桑名市 

（伊曽島） 

伊曽島漁

協 

鮮度保持施設
（ノリ網冷凍

保管庫の改築） 

冷凍機22.5kW×２基 

147,738 

大紀町 

（錦） 

大紀町 給油施設（耐

震化・耐浪化） 

軽油 30kl×１基、重油 30kl

×１基 

大紀町 

（錦） 

大紀町 つきいそ 自然石7,500㎥ 

御浜町 

（阿田和） 

御浜町 つきいそ 自然石2,080㎥ 

R元 強い水産業

づくり施設

整備事業 

紀北町 

（長島） 

紀北町 つきいそ 自然石1,080㎥ 

367,195 

御浜町 

（阿田和） 

御浜町 つきいそ 自然石2,200㎥ 

鳥羽市 

（桃取） 

鳥羽磯部

漁協 

大型ノリ自動

乾燥機・大型ノ

リ自動乾燥機

に必要な上屋 

大型ノリ自動乾燥機 10 連

（9,000枚/h）×1台 

鉄骨平屋建1棟 

R2 強い水産業

づくり施設

整備事業 

紀北町 

（白浦） 

紀北町 つきいそ 自然石620㎥ 

23,033 
御浜町 

（阿田和） 

御浜町 つきいそ 自然石1,720㎥ 

R3 

 

強い水産業

づくり施設

整備事業 

志摩市 

（和具） 

志摩市 津波避難施設 鉄筋コンクリート造１棟 133,400 

 

R4 60,000 

R7 強い水産業

づくり施設

整備事業 

鳥羽市

（小浜） 

鳥羽磯部

漁協 

魚介類加工施

設 

実施設計 14,980 

＊事業費は、附帯事務費を含む                    （資料：水産基盤整備課） 
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（４）海岸保全施設の整備 

・津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護し、国土の保全に資するため、海岸保全基本計画

に基づき施設整備を進めている。 

・特に老朽化の著しい護岸・堤防について、大規模地震による施設の崩壊や沈下により、津波・高

潮等からの浸水被害が拡大することを防止するため、緊急度の高い地区から海岸保全施設の整備

を進めている。 

 

◎令和７年度の主な取組 

○南海トラフ地震などの大規模地震や津波、高潮に対し、海岸保全施設の安全性を確保するため、

耐震・耐津波対策及び高潮対策等に取り組んでおり、令和７年度は白塚漁港海岸（津市）などに

おいて、海岸堤防の整備を進めた。 

 

白塚漁港海岸における海岸堤防の耐震・高潮対策 

（資料：水産基盤整備課） 
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５ 水産業の多面的機能の発揮 

・沿岸の漁場環境は、地域開発や都市化による干潟・藻場の減少等により、自然の浄化機能が低下

した結果、内湾域では赤潮や貧酸素水塊等の発生が継続しており、水産多面的機能の発揮による

漁場環境保全が求められている。 

 

〇漁場環境保全のための取組状況 

定期的な漁場環境調査を行い、赤潮発生による漁業被害に軽減につなげるとともに、漁場監視体制の 

強化を図っている。 

取 組 区分 取組内容 

貝毒安全対策 継続  赤潮による漁業被害の防止、軽減により漁業経営の安定を図

るとともに、消費者に安全・安心な水産物を安定的に供給する

ため、プランクトン調査、貝毒成分のモニタリング調査を行い、

迅速な情報収集・発信ができる体制を整備している。 

漁場油濁被害救済対策負担

金 

継続  原因不明の油濁により被害を被った漁業者を救済するため、

（公財）海と渚環境美化・油濁対策機構へ負担金を拠出し、救

済金支給や海浜清掃への支援をしている。 

 

 

 

〇水産多面的機能発揮対策交付金による取組状況 

水産業や漁村の持つ多面的機能を発揮するため、漁業者や地域住民等、多様な主体で構成される 

活動組織が実施する藻場・干潟の保全、内水面域の環境保全等の活動項目に対して支援を行うとと

もに、市町、三重県水産多面的機能発揮対策協議会等の関係機関と連携して、活動組織間の情報

共有や活動が円滑に行えるよう指導・助言を行っている。 

令和７年度は、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊賀市、明和町、鳥羽市、志摩市、南伊

勢町、大台町、大紀町、紀北町、尾鷲市、熊野市の１５市町で３５の活動組織が、藻場・干潟の保全、

内水面域の環境保全等の活動に取り組んだ。 

(資料:水産研究所) 
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６ 水産業を支える技術開発の推進 

〇沿岸資源の持続的利用のための資源評価体制の構築 

国が進める水産政策の改革への対応と、効果の高い三重県沿岸水産資源の管理体制の実現に向

けて、漁獲データを収集・解析するとともに、外部有識者等からなる三重県資源評価委員会の意

見を踏まえた精度の高い資源評価に取り組んだ。 

令和元年度から令和６年度までに合計２８種の三重県沿岸の重要魚種について資源評価（３年

ごとの再評価含む）を行い、各魚種の資源量の水準と動向を提示した。資源評価結果は、漁業者

にフィードバックすることで、適切な資源管理を促進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○藻場消失海域におけるイセエビ増殖礁の資源加入機能の強化 

藻場はイセエビの稚エビの餌料生物である小型甲殻類や貝類などを育む場として重要である

が、近年は藻場が消失し、イセエビ増殖礁においてもイセエビ資源の加入が阻害されているおそ

れがある。そこで、稚エビの餌料生物の付着を促す基質としてカキ殻を３㎏詰めたカゴを海底に

設置し、周辺の転石における生物数を比較した。その結果、カキ殻には多様な生物が付着し、その

数は転石よりも多く、少なくとも２年後まで変わらないことが確認された。イセエビ増殖礁にカ

キ殻を設置することによって、イセエビ資源の加入機能の強化が期待される。 

 

 

 

 

 

No. 
魚 種 

（地区） 

評価 

年度 
水準 動向 

1 サワラ R4 高位 増加 

2 イセエビ R4 中位 減少 

3 サザエ R4 低位 減少 

4 

クロアワビ 

（鳥羽市） 

（志摩市以南） 

ﾒｶﾞｲ･ﾏﾀﾞｶｱﾜﾋﾞ 

（鳥羽市） 

（志摩市以南） 

R4 

 

中位 

低位 

 

高位 

低位 

 

横ばい 

減少 

 

増加 

減少 

5 ハマグリ R4 中位 減少 

6 
アサリ(鈴鹿) 

(松阪) 
R4 

高位 

低位 

増加 

減少 

7 イカナゴ R4 低位 減少 

8 マダイ R5 低位 横ばい 

9 ヒラメ R5 高位 横ばい 

10 イサキ R5 中位 増加 

11 スズキ R5 低位 減少 

12 マアナゴ R5 低位 減少 

13 クルマエビ R5 高位 横ばい 

No. 
魚 種 

（地区） 

評価 

年度 
水準 動向 

14 ヤマトシジミ R5 低位 減少 

15 カサゴ R6 低位 増加 

16 
アカカマス 

ヤマトカマス 
R6 

高位 

高位 

増加 

増加 

17 タチウオ R6 低位 減少 

18 ガザミ R6 中位 減少 

19 マダコ R6 低位 減少 

20 
赤ナマコ 

青・黒ナマコ 
R6 

低位 

低位 

減少 

減少 

21 カワハギ R4 低位 減少 

22 クロダイ R4 高位 横ばい 

23 バカガイ R4 低位 減少 

24 シャコ R5 低位 減少 

25 イシダイ R5 低位 横ばい 

26 トリガイ R5 低位 減少 

27 カタクチイワシ R6 高位 増加 

28 トラフグ R6 高位 増加 

※資源評価結果（概要版・詳細版）は、 

水産資源管理課のＨＰで公開 

三重県沿岸２８魚種の資源評価の結果（令和６年度時点） 

基質への付着生物数 
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７ スマート水産業の実現 

・近年、ＡＩ・ＩＣＴやロボット技術、遺伝子解析技術が急速に進展し、海洋環境や水産資源のモ

ニタリング、機器の制御や自動化、水産動植物の育種などへの適用が急速に進む中、スマート水

産業の実現に向けて、これら最先端技術の生産現場での活用を促進していくことが必要である。 

 

（１）みえスマート水産業研究会 

  令和３年１月に漁業者、水産関係団体、大学、県等で構成する「みえスマート水産業研究会」を立

ち上げ、スマート水産業の社会実装を促進するため、漁業者を対象とした先進事例に関する研修会の

開催等によりスマート技術の普及を図っている。 

○研修会の概要 

開催日 内容 

令和８年２月３日 「定置網漁場における水中ドローンの活用について（２回

目）」（対象：漁業者等） 

令和８年２月１０日 「定置網漁場における水中ドローンの活用について（２回

目）」（対象：漁業者等） 

 

 

 

研修会の様子 
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８ 第４４回全国豊かな海づくり大会～美し国みえ大会～の開催 

・全国豊かな海づくり大会は、水産資源の保護・管理と海や湖沼・河川の環境保全の重要性を広く国

民に訴えるとともに、つくり育てる漁業の推進を通じて、漁業の振興と発展を図ることを目的に、

昭和５６年の第１回大会開催以来、各地で開催されている。 

・令和７年１１月９日（日）に「第４４回全国豊かな海づくり大会～美し国みえ大会~」として、式

典行事を志摩市阿児アリーナ、海上歓迎・放流行事を宿田曽漁港（南伊勢町）において開催した。 

・大会開催を通じ、豊かな海の再生に取り組む本県の姿、地域ごとに特色ある農林水産物や自然、文

化や歴史を有する「美し国みえ」の魅力を全国に広く発信した。 

 

◎令和７年度の主な取組 

「第４４回全国豊かな海づくり大会～美し国みえ大会～」の開催 

令和７年１１月９日に志摩市阿児アリーナおよび宿田曽漁港（南伊勢町）において、天皇・皇后

両陛下御臨席のもとで開催した。大会では、「受け継ごう 命あふれる 清い海」をテーマに、県

内外の漁業関係者が連携し、未来への海づくりに向けた大会決議を採択した。 

① 式典行事（志摩市阿児アリーナ） 

県内外から７９０名が参加した式典では、本県の水産業の現状や将来への取組等を映像で紹介

するとともに、豊かな海づくりに功績のあった団体等への表彰、作品コンクールの最優秀作文や

海づくりメッセージの発表、稚魚等のお手渡し、大会決議の採択等が行われた。 

② 海上歓迎・放流行事（宿田曽漁港） 

 ３３４名が参加した海上歓迎・放流行事では、色とりどりの大漁旗を掲げた４７隻の漁船の前

で、１７隻の漁船等が海上歓迎パレードを行い、その後、イセエビの稚エビとマダイの稚魚を放

流した。 

③ 関連行事（桑名市、津市、志摩市、南伊勢町、尾鷲市） 

 県全域で大会を盛り上げるため、県内５会場において県民の皆様にご参加いただける関連行事

を開催した。各会場では、式典行事、海上歓迎・放流行事の映像をライブ中継するとともに、会

場ごとに子供向けの工作体験やトークショー等、様々な趣向を凝らしたイベントが行われた。 
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表　彰　者　名 受　賞　者　名 受　賞　理　由　又　は　業　績

第５４回日本農業賞
【個別経営の部　三重県代表】

伊勢市
有限会社伊勢アグリ・トラ
スト　森田直樹

地域において 、作業受託により個別農家を補完
しつつ、貸地を受け入れる受け皿としての役割を
担っていることや、試験研究機関と連携して乾田
直播技術の体系化に取り組んだこと、外国人を雇
用するなど地域農業の担い手の多様性を新しい
形で創り出しつつある功績が評価された。

第８４回中日農業賞
【優秀賞】

伊賀市
北川敏匡

「土地の特性を活かした品質に重点を置いた栽
培」を理念として、イチゴのブランド化に取り組ん
でいる。また、生産技術や経営方針において地
元生産者のモデル的農家であり、地域活性化に
取り組んできた功績が評価された。

令和６年度農事功績表彰
【紫白綬有功章】

伊賀市
中林正悦

全国肉牛事業協同組合の副理事長及び理事長
に就任し、肉牛生産者の規模拡大支援のほか、
輸出拡大や後継者育成等、国内外のあらゆる方
面で支援策を講じ、肉牛の生産振興の中心的役
割を担ってきた功績が評価された。

令和６年度農事功績表彰
【緑白綬有功章】

御浜町
裏章弘

カンキツ専作経営に参入し、早期の経営安定と
経営規模の拡大を実現した。さらに、三重県指導
農業士連絡協議会副会長や県の就農サポート
リーダー等として、産地の将来を担う農業者の育
成に尽力してきた功績が評価された。

令和６年度農事功績表彰
【緑白綬有功章】

伊勢市
中村祐司

伊賀米ブランドの振興に貢献したほか、全国農
業改良普及職員協議会会長等として国際貢献や
人材育成、普及事業の充実強化に尽力してきた
功績が評価された。

第４０回三重県産業功労者表彰
鈴鹿市
大野博司

若者や女性の活躍を推進するとともに、長年にわ
たり、先端技術を積極的に導入して作業効率の
向上や省力化を図ることで、茶園の構造改革に
尽力し、地域の活性化に大きく貢献した功績が
評価された。

第６０回県民功労者表彰
【農業功労】

伊賀市
中林正悦

伝統的な伊賀牛の飼養管理技術を確立し、優良
子牛生産地を結んだ和牛の繁殖と肥育の複合経
営を確立した。また、伊賀牛を「三重ブランド認
定」に繋げ、海外への輸出を開始するなど伊賀
牛の生産振興に貢献したことの功績が評価され
た。

第７６回関西茶品評会
【農林水産大臣賞】

深蒸し煎茶の部　/
松阪市
(有)茶工房香肌  村瀬貴
昭

関西の茶産地から出品される品評会において、
香味、滋味、外観等の各茶質の特性に優れた茶
として評価された。

第４７回伊勢茶品評会
【農林水産大臣賞】

普通煎茶の部　/
四日市市
（有）萩村製茶　萩村和樹

かぶせ茶の部　/
四日市市
(有)萩村製茶　萩村浩史

県内各茶産地から出品される品評会において、
香味、滋味、外観等の各茶質の特性に優れた茶
として評価された。

第４７回伊勢茶品評会
【三重県知事賞】

普通煎茶の部　/
四日市市
（有）萩村製茶　萩村和樹

深蒸し煎茶の部　/
松阪市
(有)深緑茶房　高尾哲也

かぶせ茶の部　/
四日市市
（有）萩村製茶　萩村浩史

県内各茶産地から出品される品評会において、
香味、滋味、外観等の各茶質の特性に優れた茶
として評価された。

令和６年度農林水産関係表彰受賞者一覧（１）
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表　彰　者　名 受　賞　者　名 受　賞　理　由　又　は　業　績

令和６年度
鳥獣対策優良活動表彰
（農林水産省）
【農林水産省　農村振興局長賞】

坂本自治会「サル追出し
隊」（いなべ市）

非農家も含めて多くの住民が関わり、同団体が
作成した獣害対策に係る行動計画の内容を全て
の構成員が認識し、地域全体として対策に取り
組んでいる点や、住民の意識が高くリーダー交
代後も継続した取り組みができている点、さらに、
継続したサルの追い払いと捕獲によりサルの被
害が大幅に減少している点が評価された。

令和６年度
「獣害につよい集落」等優良活動表彰
【知事表彰】

坂本自治会「サル追出し
隊」（いなべ市）

非農家も含めて多くの住民が関わり、同団体が
作成した獣害対策に係る行動計画の内容を全て
の構成員が認識し、地域全体として対策に取り
組んでいる点や、住民の意識が高くリーダー交
代後も継続した取り組みができている点、さらに、
継続したサルの追い払いと捕獲によりサルの被
害が大幅に減少している点が評価された。

令和６年度
農業農村整備事業広報大賞
【広報大賞】

三重県
熊野農林事務所

ため池の防災工事の推進にあたり、約400年前
の築堤に関わった人々の功績を伝えるため、戦
後に地域の住民で行われていた演劇を紙芝居と
いう形で再興したことや、紙芝居とあわせた工事
説明会を通じて地域住民のため池への愛着やた
め池の維持管理の意識醸成につなげたことが評
価された。

令和６年度　農村振興技術連盟大賞 久保　勝

三重県職員や中勢用水土地改良区事務局長と
して、長年にわたり、土地改良事業の推進に尽
力し、農業・農村地域の発展に寄与した功績が
評価された。

令和６年度
農業農村整備優良地区コンクール
【農業振興部門　全国水土里ネット会
長賞】

株式会社　浅井農園

【受賞地区】　原地区
遊休農地や耕作放棄地が課題となっていた地域
において農業農村整備事業により、キウイフルー
ツ農園を造成し、雇用の創出、農作物の高付加
価値化を行った取組が評価された。

第8回　インフラメンテナンス大賞
【農業農村分野　優秀賞】

宮川用水土地改良区

限られた人材を最大限に活用し、農村地域を支
える営農・生活・環境・防災等の役割を担う持続
可能なインフラを次代につなぐ取組が評価され
た。

令和６年緑化推進運動功労者
内閣総理大臣表彰

認定特定非営利活動法人
「森林の風」
（四日市市）

企業10社以上と連携した森林整備、鈴鹿国定公
園における森林再生を目指した植樹活動などを
実施し、地域の森林再生や山づくりを通じた地域
内外の交流により広く緑化意識の醸成に寄与し
た功績が評価された。

第３６回森林レクリエーション地域
美しの森づくり活動コンクール
【奨励賞】

亀山市加太みどりの少年隊

地元の森林公園において動植物観察会を実施
するなど森林レクリエーション活動に積極的に取
り組むほか、市主催の植樹祭への参加を通じて
地域の森林レクリエーションフィールドの保全に
貢献した功績が評価された。

第３回みえの木建築コンクール
【住宅新築部門　最優秀賞】

設計者/
一級建築士事務所　湯谷
建築設計（伊勢市）
施工者/
株式会社　萩原建設（伊
勢市）

【受賞作品名】明星の家

低く穏やかな屋根のラインが優しく美しく、外壁
には県産スギの板を縦張りし、緑豊かな景観によ
く溶け込んでいる。広い空間を確保するため張
弦(ちょうげん)梁を採用し、力強い構造を「あらわ
し」とするなど技術的にも大変優れている点が評
価された。

第３回みえの木建築コンクール
【住宅リフォーム部門　最優秀賞】

設計者/
結設計室（大台町）
施工者/
有限会社　山路工務店
（大台町）

【受賞作品名】住み継ぐ家

施主の想いに配慮し、外観は鎧壁や漆喰壁で仕
上げ、当時の面影を残すとともに、構造材、建具
などはなるべくそのまま使用し、解体で出た板材
などもカウンターなどに再利用しつつも、現代の
生活様式を取入れた快適な住まいとなっている。
非常に完成度の高い古民家再生として評価され
た。

第３回みえの木建築コンクール
【非住宅部門　最優秀賞】

設計者/
株式会社　浦野設計（愛
知県）
施工者/
日本土建・東海土建特定
建設工事共同企業体（津
市）

【受賞作品名】三重県立特別支援学校寄宿舎

エントランスの大空間を造るにあたり、地域産スギ
の規格材の活用を前提に構造を検討し、重ね梁
ユニットの「相持ち架構」を採用。その構造架構
の技術力、美しさが目を引く。寄宿舎で生活する
特別支援学校の生徒にとって、木の温もりを身体
の全面に感じられる空間を実現している点が評
価された。

令和６年度農林水産関係表彰受賞者一覧（２）
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みえの木製品コンテスト２０２４
【家具・インテリア部門　最優秀賞】

諸田建築木工部　久善
（群馬県）

【受賞作品名】木製スイッチカバー hug-kumi

レーザー加工の精密さと、デザインの可愛さが評
価された。

みえの木製品コンテスト２０２４
【おもちゃ部門　最優秀賞】

有限会社　扇光（伊勢市）

【受賞作品名】木目合わせ立体パズル

木材の良さである木目をパズルに利用する点が
評価された。

みえの木製品コンテスト２０２４
【小物・雑貨部門　最優秀賞】

株式会社　貫じん堂（伊勢
市）

【受賞作品名】三重の木 アロマ鉛筆

普及性の高さと木材の良さを気軽に体感できる
点が評価された。

みえの木製品コンテスト２０２４
【木工部門　最優秀賞】

くむんだー　三重（志摩
市）

【受賞作品名】みえの木組みジャングルジム　くむ
んだー

伝統構法である貫工法を採用し、木の良さを感
じ、学びながら遊べる点が評価された。

第４２回三重県児童・生徒木工工作コ
ンクール
【三重県知事賞】

熊野市立金山小学校
峪中　結月

【受賞作品名】木かつ

木の持ち味を生かし独創性に優れており、デザイ
ンや工作技術が優秀であることが評価された。

令和６年度日本製材技術賞
【農林水産大臣賞】

グリーンウッドタクミ協同組
合（松阪市）

製材工場としての生産性や独自性、品質向上の
取組、雇用環境の整備等が高く評価された。

第57回全農乾椎茸品評会
【農林水産大臣賞】

山嵜 隆・山嵜 佳子 上どんこ部門において受賞。

令和６年度水産功績者表彰 矢田　和夫

三重県漁業協同組合連合会の理事や三重県信
用漁業協同組合連合会（現東日本信用漁業協
同組合連合会）の監事として、漁業の振興に広く
貢献したことが評価された。

令和６年度水産功績者表彰 渡邊　典浩
内水面漁業協同組合連合会の理事や代表理事
会長として、内水面漁業の振興に広く貢献したこ
とが評価された。

第４３回全国豊かな海づくり大会～お
んせん県おおいた大会～功績団体
表彰【栽培漁業部門　農林水産大臣
賞】

赤須賀漁業協同組合
ハマグリの種苗生産と放流、放流後の資源管理
の取り組みが評価された。

第７２回浅海増殖研究発表大会
【農林水産大臣賞】

伊曽島漁業協同組合
ＩＣＴ観測機器の導入や食害対策、黒ばらのり共
同加工の取組が高く評価された。

第１７回三重県真珠品評会
【知事賞】

山本　太
真珠の品質（光沢や巻きなどの6項目）等につい
て審査され、最も優れていると評価された。

令和６年度
全国青年・女性漁業者交流大会
【水産庁長官賞】

令和６年度
三重県青年・女性漁業者交流大会
【知事賞】

令和６年度
全国青年・女性漁業者交流大会
【水産庁長官賞】

大野　愛子
国内外への海女文化の発信活動とその活動から
得た気付きを新たな取組につなげている点が評
価された。

令和６年度
浜の活力再生プラン優良事例表彰
【全国漁業共済組合連合会会長賞】

松阪地域水産業再生委
員会

二枚貝類の資源管理や青さのり養殖漁場へのＩＣ
Ｔ観測機器の設置による生産量増加の取組な
ど、漁業者の所得向上に向けた取組が総合的に
評価された。

令和６年度農林水産関係表彰受賞者一覧（３）

株式会社早田大敷
中井　恭佑

定置網漁業の操業体制や就労環境を見直し、経
営改善とともに、乗組員の定着が進んでいる点が
評価された。
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第５４回日本農業賞
【個別経営の部　三重県代表】

伊勢市
有限会社伊勢アグリ・トラ
スト　森田直樹

地域において 、作業受託により個別農家を補完
しつつ、貸地を受け入れる受け皿としての役割を
担っていることや、試験研究機関と連携して乾田
直播技術の体系化に取り組んだこと、外国人を雇
用するなど地域農業の担い手の多様性を新しい
形で創り出しつつある功績が評価された。

第７７回関西茶品評会
【農林水産大臣賞】

深蒸し煎茶の部　/
松阪市
(有)茶工房香肌  寺岡広
治

関西の茶産地から出品される品評会において、
香気、滋味、外観等の各茶質の特性に優れた茶
として評価された。

第４８回伊勢茶品評会
【農林水産大臣賞】

普通煎茶の部　/
大台町
中西一浩

深蒸し煎茶の部　/
大台町
西村一馬

県内各茶産地から出品される品評会において、
香気、滋味、外観等の各茶質の特性に優れた茶
として評価された。

第４８回伊勢茶品評会
【三重県知事賞】

普通煎茶の部　/
大台町
中西一浩

深蒸し煎茶の部　/
大台町
西村一馬

かぶせ茶の部　/
四日市市
（有）萩村製茶　萩村和樹

県内各茶産地から出品される品評会において、
香気、滋味、外観等の各茶質の特性に優れた茶
として評価された。

第２回Ise Cha Promotion Award
【三重県知事賞】

デザイン部門 /
皇學館高等学校
ツナソボロゴハン

イベント企画部門 /
飯南高等学校
飯南高校美術部

創作料理部門 /
相可高等学校
伊勢茶んず

高校生が考える伊勢茶アイデアコンテストにおい
て、優秀な提案として評価された。

第８５回中日農業賞
【優秀賞】

御浜町
古川昭義

カンキツとイチゴの複合経営により、経営の規模
拡大に取り組むとともに、御浜土地改良区副理事
長や、三重県青年農業士や県の就農サポート
リーダー等として、将来の産地を担う農業者の育
成に尽力してきた功績が評価された。

令和７年度農事功績表彰
【緑白綬有功章】

明和町
小竹行哉・美紀

適正規模での安定経営を目指し近隣集落の農
地を集約して効率的な運営体制を整えた。地域
において小麦生産受託や防除体制を組織化し、
高齢化や後継者不足に直面する小規模経営者
を支援して農地の維持に尽力していることが評価
された。

令和７年度全国優良経営体表彰
【経営局長賞：経営改善部門】

津市
株式会社浅井農園

将来の地域農業を担うアグロノミスト（農学者）人
材を育成し、研究開発を核とした農業生産から流
通販売まで独自のバリューチェーンを構築しなが
ら、オンリーワンの農業カンパニーを目指しミニト
マトを主軸に施設園芸を行っている。キウイなどト
マト以外の商品にも取り組み、世界市場を見据え
た拠点づくりやグローバル人材の採用等に取り組
んだことが評価された。

令和７年度全国優良経営体表彰
【経営局長賞：付加価値部門】

御浜町
芝﨑裕也

消費地から遠い、出荷困難、栽培面積の狭さな
ど一見不利と思える状況でありながら、柔軟な発
想と行動力でプラスに変換し、自然環境を生かし
たエアープランツの生産技術体系、全国の配送
システムを確立し日本一のエアープランツ取扱数
量を誇る確固たる地位を築いたことが評価され
た。

令和７年度農林水産関係表彰受賞者一覧（１）
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令和７年度農山漁村女性活躍表彰
【女性地域社会参画部門】

多気町
中西眞喜子

農業経営と並行して、地域から県域にかけての
婦人会や食生活改善推進員、社会教育委員、行
政相談員など多くの活動とともに、立梅土地改良
区理事、勢和農村RMO協議会会長として立梅用
水を軸にした地域づくり事業を実践し、地域の課
題解決にとりまれていることが評価された。

第４１回三重県産業功労者表彰
伊賀市
平木秀夫

伊賀市の中心的担い手として、伊賀米の生産振
興や水稲種子の生産に取り組むとともに、研修生
を受け入れ人材育成に取り組んでいる。また、野
菜部門でも法人を設立し、地域の農業振興に貢
献した功績が評価された。

令和７年度豊かなむらづくり全国表彰
【農林水産大臣賞】

西山の棚田振興協議会

先人たちが地域のつながりで災害による被
害を受けた棚田を復興させた過去を教訓
に、住民による棚田保全の合意形成が図ら
れていること、棚田米の付加価値向上や企
業との連携、移住者支援など多岐にわたる
取組が地域経済の活性化につながっている
ことが評価された。

令和７年度
「獣害につよい集落」等優良活動表彰
【知事表彰】

伊勢市横輪町サル対策有
志グループ（伊勢市）

町内外の多様なメンバーと連携し、人口減
少下において獣害対策を継続して実施でき
る体制を整え、サルの被害を1/3以下にまで
減少させたことなどが評価された。

第４３回三重県児童・生徒木工工作コ
ンクール
【三重県知事賞】

松阪市立松尾小学校
中川　成葉

【受賞作品名】新しい家族

木の持ち味を生かし、デザインや工作技術が優
秀であることが評価された。

第４回みえの木建築コンクール
【住宅新築部門　知事賞】

設計者/
結設計室（大台町）
施工者/
有限会社　山路工務店
（大台町）

【受賞作品名】木漏れ日の家

細部にまで丁寧にデザインされており、設計者の
こだわりがうかがえる秀作である。

第４回みえの木建築コンクール
【住宅リフォーム部門　知事賞】

設計者/
結設計室（大台町）
施工者/
有限会社　山路工務店
（大台町）

【受賞作品名】薪ストーブが灯す百年古民家

旧街道沿いに建つ築100年を超える古民家を再
生した完成度の高い作品。

第４回みえの木建築コンクール
【非住宅部門　知事賞】

建築主/
三交不動産株式会社（津
市）
設計者・施工者/
株式会社竹中工務店（愛
知県）

【受賞作品名】第２名古屋三交ビル

都心を行き交う人々に惜しみなく木の空間体験
を提供するデザイン。

みえの木製品コンテスト２０２５
【デイリーユース部門　最優秀賞】

株式会社KISE（伊勢市）

【受賞作品名】木製システム家具 イキクッカヒノキ

生活スタイルの変化に応じて形を変えられ、長く
使い続けられる点が評価された。

みえの木製品コンテスト２０２５
【ビジネスユース部門　最優秀賞】

西川建設株式会社（鈴鹿
市）

【受賞作品名】リプラウッドプランター R・W・P

アイデアの目新しさや、企業の応接スペース等で
活用が期待でき、普及性が高い点が評価され
た。

第３７回森林レクリエーション地域
美しの森づくり活動コンクール
【一般社団法人全国森林レクリエ－
ション協会会長賞】

菰野町みどりの少年隊

御在所岳での植樹や「三重県民の森」での美化
活動等により、地域の森林レクリエーションフィー
ルドの整備に貢献するとともに、緑の募金の呼び
掛けにより、地域の人々に森づくりの輪を広げる
活動を継続して行っていることなどの功績が評価
された。

令和７年度農林水産関係表彰受賞者一覧（２）
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第58回全農乾椎茸品評会
【林野庁長官賞】

山嵜 隆 上どんこ部門において受賞。

令和７年度
浜の活力再生プラン優良事例表彰
【農林水産大臣賞】

赤須賀地域水産業再生
委員会

自主的な規制や種苗放流によるハマグリやヤマト
シジミの資源管理の取組、ハマグリのブランド化
等による販売力強化の取組、漁業まつり等の地
域漁業PRの取組が評価された。

令和７年度
三重県青年・女性漁業者交流大会
【知事賞】

伊勢湾口地区ふぐ延縄協
議会
片山　勇也

ふぐ延縄漁業の操業管理と種苗放流の取
組により、トラフグ資源の持続的な利用につ
ながっている点が評価された。

第３１回全国青年・女性漁業者交流
大会
【農林水産大臣賞】

伊勢湾口地区ふぐ延縄協
議会
片山　勇也

長年にわたって資源管理、種苗放流に取り
組み、現在でも漁獲を継続できている点など
が高く評価された。

第44回全国豊かな海づくり大会～美
し国みえ大会～功績団体表彰【資源
管理型漁業部門　大会会長賞】

鈴鹿市漁業協同組合 アサリの資源管理の取組が評価された。

第44回全国豊かな海づくり大会～美
し国みえ大会～功績団体表彰【漁場・
環境保全部門　大会会長賞】

２２世紀奈佐の浜プロジェ
クト委員会

伊勢湾流域からの漂着ごみゼロにすることを
目標とした答志島の奈佐の浜の海岸清掃、
漁業者と市民との交流の取組が評価され
た。

第44回全国豊かな海づくり大会～美
し国みえ大会～功績団体表彰【栽培
漁業部門　農林水産大臣賞】

伊勢湾口地区ふぐ延縄協
議会

トラフグ資源の持続的な利用を図るため、稚
魚の中間育成に取り組み、種苗放流を行っ
ていることが評価された。

令和７年度農林水産関係表彰受賞者一覧（３）
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（全般）

団    体    名 郵便番号 住            所 ＴＥＬ

 三重県市長会  514-0003  津市桜橋２丁目９６（自治会館内） 059-225-1376

 三重県町村会  514-0003  津市桜橋２丁目９６（自治会館内） 059-225-2138

 全国山村振興連盟三重県支部  514-0003  津市桜橋２丁目９６（自治会館内） 059-225-2138

 (公財)三重県農林水産支援センター  515-2316  松阪市嬉野川北町５３０ 0598-48-1225
 三重県農林水産物・食品輸出促進協議会  514-8570  津市広明町１３ 059-224-2458

（農業）

団    体    名 郵便番号 住            所 ＴＥＬ

 （一社）三重県農業会議  514-0004  津市栄町１丁目８９１（合同ビル内） 059-213-2022

 三重県農業協同組合中央会  514-0004  津市栄町１丁目９６０（ＪＡ三重ビル内） 059-229-9004

 全国農業協同組合連合会　三重県本部  514-0004  津市栄町１丁目９６０（ＪＡ三重ビル内） 059-229-9065

 三重県信用農業協同組合連合会  514-0004  津市栄町１丁目９６０（ＪＡ三重ビル内） 059-229-9023

 三重県米麦協会  514-0004  津市栄町１丁目９６０（ＪＡ三重ビル内） 059-229-9123

 みえの米ブランド化推進会議  514-0004  津市栄町１丁目９６０（ＪＡ三重ビル内） 059-229-9084

 三重県園芸振興協会  514-0004  津市栄町１丁目９６０（ＪＡ三重ビル内） 059-229-9058

 (公社)三重県青果物価格安定基金協会  514-0004  津市栄町１丁目９６０（ＪＡ三重ビル内） 059-229-9124

 三重県花植木振興会  513-1122  鈴鹿市花川町２１７番地１ 059-224-2808

 三重県茶業会議所  514-0004  津市栄町１丁目９６０（ＪＡ三重ビル内） 059-226-8551

 三重県土地改良事業団体連合会  514-0006  津市広明町３３０ 059-226-4824

 三重県農業共済組合  514-0008  津市上浜町６－８１－１１ 059-228-5135

 (一社)三重県植物防疫協会  515-2316  松阪市嬉野川北町５３０ 0598-42-4349

 (一社)三重県畜産協会  514-0004  津市栄町１丁目８９１（三重県勤労者福祉会館１階） 059-213-7512

 (一社)三重県配合飼料価格安定基金協会  514-0004  津市栄町２丁目３６４（サニーハイツ２階） 059-225-4526

 三重県酪農農業協同組合  515-2354  松阪市嬉野下之庄町７５３番地 0598-42-6800

 三重県食肉事業協同組合連合会  515-0505  伊勢市西豊浜町６５５－１８（(株)ぎゅーとら本店内） 0596-37-5501

 三重県牛乳協同組合  514-0004  津市栄町１丁目９６０（ＪＡ三重ビル内） 059-224-8466

 三重県養豚協会  514-0004  津市栄町１丁目８９１（三重県勤労者福祉会館１階） 059-213-7512

 三重県養鶏協会  514-0004  津市栄町１丁目８９１（三重県勤労者福祉会館１階） 059-213-7513

 (株)三重県四日市畜産公社  510-0064  四日市市新正４丁目１９－３ 0593-51-2224

 (株)三重県松阪食肉公社  515-0031  松阪市大津町上金剛９９３－１ 0598-51-1411

 (公社)三重県獣医師会  514-0003  津市桜橋１丁目６４９（農業共済会館内） 059-226-3215

 三重県指導農業士連絡協議会  515-2316  松阪市嬉野川北町５３０（中央農業改良普及ｾﾝﾀｰ内） 0598-42-6715

 三重県青年農業士連絡協議会  515-2316  松阪市嬉野川北町５３０（中央農業改良普及ｾﾝﾀｰ内） 0598-42-6715

 三重県農村女性アドバイザーネットワーク  515-2316  松阪市嬉野川北町５３０（中央農業改良普及ｾﾝﾀｰ内） 0598-42-6715

 三重県農村青少年クラブ連絡協議会  515-2316  松阪市嬉野川北町５３０（中央農業改良普及ｾﾝﾀｰ内） 0598-42-6715

 三重県農業信用基金協会  514-0009  津市羽所町６０１番地 059-229-9213

 (一社）三重県猟友会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-228-0923

（一社）三重県障がい者就農促進協議会  514-0003  津市桜橋２－１４２（三重県教育文化会館内） 059-253-4187

 三重県農薬商業協同組合  514-0131  津市あのつ台４丁目７-５（西部アレフ(株)津営業所内）059-233-1777

 三重県肥料商業組合  516-0067  伊勢市中島２丁目４-１３（丹羽商事(株)内） -

農 林 水 産 関 係 団 体 一 覧（１）
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（林業）

団    体    名 郵便番号 住            所 ＴＥＬ

 三重県林業団体連絡協議会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-228-0924

 三重県木材市売連盟  510-0814  松阪市久保田町２０８ 0598-51-6602

 (一社)三重県森林協会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-228-0924

 三重県森林組合連合会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-227-7355

 三重県木材協同組合連合会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-228-4715

 三重県林業経営者協会  519-2703  度会郡大紀町滝原８７０－３４(ひのき家内） 0598-86-3709

 三重県林業種苗協同組合連合会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-228-7387

（公社）みえ林業総合支援機構  515-2602  津市白山町二本木３７６９－１（林業研究所内） 059-261-1398

 三重県森林土木建設協会  515-0005  松阪市鎌田町２７７－１０ 0598-51-7145

（公社）三重県緑化推進協会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-224-9100

 三重県林業技術普及協会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-228-0924

 三重県水源林造林推進協議会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-228-0924

 三重県木材青壮年団体連合会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-228-4715

 林業・木材製造業労働災害防止協会三重県支部  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-228-4715

 三重県林業研究グループ連絡協議会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-228-0924

 (一社)三重県猟友会  514-0003  津市桜橋１－１０４（林業会館内） 059-228-0923
 三重県木質燃料協会  519-2703  度会郡大紀町滝原１０２５－１ 0598-86-2502

（水産業）

団    体    名 郵便番号 住            所 ＴＥＬ

 三重県漁業協同組合連合会  514-0006  津市広明町３２３－１（水産会館内） 059-228-1200

 東日本信用漁業協同組合連合会三重支店  514-0006  津市広明町３２３－１（水産会館内） 059-227-3181

 三重県漁業共済組合  514-0006  津市広明町３２３－１（水産会館内） 059-226-6141

 共水連三重県事務所  514-0006  津市広明町３２３－１（水産会館内） 059-226-9191

 日本漁船保険組合三重県支所  514-0006  津市広明町３２３－１（水産会館内） 059-226-6521

 全国漁業信用基金協会三重支所  514-0006  津市広明町３２３－１（水産会館内） 059-226-6441

 三重県内水面漁業協同組合連合会  519-2732  度会郡大紀町野添１６３ 0598-83-2293

 三重県真珠養殖連絡協議会  516-0037  伊勢市岩渕１丁目３－１９ 0596-28-4140

 (公財)三重県水産振興事業団  514-0006  津市広明町３２３－１（水産会館内） 059-228-1291

 三重県水産物消費拡大促進協議会  514-0006  津市広明町３２３－１（水産会館内） 059-228-1205

 三重県漁協青壮年部連絡協議会  514-0006  津市広明町３２３－１（水産会館内） 059-228-1205

 三重県漁業士会  514-8570  津市広明町１３（水産振興課内） 059-224-2606

農 林 水 産 関 係 団 体 一 覧（２）
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みえ元気プラン 令和４年１０月

令和５年３月

三重県食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する基本計画 令和７年12月

市民農園の整備に関する基本方針 平成３年６月

三重県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針

協同農業普及事業の実施に関する方針

農業改良普及活動計画

第５次三重県食育推進計画 令和８年３月

三重県農地中間管理事業の推進に関する基本方針

三重県果樹農業振興計画

三重県酪農・肉用牛生産近代化計画 令和１２（2030）年

三重県花き花木振興計画

三重の水田農業戦略２０２０ 令和２年１０月

三重県農業振興地域整備基本方針

三重県農業農村整備計画 令和８年３月

三重県農村地域への産業の導入に関する基本計画

農林水産業関係現行計画・方針等一覧（１）

計　　　画　　　名　　　等 策　定　年　月 目　標　年　度

令和８（2026）年度

三重県農林水産試験研究ビジョン

令和７年１月 令和１１（2029）年度

令和３年３月 ５年間

令和５年３月 令和８（2026）年度

令和１２（2030）年度

令和５年６月 令和１１（2029）年度

令和１２（2030）年度

本表には、三重県が策定した主要な計画・構想・方針等のうち、現在有効なものを記載しています。

農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する
基本方針

平成１０年３月

三重県食の安全・安心確保基本方針
平成１５年１月
（平成２７年７月改定）

昭和４７年３月
（令和6年6月改定）

令和３年３月

令和７年１２月

生産出荷近代化計画 令和７年3月 令和１１（2029）年度

令和８（2026）年度

家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画 令和５年３月 令和１４（2032）年度

伊勢茶振興計画

令和１１（2029）年度

昭和４５年１月
（令和４年５月改定）

令和３年１２月 令和１３（2031）年度

平成２９年３月 令和１６（2034）年

令和１２（2030）年度

令和１７（2035）年度

令和１７（2035）年度
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令和５年３月

令和１６（2034）年度

令和７（2025）年度

平成２９年３月

平成１５年４月

令和3年4月23日

令和１４（2034）年度

令和８（2026）年度

令和２年１０月
（令和７年３月変更）

令和１６（2034）年度

令和８（2026）年度

平成３０年４月
（令和５年３月変更）

令和９（2027）年度

三重県林業人材育成方針

三重の森林づくり基本計画2025

三重県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な
計画

令和２年１０月

令和３年１０月

三重県林業労働力の確保の促進に関する基本計画

みえ森林教育ビジョン

平成２８年３月

みえ木材利用方針

農林水産業関係現行計画・方針等一覧（２）

計　　　画　　　名　　　等 策　定　年　月 目　標　年　度

令和７年３月

令和１２（２０３０）年度

令和１２（２０３０）年度第２次三重の農福連携等推進ビジョン 令和７年３月（予定）

三重県国際水準ＧＡＰ推進方針2030 令和６年３月

令和９（２０２７）年度

本表には、三重県が策定した主要な計画・構想・方針等のうち、現在有効なものを記載しています。

令和４年１２月

三重保全三期：令和４年４月
錦：平成３０年８月
奈屋浦：令和６年５月

令和３年３月

三重保全三期：令和１３（2031）年度
錦：令和９（2027）年度
奈屋浦：令和１５（2033）年度

海岸保全基本計画

三重県棚田地域振興計画

みえ生物多様性推進プラン（第４期）

特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する
基本方針

三重県自然環境保全基本方針

三河湾・伊勢湾：平成２７年１２月
熊野灘：平成２８年３月

平成２３年３月
（令和２年１0月変更）

令和６年３月

令和４年３月第１３次鳥獣保護管理事業計画

第８次三重県栽培漁業基本計画

三重県真珠振興計画

特定漁港漁場整備計画

令和２年１２月
（令和５年1２月変更）

三重県水産業及び漁村の振興に関する基本計画

三重県資源管理指針

林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理
化に関する基本構想

三重県資源管理方針

平成１６年３月
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